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ＦＡＱ（よくあるお問合せ） ＮＰＯ法人設立編 

Ｑ１ 

ＮＰＯ法人（特定非営利活動法人）を設立したいのですが。 

東大阪市では申請前の事前相談を行っておりますのでご利用ください。設立総会を開く前に、できれば、 

①定款 ②設立趣旨書 ③２ヶ年分の事業計画書及び活動予算書、を作成の上、下記までアポイントをとっ

ていただきますようお願いします。 

東大阪市 市民生活部 地域活動支援室 電話06-4309-3161  

Ｑ２ 

NPO法人（特定非営利活動法人）設立申請は、郵送でもできますか。 

郵送でもできます。次のあて先まで郵送してください。 

〒577-8521 東大阪市荒本北1丁目1番1号 

東大阪市役所 市民生活部 地域活動支援室 

なお、東大阪市では申請前の事前相談を行っておりますので、ご利用ください。 

事前相談をご利用される場合は、設立総会を開く前に、できれば、定款、設立趣旨書、２ヶ年分の事業計画

書及び活動予算書を作成の上、アポイントをとっていただきますようお願いします。  

Ｑ３ 

ＮＰＯ法人（特定非営利活動法人）設立申請書の収受証明書の発行はできますか。 

収受証明書は発行していませんが、申請書や届出書の控えが必要な場合は、コピーをご持参いただければ、

窓口で申請書のコピーに受付印を押してお渡しします。 

郵送で書類を提出される場合は、84円切手を貼付した返信用封筒（あて先を記載したもの）、コピーを入

れていただきましたら、受付印を押して返送いたします。 

なお、上記の受付印は、書類をお預かりした際に押印するものです。必ずしも受理日ではないのでご注

意下さい。提出して頂いた書類の形式審査等を行なった後、東大阪市で書類を受理（この日から１か月間市

民の縦覧に供します。）します。 

Ｑ４ 

ＮＰＯ法人（特定非営利活動法人）設立申請に手数料（収入印紙等）は必要ですか。 

手数料（収入印紙等）は必要ありません。 

Ｑ５ 

ＮＰＯ法人（特定非営利活動法人）設立を申請してから認証されるまで、どのくらいの期間がかかりますか。 

原則として申請書の受理後３か月以内に、認証又は不認証の決定が行われます。 （Ｐ1９参照） 

Ｑ６ 

ＮＰＯ法人（特定非営利活動法人）設立申請中に、ＮＰＯ法人（特定非営利活動法人）と名乗ることはでき

ますか。 

できません。ＮＰＯ法（特定非営利活動促進法）では、ＮＰＯ法人（特定非営利活動法人）でない者がＮ

ＰＯ法人（特定非営利活動法人）を名乗った場合、１０万円以下の過料の対象となります。 （Ｐ１２参照） 

Ｑ７ 

ＮＰＯ法人（特定非営利活動法人）を設立するためには、資金や財産は必要ですか。 

設立時の基本財産や過去の活動実績の有無などは、ＮＰＯ法人（特定非営利活動法人）の設立要件ではあ

りませんので必要ありません。 （Ｐ4参照） 
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Ｑ８ 

ＮＰＯ法人（特定非営利活動法人）の名称に制約はありませんか。 

他の法律で使用が禁止されている名称（社会福祉法人○○、学校法人○○等）や公序良俗に反する名称は

使用できません。なお、既存のNPO法人と同じ名称をもつことに法令上の制限はありませんが、市民の誤

解を招きやすいことからできるだけ避けるべきでしょう。また、NPO法人の名称として登記できない符号

があります。詳細については、管轄の法務局（登記所）でご確認ください。 （Ｐ53参照） 

Ｑ９ 

自宅や会社をＮＰＯ法人（特定非営利活動法人）の事務所にできますか。 

自宅（個人の住宅）であっても、そのNPO法人（特定非営利活動法人）の事業活動の中心となる場所で、

一般的に、NPO法人の代表者（責任者）が所在して、その場所で継続的に業務が行われるのであれば、事

務所とすることは可能です。  

 個人の住宅を主たる事務所にする場合は、そこに事業報告書等を備え置き、社員（NPO法人の構成員で

あり、総会において議決権を有する、自然人や団体（法人含む）のこと）や利害関係人（NPO法人と取引

等の契約関係がある者など）からの閲覧請求に対応することが可能であることが必要です。  

 また、所轄庁や利害関係者などが連絡を取れること（郵便が届くことや電話がつながることなど）も、当

然必要となります。 （Ｐ1、Ｐ１０参照） 

Ｑ１０ 

ＮＰＯ法人（特定非営利活動法人）の特定非営利活動の種類が複数にわたっても問題ないですか。 

問題はありません。ただし、定款に定める「目的」と「特定非営利活動に係る事業（法人の目的を達成す

るために行う事業）」の間で整合がとれている必要があります。活動の種類が多いから良いとか、１つし

かないから悪いというものではなく、自分たちのミッションが何か、そのミッションを実現するための活

動（事業）がどの活動の種類に該当するのか、という視点で選んでください。 （Ｐ4参照）

Ｑ１１ 

特定非営利活動事業とその他の事業の違いは何ですか。 

「特定非営利活動に係る事業」とは、NPO法人の目的を達成するために行う活動です。 

「その他の事業」とは、それ以外の本来の目的と直接の関係がない事業、例えば、運営財源の確保を目的

とした事業や会員の相互扶助事業など、のことをいいます（平成１５年の改正ＮＰＯ法（特定非営利活動促

進法）施行前は、「その他の事業」は「収益事業」と呼ばれていました）。利益を得る事業であっても、法

人の目的を達成するために行うものであれば、「特定非営利活動に係る事業」となります。 

 また「特定非営利活動に係る事業」と「その他の事業」の区別に関わらず、物を仕入れて販売するような

特定の３４業種については法人税法上「収益事業」とみなされて課税される場合があります。詳細について

は、国税庁（税務署）でご確認ください。 （Ｐ5、Ｐ1３参照） 

Ｑ１２ 

ＮＰＯ法人（特定非営利活動法人）が非営利法人である以上、収入を得る事業を行ったり、利益を得ると問

題になるのでしょうか。 

ＮＰＯ法（特定非営利活動促進法）でいう「非営利」とは、「活動により得た利益を構成員（役員や社員）

に分配することができない（内部分配の禁止）」という意味であり、収入を得る事業を行うことや、活動に

よって利益が出ること自体は問題ではありません。 

ただし、活動により得た利益を構成員（役員や社員）に分配することはできないことから、それらは次年

度の活動のために繰り越すことになります。また「特定非営利活動に係る事業」と「その他の事業」の区別

に関わらず、物を仕入れて販売するような特定の３４業種については法人税法上「収益事業」とみなされて
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課税される場合がありますので、ご注意ください。 

なお、NPO法人（特定非営利活動法人）を解散する際の残余財産の帰属先は、ＮＰＯ法に定める法人（国、

地方公共団体又は定款で定めるNPO法人等）に限定されています。 （Ｐ１１参照） 

Ｑ１３ 

ＮＰＯ法人（特定非営利活動法人）の社員とはどういう立場の人ですか。 

ＮＰＯ法（特定非営利活動促進法）上の社員とは、NPO法人（特定非営利活動法人）の構成員であり、

総会において議決権を有する、自然人や団体（法人含む）のことをいいます。一般的には、正会員と呼んで

いるNPO法人が多いようです。 

なお、よく社員と会員を混同される方がいらっしゃいますが、会員イコール社員ではありません。 

 会員には大きく言えば３つの種別があります。 

１つは、一般的には「正会員」と呼ばれる、ＮＰＯ法に定める「社員（NPO法人の構成員）」であり、 

もう１つはNPO法人が定める「社員以外の会員」、一般的には「賛助会員」と呼ばれるNPO法人のサポ

ーターです。 

 最後に、NPO法人によっては「社員以外の会員」として、サービスを円滑に提供するために、サービス

の利用者を会員として定めているところもあります。 （Ｐ６参照） 

Ｑ１４ 

ＮＰＯ法人（特定非営利活動法人）の会員に対して、入会金や会費は必ず徴収する必要がありますか。また

金額に制限はありますか。

会員に対する入会金や会費は、必ず徴収しなければならないというものではありませんが、徴収する場合

には、ＮＰＯ法人（特定非営利活動法人）の運営という観点から、重要な収入源のひとつとしてその金額を

決定することとなります。なお、徴収する会費が高額な場合（所轄庁が社会通念にしたがって個別に判断）

は、会員の種別によってその額に制限がありますので、ご注意ください。 （Ｐ６参照） 

会員種別の例 注意点 

正会員 ＮＰＯ法（特定非営利活動促進法）に定め
るＮＰＯ法人の構成員であり、総会におい
て議決権を有する、自然人や団体（法人
含む。）のこと。 

正会員（社員）の入退会に不当な条件をつけるこ
とはできません した って、入 金や会 が高額であ
り、このことが正会員（社員）の加入の自由に対す
る不当な制限とみなされる場合は、認証されませ
ん。 

賛助会員 ＮＰＯ法に定める社員以外の会員であり、
法人のサポーターのこと。 

ＮＰＯ法人のサポーターですので、入会金や会費
の金額に制限はありません。 

サービス 
利用会員 

サービスを円滑に提供するために、利用
者を会員として る例がある。 

ＮＰＯ法人は、不特定多数のものの利益を図るこ
とを目的としている法人であることから、サー ス利
用会員の入会金や会費が高額であり、サービス
の提供相手 限定 れてしま 場合は、認証されませ
ん。 

Ｑ１５ 

ＮＰＯ法人（特定非営利活動法人）の入会金及び会費は、出資金にあたるのですか。 

入会金及び会費は、出資金ではありません。寄付金的な性格を有するお金と考えられています。 

また、NPO法人が会員等から出資金を集めることは、利益の分配を予定する等として認められません。 

Ｑ１６ 

役員（理事及び監事）がＮＰＯ法人（特定非営利活動法人）の社員になることは可能ですか。 

また法人・団体が、社員になることは可能ですか。 

いずれも問題はありません。 

なお、理事は社員のほか、職員を兼ねることができます。ただし、監事は社員を兼ねられますが、職員を兼

ねることはできません。 また、理事と監事は兼ねることができません。（Ｐ6、Ｐ7、9、10参照） 



FAQ- 5 

Ｑ１７ 

公務員・外国人・未成年者は、ＮＰＯ法人（特定非営利活動法人）の役員や社員になることができますか。 

公務員については、NPO法（特定非営利活動促進法）上の制限はありませんが、地方公務員法などに関

連する規定がありますので、勤務先の担当者にご確認ください。 

外国人や未成年でも役員や社員になることは可能ですが、住所や居住を証する書面等、必要な書類を提出

する必要があります。 

特に、未成年者など法律行為能力が制限されている者については、法定代理人の同意等が必要です。 

Ｑ１８ 

親族だけでＮＰＯ法人（特定非営利活動法人）の役員や社員を構成することは可能ですか。 

ＮＰＯ法人（特定非営利活動法人）の私物化を避ける為に、親族が役員に就任することに関する制限規定

があります。具体的には、次のとおりです。 

・役員総数が６人以上の場合は、役員１人について、その親族（配偶者及び三親等以内の親族）の１人までは役員に 

なることができます。 

・役員総数が５人以下の場合は、１人も親族（配偶者及び三親等以内の親族）は役員になることはできません。 

なお、社員についての制限はありません。 （Ｐ6、Ｐ7参照） 

Ｑ１９ 

ＮＰＯ法人（特定非営利活動法人）で役員に支払う報酬と事務局職員に支払う給料は違うのですか。また、

支払う金額に制限はありますか。 

報酬とは、役員としての活動に対して支払われるお金のことです。もっぱらその人の地位に着目して支払

われるものです。例えば、月に１度の理事会に出席し、その対価として報酬を受ける場合などです。 

 給料とは、事務局職員としての労働の対価のことです。役員であっても、職員として給与を得ている場合、

当該給与は役員報酬には該当しません。また、会議に出席するための交通費などは、費用の弁償であり、こ

ちらも役員報酬には当たりません。 

 職員の給料は、正当な労働の対価として支払われますが、あまりにも非常識な高給を支払えば、利益の分

配と見られる可能性があります。このことは、役員の報酬についても言えることです。 （Ｐ7参照） 

Ｑ２０ 

将来、ＮＰＯ法人（特定非営利活動法人）を株式会社や社団法人などに組織変更することはできますか？ 

ＮＰＯ法人（特定非営利活動法人）から株式会社や一般社団法人・一般財団法人などに組織変更すること

はできません。また、株式会社、一般社団法人・一般財団法人、社会福祉法人などとの合併も認められてい

ません。合併ができるのは、ＮＰＯ法人同士に限られています。 （Ｐ11参照） 

Ｑ２１ 

NPO法人（特定非営利活動法人）の設立認証等の事務を行う市町村があると聞いたのですが。 

大阪府においては大阪版地方分権推進制度に基づき、市町村への権限移譲を進めています。大阪府から事

務処理の権限を移譲した市町村のみに事務所を設置する団体は、各市町村長に設立認証の申請等を行うこと

になります。東大阪市もその一つです。事務処理の権限を移譲した市町村については２ページを参照してく

ださい。 

ただし、認定等に関する事務は、大阪府が行っています。（政令指定都市である大阪市又は堺市内にのみ

事務所を設置している法人の場合は、それぞれ大阪市又は堺市が実施。） 

Ｑ２２ 

社員を「○○町△△丁目、○○町□□地域在住者に限る」とすることは、「不当な条件」に当たりますか。 

社員の資格を特定の地域の住民に限る場合でも、その制限が事業内容等との関連から見て合理的なもので

あれば「不当な条件」に当たらない場合もあると考えられます。どのような制限であれば不当な条件となら



FAQ- 6 

ないかについては、一律に決まるものではなく、地域の限定の仕方と事業内容との相関関係で判断すること

になりますが、例えば△△丁目の住民以外の者が社員として加入することを一切拒否するのであれば、不当

な条件とならざるを得ないでしょう。 

なお、社員の資格の問題とは別に、その団体の主たる目的たる活動である「特定非営利活動」は、「不特

定かつ多数のものの利益の増進に寄与する」ことでなければならないので、誰でもが会員になれないような

条件を付した会員の互助的な活動は「特定非営利活動」に当たらないことに留意する必要があります。 

Ｑ２３ 

政令指定都市である大阪市の区域内にのみ事務所を置いており、府内全域で活動を行っていますが、この場

合、所轄庁はどこになりますか。 

法第９条の規定により、所轄庁は一つの政令市の区域内のみに事務所が所在する法人については、当該政

令指定都市の長となりますので、この場合は大阪市となります。 

なお、ＮＰＯ法人の活動の場所は所轄庁の決定の要件とはなりません。 

Ｑ２４ 

海外に事務所を置いて活動を行っていますが、この場合、設立認証の所轄庁はどこになりますか。 

法第９条の規定により、所轄庁は一つの政令指定市の区域内のみに事務所が所在する法人については当該

政令指定都市の長、それ以外の法人については主たる事務所が所在する都道府県の知事になります。 

海外に事務所を置いている団体についても、日本国内の事務所の所在で所轄庁を決めることになりますの

で、主たる事務所の所在地で判断することとなります。 

Ｑ２５ 

申請後、補正が認められる事項としてはどのようなものがありますか。 

法第１０条第３項の規定により、申請者からは「都道府県又は指定都市の条例で定める軽微なものである

場合に限り」補正することができます。軽微な不備とは、客観的に明白な誤記、誤字又は脱字など、内容の

同一性に影響を与えない範囲のものをさします。 

Ｑ２６ 

設立の登記はいつまでに行わなければならないのですか。登記を行わなかった場合はどうなりますか。 

組合等登記令第２条第１項の規定により、設立の認証の通知があった日から２週間以内に主たる事務所の

所在地で登記を行うこととなります。法第13条第３項の規定により、設立の認証があった日から６か月を

経過しても登記をしないときには、所轄庁（事務処理権限を移譲されている市町村を含む。）により設立の

認証を取り消されることがあります。 

Ｑ２７ 

どのような事項を登記するのですか。 

登記する事項は次のとおりです（組登令２②）。 

① 目的及び業務 

② 名称 

③ 事務所の所在場所 

④ 代表権を有する者の氏名、住所及び資格 

⑤ 存続期間又は解散の事由を定めたときは、その期間又は事由 

⑥ 代表権の範囲又は制限に関する定めがあるときは、その定め 

Ｑ2８ 

代表権を有していない理事についても登記をする必要はありますか。 

改正組合等登記令の施行後は、理事であっても代表権を有しない者については、登記を行う必要はありま

せん。ただし、既に代表権を持つ役員について、当該役員の代表権を完全に制限する旨の定款変更を行った

場合は、代表権を完全に喪失した者として、当該役員の氏名及び住所を登記しなければなりません。 
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Ｑ２９ 

「代表権を有する者」とは、理事全員のことですか。それとも、理事長等理事の代表者のことですか。 

NPO法人の理事は、法律上は、それぞれ単独で法人を代表する権限を有することが原則とされています

ので、法人が定款において代表権を制限していない場合には、理事全員が組合等登記令第2条第２項第4

号における「代表権を有する者」に当たります。したがって、理事全員について登記する必要があり、理事

長のみを登記することでは足りません。 

なお、組合等登記令の「代表権を有する者」は、特定非営利活動促進法にいう「理事」のほかに、法第

17条の３の「仮理事」、法第31条の５の「清算人」、民事保全法（平成元年法律第91号）第56条の「そ

の職務を代行する者」も含まれます。 

また、法人が定款において代表権の制限を行っていて理事長のみが代表権を有する場合には、当該理事長

たる理事のみを「理事」として登記することとなります。 

Ｑ３０

設立の登記の後に行うべきことはありますか。 

設立の登記によって法人として成立したことになりますが、これだけで設立の手続は終わりではありませ

ん。まず、登記をしたことを証する登記事項証明書（原本及びコピー）及び設立当初の財産目録等を添えて、

東大阪市長に届け出る必要があります。

また、NPO法人は、設立の登記をした後２週間以内に、従たる事務所の所在地においても、登記をしな
ければなりません。従たる事務所が複数ある場合は、そのすべての事務所の所在地で登記する必要がありま

す。 

Ｑ３１

NPO法人を設立した直後には、どのような書類を法人の事務所で閲覧させればよいのですか。 

NPO法人が設立された直後で、事業報告書等が作成されるまでの間には、次の書類を利害関係人に対して

閲覧させることになります（法28③）。 

① 設立当初及び翌事業年度の事業計画書 

② 設立当初及び翌事業年度の活動予算書 

③ 設立当初の財産目録 

④ 役員名簿 

⑤ 定款 

⑥ 認証に関する書類の写し 

⑦ 登記に関する書類の写し 

Ｑ３２

どのような活動が20の分野に該当しますか。また、逆にどのような活動が該当しませんか。 

法律の別表には、20の活動分野が列挙され、それらの活動に該当しないと特定非営利活動とはみなされ

ません。その意味で、20の活動分野は限定的に列挙されています。 

これらの20の活動の一つ一つの意味（定義）は、法律には書かれていませんので、その言葉を解釈する

ためには、他の法令における使用例等を参考にしつつ、社会通念つまり常識に従って判断することになりま

す。 

一方、活動分野については、「多様な特定非営利活動を含むように広く運用すること」が立法当時の衆議

院内閣委員会で決議されていますので、社会通念の許す範囲でできるだけ柔軟な解釈をとることが求められ

ているといえるでしょう。 

したがって、どのような活動が20の活動に含まれ、また、逆に含まれないのかについては、それぞれの

所轄庁が、他の法令における使用例、社会通念等に従いながら幅広く判断することとなります。 
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ＦＡＱ（よくあるお問合せ）ＮＰＯ法人運営編 

Ｑ１ 

ＮＰＯ法人（特定非営利活動法人）の定款変更認証申請書・事業報告書等各種届出は、郵送でもできますか。 

郵送の場合は次のあて先までお送りください。 

〒577-8521 東大阪市荒本北1丁目1番1号 

東大阪市役所 市民生活部 地域活動支援室 

ただし定款変更に関しては、申請前の事前相談を行っておりますのでご利用ください。定款変更の決議を行

う総会を開く前に、アポイントをとっていただきますようお願いします。  

大阪府では、大阪版地方分権推進制度に基づき、市町村への権限移譲を進めています。大阪府から事務処

理の権限を移譲した市町村のみに事務所を設置する団体は、各市町村長に申請等を行うことになります。事

務処理の権限を移譲した市町村については１～２ページを参照してください。 

Ｑ２ 

ＮＰＯ法人（特定非営利活動法人）の定款変更認証申請書や各種届出書の収受証明書の発行はできますか。 

収受証明書は発行していませんが、申請書や届出書の控えが必要な場合は、コピーを持参いただければ、

窓口で申請書のコピーに受付印を押してお渡しします。 

 郵送で書類を提出される場合は、84円切手を貼付した返信用封筒（あて先を記載したもの）、コピーを

入れていただきましたら、受付印を押して返送いたします。 

なお、上記の受付印は、書類をお預かりした際に押印するものです。必ずしも受理日ではないのでご注意

下さい。提出して頂いた書類の形式審査等を行なった後、東大阪市で書類を受理（この日から１か月間府民

の縦覧に供します。）します。 

Ｑ３ 

定款変更認証申請をした場合、認証までどのくらいの期間がかかりますか。 

原則として申請書の受理後３か月以内に、認証又は不認証の決定が行われます。 （Ｐ92参照） 

Ｑ４ 

ＮＰＯ法人（特定非営利活動法人）の届出書等に使う印鑑は、法人として登記しているものか、個人印か、

どちらを使えば良いですか。 

法人として登記をしている印鑑を使ってください。 

Ｑ５ 

ＮＰＯ法人（特定非営利活動法人）の定款変更で、法務局にも登記の変更手続きが必要なものを教えてくだ

さい。 

「名称」、「事務所」、「目的」、「活動の種類」、「事業の種類」に変更があった場合は、法務局にも登記の変

更手続きが必要です。また、「解散の事由を定めたとき」に、その事由に変更があった場合も同様です。 

 なお、上記以外に「代表権を有する者の氏名及び住所」及び「資産の総額」「代表権の範囲又は制限に関

する定め」についても登記事項とされています。「代表権を有する者の氏名及び住所」については、同じ人

が引き続き代表権を有する理事に再任した場合であっても変更があったものと取り扱われ、変更の登記はも

ちろん東大阪市への届出も必要なことから、少なくとも2年に1度は登記の変更と東大阪市への届出を行

うことが必要です。（Ｐ49、Ｐ86、Ｐ93ほか参照） 
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Ｑ６ 

代表権を有していない理事についても登記をする必要はありますか。 

理事であっても代表権を有しない者については、登記を行う必要はありません。ただし、既に代表権を持

つ役員について、当該役員の代表権を完全に制限する旨の定款変更を行った場合は、代表権を完全に喪失し

た者として、当該役員の氏名及び住所を登記しなければなりません。 

Ｑ７ 

「代表権を有する者」とは、理事全員のことですか。それとも、理事長等理事の代表者のことですか。 

NPO法人の理事は、法律上は、それぞれ単独で法人を代表する権限を有することが原則とされています

ので、法人が定款において代表権を制限していない場合には、理事全員が組合等登記令第2条第２項第4

号における「代表権を有する者」に当たります。したがって、理事全員について登記する必要があり、理事

長のみを登記することでは足りません。なお、組合等登記令の「代表権を有する者」は、特定非営利活動促

進法にいう「理事」のほかに、法第17条の３の「仮理事」、法第31条の５の「清算人」、民事保全法（平

成元年法律第91号）第56条の「その職務を代行する者」も含まれます。 

また、法人が定款において代表権の制限を行っていて理事長のみが代表権を有する場合には、当該理事長

たる理事のみを「理事」として登記することとなります。 

Ｑ８ 

事業報告書等を期限内に提出することができません。どうすれば良いですか。 

大阪府の条例で毎事業年度開始後3か月以内と定められていますので、期限内に提出してください。 

（Ｐ５７～参照） 

Ｑ９ 

「登記事項証明書」はどのようなときに提出する必要がありますか。 

登記事項証明書については、定款の変更に伴い、登記事項に変更のあった場合、遅滞なく原本及びコピー

を提出してください。（従来は、事業報告書提出時でしたが、法改正後は登記変更後遅滞なく提出すること

になりましたので、注意してください。） 

登記に変更があっても、定款に変更がなければ、この書類の提出は不要です。例えば、役員の変更は、登

記の変更が必要ですが、定款は変更されないため、こちらの書類の提出は不要です。ただし、東大阪市への

役員変更等届出書の提出が必要です。 （Ｐ54、Ｐ110参照） 

Ｑ１０ 

ＮＰＯ法人（特定非営利活動法人）で、役員が再任の場合、理事から監事になった場合及び理事長を変更し

た場合は、役員変更等届出書の提出は必要でしょうか。 

役員等の新任（欠員補充、増員）、再任（継続の場合も再任にあたります）、任期満了、死亡、辞任、解任、

住所変更、改姓及び改名があった場合、また、理事から監事に変更（逆の場合も同じ）となった場合は、東

大阪市長あてに「役員変更等届出書」及び「変更後の役員名簿」(2部)を提出しなければなりません（新任

（理事から監事（逆の場合も同じ）を含む。の場合は、就任承諾書及び住民票等の提出も必要）。ただし、

理事の身分は有したままでその職責が代わった場合（役員のなかで理事長と副理事長が交替したケースな

ど）は、「役員変更等届出書」の提出は不要です。また、代表権を有する理事については、同時に法務局へ

登記の変更手続も必要となります。 （Ｐ86参照） 
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Ｑ１１ 

ＮＰＯ法人（特定非営利活動法人）の役員を変更した場合の届出は、東大阪市と法務局のどちらへ先に届け

るべきですか。 

どちらが先でもかまいませんが、役員の変更を行った後、遅滞なく東大阪市長と法務局に届出てください。

（Ｐ86参照） 

Ｑ１２ 

ＮＰＯ法人（特定非営利活動法人）の役員や入会金・会費が変更になった場合、定款の附則の変更をする必

要はありますか。 

定款には「本則（いわゆる定款本文）」と「附則」があり、「附則」には「本則」を補足するため、設立当

初の措置が定められます。したがって、役員の氏名や入会金・会費の額が附則にだけ定められている場合、

附則の変更は不要です。逆に、会費の額等が本則に定められている場合は、定款変更が必要となり、東大阪

市長の認証を受ける必要があります。  

Ｑ１３ 

ＮＰＯ法人（特定非営利活動法人）で役員が新たに就任した場合、役員変更等届出書の添付書類「役員の住

所又は居所を称する書面」は、何を提出すれば良いですか。 

住民票または登録原票記載事項証明書（いずれも本籍地や世帯主、続柄の記載は不要です。）及び「変更

後の役員名簿」を提出してください。いずれも発行日から6か月以内のものが必要です。 

 また、家族全員の記載があるものでも、本人の了承があれば提出していただけます。 

 なお、印鑑証明や、電子申請による住民票記載事項証明書は書類として認められませんので、必ず住民票

または登録原票記載事項証明書を提出してください。 （Ｐ90参照） 

Ｑ１４ 

ＮＰＯ法人（特定非営利活動法人）の事務所の所在地を変更した場合の届出は、東大阪市と法務局のどちら

へ先に届けるべきですか。 

どちらが先でもかまいませんが、定款に定める手続きに従って、定款の変更を行った後、遅滞なく東大阪

市長と法務局に届出てください。また、定款の本則に（第２条に記載されている場合がほとんどです）事務

所の所在地を市区町村名までしか記載していない法人は、定款を変更するわけではありませんので、登記は

必要ですが、東大阪市長への届出は不要です。 

ただし、東大阪市から連絡をすることもありますので、東大阪市まで変更後の所在地と電話番号をお知ら

せくださるようお願いします。 （Ｐ108参照） 

Ｑ１５ 

ＮＰＯ法人（特定非営利活動法人）の主たる事務所の住所表示が変更になった場合、定款変更届出書を提出

する必要はありますか。 

住所表示が変更になった場合でも、定款変更届出書を提出する必要があります。 

Ｑ１６ 

他府県へＮＰＯ法人（特定非営利活動法人）の主たる事務所を移転したいのですが、どちらの窓口で手続き

が必要となりますか。 

所轄庁は当該移転する都道府県の知事又は政令指定市に変更になります。移転を希望する都道府県又は政

令指定市に必要な書類についてお問合せいただき、必要書類を窓口となる東大阪市へ提出してください。 

２つ以上の都道府県に事務所を設置している法人については、主たる事務所がある都道府県の知事が所轄

庁となります。 （Ｐ91、Ｐ92、Ｐ108参照） 

なお、大阪府内における事務所の変更があった場合も、大阪市又は堺市のみに事務所を有する場合などは、

所轄庁の変更となり、定款変更認証が必要となります。 
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Ｑ１７ 

今度、府外でもＮＰＯ法人（特定非営利活動法人）活動を展開するのですが、所轄庁変更の手続きは必要で

すか。 

活動場所を府外にも展開するだけであれば、特段の手続きは必要ありません。ただし、活動場所の拡大に

伴って事務所を大阪府外にも新設する場合、所轄庁は主たる事務所がある都道府県の知事にとなり、主たる

事務所がある都道府県の知事に対する定款変更認証の申請が必要です。必要な書類について主たる事務所が

ある都道府県の知事へお問合せのうえ、窓口となる東大阪市へ提出してください。 （Ｐ91、92参照） 

Ｑ１８ 

ＮＰＯ法人（特定非営利活動法人）の定款の誤字・脱字の修正であっても定款変更認証申請が必要ですか。 

誤字・脱字であっても、目的や名称などの定款変更の認証が必要な事項を変更する場合は、定款変更認証

の申請が必要です。 （Ｐ91、92参照） 

Ｑ１９ 

他府県から東大阪市へＮＰＯ法人（特定非営利活動法人）の事務所を移転したいのですが、どちらの窓口で

手続きが必要となりますか。 

所轄庁は大阪府、事務窓口は東大阪市に変更となります。東大阪市に必要な書類についてお問合せいただ

き、必要書類を移転前の都道府県へ提出してください。なお、２つ以上の都道府県に事務所を設置している

団体については、主たる事務所がある都道府県の知事が所轄庁となります。（Ｐ91、92、Ｐ107参照） 

Ｑ２０ 

現在、ＮＰＯ法人（特定非営利活動法人）の事務所を２つ以上の都道府県に設置しており、東大阪市以外の

他都道府県の事務所を閉鎖するのですが、どちらの窓口で手続きが必要となりますか。 

変更後の所轄庁は大阪府、事務窓口は東大阪市に変更となります。東大阪市に必要な書類についてお問合

せいただき、必要書類を現在の所轄庁に提出してください。（Ｐ91、92、Ｐ107参照） 

Ｑ２１ 

NPO法人（特定非営利活動法人）の定款変更認証等の事務を行う市町村があると聞いたのですが。 

大阪府では、大阪版地方分権推進制度に基づき、市町村への権限移譲を進めています。大阪府から事務処

理の権限を移譲した市町村では、当該市町村のみに事務所を設置する団体は、各市町村長に定款変更認証の

申請等を行うことになります。東大阪市もその一つです。事務処理の権限を移譲した市町村については２ペ

ージをご参照ください。 

Ｑ２２ 

社員がかなりの人数（1,000人以上）いる場合も定款変更等について総会で決めなければならないのです

か。また、このような場合に、毎年1回の総会の開催を省略することはできないのですか。 

この法律では、定款変更、解散及び合併については、総会で決議することが必要とされていますので、社

員の数がいかに多くとも、これらの事項の決定を理事会等に委任することはできません。 

また、NPO法人は、毎年1回必ず通常総会を開催することが義務付けられていますので、総会の開催を

省略することもできません。しかし、総会の議決の方法としては、書面による方法や代理人による方法、さ

らには書面による表決に代えて電磁的方法も認められていますので、社員数の多い法人の場合は、これらの

方法を活用して円滑な運営を行うことが期待されます。  

また、総会の定足数は定款で自由に定めることができますので、その団体の運営に適した定足数を定める

方法もあります。 

Ｑ２３ 

「その他の事業」により赤字が生じた場合はどうなるのですか。 

法第５条第1項において、その他の事業は、特定非営利活動に係る事業に支障がない範囲で行うことが

できると規定されています。それゆえ、必ずしもその他の事業の開始の初年度から黒字が見込めるとは限り
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ませんが、２事業年度継続して多額の赤字が生じるようなことのないように、ご留意願います。 

Ｑ２４ 

その他の事業から生じた利益は、すべて特定非営利活動に係る事業に繰り入れなければならないのですか。 

法第５条第1項で、その他の事業において利益を生じたときは、特定非営利活動に係る事業のために使

用しなければならないと規定されていることから、その利益は特定非営利活動に係る事業に繰り入れなけれ

ばなりません。 

Ｑ２５ 

今回の法改正により「収支計算書」が「活動計算書」に改められましたが、どのように内容が変わったので

すか。 

収支計算書は、NPO法人の会計方針で定められた資金の範囲に含まれる部分の動きを表すものです。こ

れとは異なり、活動計算書はNPO法人の当期の正味財産の増減原因を示すものであることから、法人の財

務的生存力を把握する上で重要な書類の一つであるといえます。当期の正味財産の動きを表す活動計算書に

おいては、収支計算書における資金の範囲という概念は不要となり、貸借対照表との整合性を簡単に確認す

ることができます。 

また、固定資産の取得時において、収支計算書にはその購入時の支出額を計上しますが、活動計算書には

支出額ではなく、取得した資産の減価償却費を計上する等の相違点も挙げられます。 

Ｑ２６ 

旧法の「収支計算書」の提出は認められるのですか。 

改正法の附則第６条第２項では、当分の間、活動予算書、活動計算書に代えて従来の収支予算書、収支計

算書を作成、提出することを認めています。このため、当分の間は、従来のNPO法人の会計処理によって、

収支予算書、収支計算書の提出が認められます。しかし、法の趣旨に鑑み、できる限り速やかに活動計算書

（予算書）に移行することを検討願います。 

Ｑ２７

事業計画書及び活動予算書は毎年作成しなければならないのですか。法人として成立後も所轄庁に提出した

り、閲覧させたりすることがあるのですか。

事業計画書及び活動予算書については、法人の設立申請時及び定款変更時に所轄庁へ提出する必要があり

ますが、毎年所轄庁に提出したり、閲覧させたりする義務はありません。

しかし、NPO法人自身が当該事業年度の正味財産の増減原因等を事前に把握し、適切に法人運営を行う
に当たって実務上有用な書類であるといえるため、経常的に作成することを妨げるものではありません。

Ｑ２８

定款変更に際して、所轄庁の認証が不要となるのはどんな場合ですか。

定款を変更するためには、所轄庁の認証を受けなければなりませんが、次のような事項については、社員

総会での議決後、所轄庁にその内容を届け出るだけでよく、所轄庁の認証は必要ありません（法 25③）。
① 所轄庁の変更を伴わない事務所の所在地の変更（Ｐ91、92、Ｐ107参照）

② 役員の定数に関する事項

③ 資産に関する事項

④ 会計に関する事項

⑤ 事業年度

⑥ 残余財産の帰属すべき者に係るものを除く解散に関する事項

⑦ 公告の方法に関する事項

これらの届出だけで変更できる事項に関しては定款の変更を決定した時点で効力が発生します。

ただし、登記事項に該当する事項（具体的には事務所の所在地の変更）については、登記の変更をしなく
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てはなりませんので、注意が必要です。

Ｑ２９

役員を変更する場合どのような手続が必要ですか。

役員は、氏名又は住所若しくは居所に変更があった場合などは、所轄庁に届出をする義務がありますが、

ここで、役員の「変更」としては、次のような場合が考えられます。

① 再任

② 任期満了

③ 死亡

④ 辞任

⑤ 解任

⑥ 氏名、住所又は居所の変更 (「人」としての同一性が保たれている場合です。新任は⑦ですのでここに
は含まれません。) 

⑦ 新任

このうち、①の再任、⑤の解任及び⑦の新任については、総会における議決など定款に定められた手続に

従って決定される必要がありますが、それ以外の変更については、総会での決議などは必要ありません。こ

れらの「変更」があった場合は、NPO法人はその旨を所轄庁に届け出ることになります。
また、これらの場合のうち、⑦の新任の場合には、その届出書に、就任承諾書、住所又は居所を証する書

面として大阪府条例で定める書面（法 10①二ロ）と役員の宣誓書(法 10①二ハ)を添付することが必要です(法
23)。
なお、代表権を有する理事の氏名、住所、資格は登記事項ですので、これらに変更があった場合は、変更

の登記をしなくてはなりません（組等令３）。

Ｑ３０

事業報告書、活動計算書、貸借対照表及び財産目録は、決算期に作成されるので、設立当初は備え置く必要

がないと考えてよいのですか。

事業報告書、活動計算書及び貸借対照表は、設立後最初の決算が行われるまでは作成されませんので、備

え置く必要はありません。

しかし、財産目録については、設立の時に作成して備え置くことが義務付けられています（法14）。
Ｑ３１

定款等については、事務所に備え置く必要はないのですか。

定款並びに認証及び登記に関する書類の写しについては、法第 28条第２項の規定により、すべての事務
所に備え置くことが義務付けられています。

Ｑ3２ 

NPO法人を設立した直後には、どのような書類を法人の事務所で閲覧させればよいのですか。 

NPO法人が設立された直後で、事業報告書等が作成されるまでの間には、次の書類を利害関係人に対し

て閲覧させることになります（法28③）。 

① 設立当初及び翌事業年度の事業計画書 

② 設立当初及び翌事業年度の活動予算書 

③ 設立当初の財産目録 

④ 役員名簿 

⑤ 定款 

⑥ 認証に関する書類の写し 

⑦ 登記に関する書類の写し 
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Ｑ3３ 

法人の事務所における閲覧について、各書類に関していつまでの期間のものを閲覧させればよいのですか。 

法第28条第３項の規定に基づき、その時点において「事業報告書等」「役員名簿」「定款等」として有効

なもの、すなわち最新のものを閲覧させることとなります。 

Ｑ3４ 

閲覧は、すべての事務所で行わなければならないのですか。 

法第28条第１項、第２項の規定により、すべての事務所において事業報告書等の備置きが義務付けられ

たことから、閲覧の請求があった場合には、法第28条第３項の規定によりすべての事務所で閲覧の義務が

発生します。 

Ｑ3５ 

法人の事務所で閲覧できる書類と、所轄庁で閲覧、謄写できる書類は異なることがありますか。 

NPO法人の事務所で閲覧できる書類と所轄庁で閲覧、謄写できる書類は、基本的には同じです。 

ただし、所轄庁で閲覧、謄写できる書類は、所轄庁が「NPO法人から提出を受けた」事業報告書等、役

員名簿（法30）ですので、これらの書類が作成後所轄庁へ提出されるまでの間については、事務所でのみ

閲覧が可能になります。 

なお、所轄庁に対する閲覧、謄写請求の場合は誰でも閲覧、謄写が可能ですが、法人が事務所において閲

覧をさせる義務を有するのは、社員、その他の利害関係人に限られます。 

Ｑ３６

合併の認証申請の際にはどのような書類を所轄庁に提出する必要がありますか。

 新設合併に際して、所轄庁に提出する書類は次のとおりです。

① 合併認証申請書

② 社員総会の議事録の謄本

③ 定款

④ 役員名簿（役員の氏名及び住所又は居所並びに各役員についての報酬の有無を記載した名簿）

⑤ 役員の就任商談及び誓約書の謄本

⑥ 各役員の住所又は居所を証する書面

⑦ 社員のうち 10人以上の者の氏名及び住所又は居所を記載した書面
⑧ 宗教活動・政治活動の制限等（法第2条第 2項第 2号）及び暴力団の統制下にないこと等（法第 12条
第 1項第3号）に該当する旨の確認書

⑨ 合併趣旨書

⑩ 合併当初の財産目録

⑪ 合併の初年（度）及び翌年（度）の事業計画書

⑫ 合併の初年（度）及び翌年（度）の活動予算書

Ｑ３７

法第 35条第1項の規定により作成する財産目録は、合併前の各法人が作成するのですか。また、どちらの
事務所に備え置くのですか。その財産目録は、申請時に提出する財産目録と異なるものですか。

財産目録は、合併後存続するNPO法人及び合併によって消滅するNPO法人（合併によってNPO法人
を設立する場合にあっては、合併によって消滅する各NPO法人）が作成することが必要です。これは、債
権者の保護のためには、合併前の各法人の資産の状況を明確にしておくことが必要だからです。

また、作成された財産目録については、合併するそれぞれの法人の事務所に備え置くこととなります。

一方、合併の申請時に提出する財産目録は、合併後の法人の合併当初の財産目録ですので、法第３５条に

より作成される財産目録とは、別のものです。
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Ｑ３８

合併の登記は、いつまでに行う必要がありますか。また、登記を行わなかった場合はどうなりますか。

組合等登記令第２条第１項の規定により、設立の認証の通知があった日から２週間以内に主たる事務所の

所在地で登記を行うこととなります。従たる事務所がある場合には、組合等登記令第 11条第１項第１号の
規定により、設立の登記をした後２週間以内に、登記をしなければなりません。従たる事務所が複数ある場

合には、そのすべての事務所の所在地で登記する必要があります。

また、登記を行わなかった場合には、法第３９条第２項において準用する法第１３条第３項の規定により、

所轄庁から設立の認証を取り消される場合があります。

Ｑ３９

合併の際の公告はインターネットによる方法が認められますか。

電子公告制度の導入のための商法等の一部を改正する法律（平成１６年法律第８７号）が平成１７年２月

１日から施行され，これまで官報か時事に関する日刊新聞紙に限定されていた公告方法に加え，インターネ

ットを利用して公告を行うことが可能となりました。このため、電子公告の方法をもって公告を行う旨を定

款に定めておけば、インターネットのみによる公告も認められます。

なお、公告方法が電子公告である場合には、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告が

できない場合の公告方法（官報または日刊新聞紙のいずれか）を定款に定めることができます（会社法第

939③）。
Ｑ４０ 

団体の代表者の職名は「理事長」と称さなければならないのですか。 

それぞれの理事は、対外的には法人を代表しますが、定款で他の理事の代表権を制限し、特定の理事を代

表者とすることができます(法第16条)。 

その場合、NPO法人の代表者の職名は必ずしも「理事長」である必要はなく、「代表理事」など他の名

称を用いることも可能です。いずれの名前を用いる場合でも、その者に団体を代表する権限を与え、他の理

事の権限を制限する場合には、定款にその旨を明記することが必要です。また、登記においても、代表者だ

けを登記することとなります。 

Ｑ４１ 

定款によって代表権の制限をしたいのですが、定款上には、どのような定めを置けばよいのですか。 

「理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する」などの定めが考えられます。また、誤解等を避ける

ため、「理事長以外の理事は、法人の業務についてこの法人を代表しない」という規定を置くことが望まし

いと考えらます。 

Ｑ４２ 

代表権のない理事が、法人の名で行った行為については、法人は責任を負う必要があるのですか。 

すべての理事は、それぞれ法人を代表する権限を有しており、旧法においては、その権限を定款で制限し

ても、その制限は、代表権の制限を知らなかった第三者には主張（対抗）できませんでした(旧法16②)。 

しかし、平成24年１月施行の改正法において組合等登記令（昭和39年政令第29号）の一部改正を行

い、「代表権の範囲又は制限に関する定めがあるときは、その定め」を登記すべき事項と定めた（附則第２

条）ことにより、第三者に主張できることとなりました。 

したがって、ある理事が代表権の制限に反した行為をした場合には、法人は原則として、その責任を負う

必要はありません。 

Ｑ４３ 

代表権を有していない理事についても登記をする必要はありますか。 

改正組合等登記令の施行後は、理事であっても代表権を有しない者については、登記を行う必要はありま
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せん。ただし、既に代表権を持つ役員について、当該役員の代表権を完全に制限する旨の定款変更を行った

場合は、代表権を完全に喪失した者として、当該役員の氏名及び住所を登記しなければなりません。 

なお、改正NPO法施行前から、理事の代表権を制限している法人について、改正NPO法施行後６か月

以内（平成24年10月1日（月）まで）に理事の抹消登記を行う必要があります。

Ｑ４４ 

「代表権を有する者」とは、理事全員のことですか。それとも、理事長等理事の代表者のことですか。 

NPO法人の理事は、法律上は、それぞれ単独で法人を代表する権限を有することが原則とされています

ので、法人が定款において代表権を制限していない場合には、理事全員が組合等登記令第2条第２項第4

号における「代表権を有する者」に当たります。したがって、理事全員について登記する必要があり、理事

長のみを登記することでは足りません。なお、組合等登記令の「代表権を有する者」は、特定非営利活動促

進法にいう「理事」のほかに、法第17条の３の「仮理事」、法第31条の５の「清算人」、民事保全法（平

成元年法律第91号）第56条の「その職務を代行する者」も含まれます。また、法人が定款において代表

権の制限を行っていて理事長のみが代表権を有する場合には、当該理事長たる理事のみを「理事」として登

記することとなります。 

Ｑ４５ 

特別代理人、仮理事を選任しなければいけない場合はどのような時ですか。 

法人と理事個人との利益相反行為については、当該理事は代表権を有さないため、所轄庁は、利害関係人

の請求又は職権により特別代理人を選任することになります。 

定款で定められている任期が終了し、後任の役員が選任されていない場合、民法第654条の規定により、

急迫な事情があるときや、後任の役員が選任されるまでの間、前任者は必要な職務を行わなければならない

ため、仮理事の選任は必ずしも必要ではありません。 

しかし、前任者が何らかの原因により職務を継続できない事情が生じて、法人に損害が発生することが避

けられないような場合等、所轄庁は利害関係人の請求又は職権により仮理事を選任することになります。 

Ｑ４６ 

貸借対照表の公告はいつから必要ですか。 

貸借対照表の公告に係る規定（法第28条の２）は、平成30年10月１日に施行されました。よって、NPO 

法人は平成30年10月１日以後に作成する貸借対照表について公告する必要があります。 

ただし、経過措置として、平成30年10月１日より前に作成した貸借対照表で直近の事業年度のもの（「特 

定貸借対照表」といいます。）についても、公告する必要があります。 

貸借対照表の公告は、定款で定めた方法により行ってください。

Ｑ４７ 

貸借対照表の公告方法を定款で定める場合、複数の方法を定めることはできますか。 

公告方法を「Ａ及びＢによる方法とする」と複数の方法を重ねて選択することは可能ですが、「Ａ又はＢ

による方法とする」といったように公告方法を選択的に定めることは認められないと考えられます。 

これは、定款を見た市民や利害関係者がどちらの方法で公告されているか判断できないためです。
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Ｑ４８ 

電子公告の方法として、LINEを使用する方法は含まれますか。 

SNSをはじめインターネットを利用して情報を発信できるサービスが近年増えていますが、提供される

サービスの内容や利用規約等はそれぞれ異なっています。電子公告にあたっては、個々のサービスごとにそ

の内容等を踏まえて電子公告の掲載場所としてふさわしいかどうかを判断してください。 

例えば、あるＮＰＯ法人がLINEのトークに貸借対照表を投稿した場合、他の人がその貸借対照表を閲覧

するには、サービスを利用するために登録行為をしなければなりません。これは、「事前に登録したパスワ

ード等を入力することなしに閲覧できる状態」とは言えませんので、LINEは電子公告の方法としてふさわ

しくないと考えられます。 

Ｑ４９ 

貸借対照表の公告の方法のうち、「主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示」とはどのような場所が

該当しますか。また、マンションや役員の自宅の一室をＮＰＯ法人の主たる事務所としている場合は

どのような場所に掲示すればいいですか。 

法第28条の２第１項第４号には「不特定多数の者が公告すべき内容である情報を認識することができる

状態」とあるので、利害関係者のみならず広く市民が当該NPO法人の主たる事務所において、容易に貸借

対照表にアクセスできる状態にあることが必要と考えられます。例えば、法人の主たる事務所の掲示場や入

口付近に掲示することがふさわしいと考えられます。 

ただし、そのマンションや民家の構造、アクセスの容易性などを踏まえて判断されるものです。
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ＦＡＱ（よくあるお問合せ）認定ＮＰＯ法人編  

Ｑ１ 

認定NPO法人制度とは、どのような制度でしょうか。 

NPO法人のうち、一定の基準等に適合するものとして所轄庁の認定又は特例認定を受けた法人（以下「認定NPO

法人等」といいます。）に対して支出した寄附について、次のような税制上の優遇措置が講じられています。 

① 個人が認定NPO法人等に対し、その認定NPO法人等の行う特定非営利活動に係る事業に関連する寄附（その

寄附をした者に特別の利益が及ぶと認められるものを除きます。）をした場合は、次のいずれかの控除を選択適用で

きます。 

・ その寄附に係る支出金を特定寄附金とみなして、寄附金控除（所得控除）の適用（措法41の18の２①）。 

・ その寄附に係る支出金について、認定NPO法人等寄附金特別控除（税額控除）の適用（措法41の18の２②） 

② 法人が認定NPO法人等に対し、その認定NPO法人等の行う特定非営利活動に係る事業に関連する寄附をした

場合は、一般寄附金の損金算入限度額とは別に損金算入限度額が設けられています。 

認定NPO法人等に対する上記の寄附金の額については、特定公益増進法人に対する一定の寄附の金額と合わせて、

特定公益増進法人に対する寄附金の特別損金算入限度額（以下「特別損金算入限度額」といいます。）の範囲内で損

金算入が認められます。 

なお、これらの合計額が特別損金算入限度額を超える場合には、その超える部分の金額は一般寄附金の額と合わせ

て、一般寄附金の損金算入限度額の範囲内で損金算入が認められます（法人法37④、措法66の11 の２②）。 

③ 相続又は遺贈により財産を取得した者が、その取得した財産を相続税の申告期限までに認定NPO法人（特例認

定NPO法人は対象となりません。）に対し、その認定NPO法人の行う特定非営利活動に係る事業に関連する寄附

をした場合は、その寄附をした者又はその親族等の相続税又は贈与税の負担を不当に減少する結果となる場合を除

き、その寄附をした財産の価額は相続又は遺贈に係る相続税の課税価格の計算の基礎に算入されません（措法70①

⑩）。 

ただし、その寄附を受けた認定NPO法人が、寄附のあった日から２年を経過した日までに認定NPO法人に該当

しないこととなった場合又はその寄附により取得した財産を同日においてなお特定非営利活動に係る事業の用に供

していない場合には、適用されません（措法70②⑩）。 

④ 認定NPO法人（特例認定NPO法人は対象となりません。）の収益事業に属する資産のうちからその収益事業

以外の事業で特定非営利活動に係る事業に該当するもののために支出した金額をその収益事業に係る寄附金の額と

みなすとともに（みなし寄附金）、寄附金の損金算入限度額は、所得金額の50％又は200万円のいずれか多い額

までとなります（法人法37⑤、法令73①、法規22の５、措法66の11の２①）。 

Ｑ２ 

認定等を受けたいと考えていますが、どこに相談すればよいでしょうか。 

認定又は特例認定（以下「認定等」といいます。）の手続が円滑に進められるよう、大阪府では申請前の事前相談

を行っていますので、大阪府（大阪市又は堺市のみに主たる事務所がある場合は大阪市、堺市）にご相談ください。 

事前相談は任意の手続ですが、認定基準等についての理解するため、この事前相談を行うことにより、申請時に必

要な資料作成事務を効率的に行うことができ、また、大阪府における申請後の審査の円滑化・迅速化の効果が期待で

きるため、事前相談を積極的にご活用されることをお勧めします。事前相談は、予約制としておりますので、相談を

希望される方は、大阪府（大阪市又は堺市のみに主たる事務所がある場合は大阪市、堺市）に事前に電話で相談の日

時等を予約ください。 

なお、認定等に係る事務については、大阪府内の市町村には権限移譲を行なっておりませんのでご注意下さい。 



【 様式集 】 

・ 東大阪市に提出する場合の様式集です。 

・様式は東大阪市ウェブサイトからダウンロードしていただけます。 

・大阪府や大阪市・堺市、大阪府から事務処理の権限を移譲した市町村（別冊手引 

2 ページ参照）に提出する場合の様式については、それぞれにお問合せください。 

様-1 



様式第１（第２条第１項関係） 

特定非営利活動法人設立認証申請書

年  月  日  

（あて先）東大阪市長  

申請者 住所又は居所 

ふ  り  が  な  

氏    名                 ◯印 

                            電 話 番 号        （    ） 

特定非営利活動法人の設立の認証を受けたいので、特定非営利活動促進法第１０条第１項の

規定により、次のとおり申請します。 

設立の認証 

を受けよう 

とする特定 

非営利活動 

法人に係る 

事項 

名         称 

代 表 者 の 氏 名 

主 た る 事 務 所 の 所 在 地 

その他の事務所の所在地 

定款に記載された目的 

添付書類 

１  定款（２部） 

２  役員名簿(役員の氏名及び住所又は居所並びに各役員についての報酬の

有無を記載した名簿)（２部） 

３  各役員が法第２０条各号に該当しないこと及び法第２１条の規定に違反

しないことを各役員が誓約し、並びに就任を承諾する書面の謄本（１部） 

４  各役員の住所又は居所を証する書面（１部） 

５  社員のうち１０人以上の者の氏名(法人にあっては、その名称及び代表

者の氏名)及び住所又は居所を記載した書面（１部） 

６  法第２条第２項第２号及び法第１２条第１項第３号に該当することを確

認したことを示す書面（１部） 

７  設立趣旨書（２部） 

８  設立についての意思の決定を証する議事録の謄本（１部） 

９  設立当初の事業年度及び翌事業年度の事業計画書（２部） 

１０  設立当初の事業年度及び翌事業年度の活動予算書（２部） 

(備考) 法とは、特定非営利活動促進法をいう。

法人その他の団体にあっては、主たる 

事務所の所在地、名称及び代表者の氏名 
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様式第２（第２条第３項関係） 

補正書

年  月  日  

（あて先）東大阪市長 

住所又は居所 

ふ  り  が  な  

氏    名                   ◯印 

電 話 番 号    （    ） 

特定非営利活動促進法第１０条第３項（同法第２５条第５項及び第３４条第５項において

準用する場合を含む。）の規定により、次のとおり補正します。 

認証を受けようとする特定非営利活動法人の名称

 補正後 補正前 

補正の内容 

補正の理由 

添付書類 補正後の申請書又は添付書類 

備考 

定款、役員名簿(役員の氏名及び住所又は居所並びに各役員についての報酬

の有無を記載した名簿)、設立趣旨書、事業計画書、活動予算書又は合併趣

旨書の補正を行う場合は、補正後の書類２部を添付すること。 

法人その他の団体にあっては、主たる 

事務所の所在地、名称及び代表者の氏名 
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様式第３（第３条関係） 

特定非営利活動法人設立・合併登記完了届出書

                                 年  月  日 

（あて先）東大阪市長 

主たる事務所の所在地 

特定非営利活動法人の名称 

ふ り が な 

代 表 者 の 氏 名                    ◯印 

主たる事務所の電話番号          （         ）              

                                  設立 

  年  月  日付け東大阪市指令  第   号で    の認証を受けた 

                                 合併 

                                    第１３条 

     特定非営利活動法人の登記を完了したので、特定非営利活動促進法 

                                    第３９条 

        第２項 

                                             の規定により、届出をします。 

        第２項において準用する同法第１３条第２項 

 （添付書類） 

登記事項証明書（１部） 

財産目録（１部） 

定款（２部） 

登記事項証明書の写し（１部）
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様式第４（第４条関係） 

特定非営利活動法人役員変更等届出書

       年  月  日 

（あて先）東大阪市長 

主 たる事務所の所 在地 

特定非営利活動法人の名称 

ふ り が な 

代 表 者 の 氏 名                    ◯印 

主たる事務所の電話番号            （         ）              

特定非営利活動法人の役員の変更等があったので、特定非営利活動促進法第２３条第１項の規定

により、次のとおり届出をします。 

変更年月日 
役職名 

ふ り が な 

氏名 
住所又は居所 

変更事項 

添付書類 

１ 変更後の役員名簿（２部） 

（役員が新たに就任した場合) 

２ 各役員が法第２０条各号に該当しないこと及び法第２１条の規定に違反しな

いことを誓約し、並びに就任を承諾する書面の謄本（１部） 

３ 役員の住所又は居所を証する書面（１部） 

備考 

・変更等があった役員について、全ての事項を記入すること。 

・役職名の欄には、理事、監事の区分を記入すること。  

・変更事項の欄には、新任、再任、任期満了、死亡、辞任、解任、住所若しくは居所の異

動、改姓又は改名の別を記入すること。 

なお、新任の場合で、法第２２条の規定による役員の欠員の補充を行ったときは欠員補

充、定款の変更をして役員の定数を増加させたときは増員と付記すること。また、任期

満了と同時に再任となった場合には、再任とだけ記入すること。 

・改姓又は改名の場合には、氏名の欄に、旧姓又は旧名を括弧を付して併記すること。 

・法とは、特定非営利活動促進法をいう。 
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様式第５（第５条関係） 

特定非営利活動法人定款変更認証申請書

 年  月  日  

（あて先）東大阪市長 

主たる事務所の所在地 

特定非営利活動法人の名称 

ふ り が な 

代 表 者 の 氏 名                     ◯印 

主たる事務所の 1 電話番号               （         ）              

特定非営利活動法人の定款の変更の認証を受けたいので、特定非営利活動促進法第２５条第４項

の規定により、次のとおり申請します。 

変更後 変更前 

定款の変更内容 

変更の理由 

添付書類 

１  定款の変更を議決した社員総会の議事録の謄本（１部） 

２  変更後の定款（２部） 

（次の書類は、定款の変更が法第１１条第１項第３号又は第１１号に掲げる事項に係

る変更を含むものである場合のみ添付すること。） 

３ 当該定款変更の日の属する事業年度及び翌事業年度の事業計画書及び活動予算書

（２部） 

(次の書類は、所轄庁の変更を伴う場合のみ添付すること。) 

４  役員名簿(役員の氏名及び住所又は居所並びに各役員についての報酬の有無を記載

した名簿)（２部） 

５  法第２条第２項第２号及び法第１２条第１項第３号に該当することを確認したこ

とを示す書面（１部） 

６  直近の法第２８条第１項に規定する事業報告書等（１部） 

   (設立後当該事業報告書等が作成されるまでの間は法第１０条第１項第７号の事業

計画書、同項第８号の活動予算書及び法第１４条の財産目録、合併後当該事業報告

書等が作成されるまでの間は法第３４条第５項において準用する第１０条第１項第

７号の事業計画書、法第３４条第５項において準用する第１０条第１項第８号の活

動予算書及び法第３５条第１項の財産目録) 

（次の書類は、認定特定非営利活動法人又は特例認定特定非営利活動法人が所轄庁の

変更を伴う定款の変更の認証を申請する場合のみ添付すること） 

７ 法第５２条第３項に規定する書類（１部） 

(備考) 法とは、特定非営利活動促進法をいう。
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様式第６（第６条関係） 

特定非営利活動法人定款変更届出書 

 年  月  日 

（あて先）東大阪市長 

主たる事務所の所在地 

特定非営利活動法人の名称 

ふ り が な 

代 表 者 の 氏 名                     ◯印 

主たる事務所の電話番号              （         ）              

特定非営利活動法人の定款の変更をしたので、特定非営利活動促進法第２５条第６項の規定によ

り、次のとおり届出をします。 

変更後 変更前

定款の変更内容 

変更の時期 

変更の理由 

添付書類 
１ 定款の変更を議決した社員総会の議事録の謄本（１部） 

２ 変更後の定款（２部） 
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様式第７（第８条第２項関係） 

閲覧等請求書

                                     年  月  日 

（あて先）東大阪市長 

請求者 住     所               

ふ り が な    

氏     名 

                 閲覧 

特定非営利活動法人に係る書類を    したいので、特定非営利活動促進法第３０条の 

                謄写 

規定により、次のとおり請求します。 

請求に係る 

書類の内容

特定非営利活動法人 

名       称 

主たる事務所の所在地 

備考 

法人その他の団体にあっては、主たる 

事務所の所在地、名称及び代表者の氏名
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様式第８（第９条関係） 

特定非営利活動法人解散認定申請書 

年  月  日 

（あて先）東大阪市長 

主たる事務所の所在地 

特定非営利活動法人の名称 

ふ り が な 

代 表 者 の 氏 名                      ◯印 

主たる事務所の電話番号               （         ）               

特定非営利活動法人を解散することについて、特定非営利活動促進法第３１条第２項の認定を受

けたいので、次のとおり申請します。

事業の成功の不 

能となるに至っ 

た理由及び経緯 

残 余 財 産 の 

処 分 方 法 

添 付 書 類 
 特定非営利活動法人の目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能を証する書

面 
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様式第９（第１０条関係） 

特定非営利活動法人解散届出書 

年  月  日 

（あて先）東大阪市長 

特定非営利活動法人の名称 

                清算人 住          所 

                     ふ り が な 

                    氏          名                 ◯印 

     電  話  番  号                   （        ） 

特定非営利活動法人を解散したので、特定非営利活動促進法第３１条第４項の規定により、 

次のとおり届出をします。 

解 散した 特定 非 

営 利活動 法人 の 

主 たる事 務所 の 

所  在  地 

解 散 の 事 由  特定非営利活動促進法第３１条第１項第   号による解散 

解 散 の 理 由 

及 び 経 緯 

残 余 財 産 の 

処 分 方 法 

添 付 書 類  解散及び清算人の登記をしたことを証する登記事項証明書 

備 考  下線部には、解散事由に応じて１、２、４又は６を記入すること。 
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様式第１０（第１１条関係） 

特定非営利活動法人清算人就任届出書 

年  月  日 

（あて先）東大阪市長   

特定非営利活動法人の名称 

                 清算人 住          所 

ふ り が な 

                          氏          名              ◯印 

       電  話  番  号           （        ）             

特定非営利活動法人の清算人が就任したので、特定非営利活動促進法第３１条の８の規定により、

次のとおり届出をします。

清算中の特定非 

営利活動法人の 

主たる事務所の 

所  在  地 

就 任 し た 清 算 人 の 

ふ り が な

氏   名 

住  所 
就任 

年月日 

添 付 書 類  就任した清算人の登記をしたことを証する登記事項証明書 
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様式第１１（第１２条関係） 

特定非営利活動法人残余財産譲渡認証申請書 

年  月  日 

（あて先）東大阪市長 

特定非営利活動法人の名称 

清算人 住          所 

                      ふ り が な 

                      氏          名                 ◯印 

                             電  話  番  号                （        ）             

解散した特定非営利活動法人の残余財産を譲渡することについて、特定非営利活動促進法第３２条

第２項の認証を受けたいので、次のとおり申請します。 

解散した特定非 

営利活動法人の 

主たる事務所の 

所  在  地 

譲 渡 す べ き 

残 余 財 産 

残 余 財 産 の 

譲 渡を受 ける 者 

上 記 の 譲 渡 を 

受 け る 者 を 決 

定 し た 理 由 
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様式第１２（第１３条関係） 

特定非営利活動法人清算結了届出書 

年  月  日 

（あて先）東大阪市長                      

                  主 た る事務所の所在地 

               特定非営利活動法人の名称 

                               清算人 住          所 

ふ  り  が  な 

                                      氏          名               ◯印 

                      電  話  番   号           （        ）        

特定非営利活動法人          の清算が結了したので、特定非営利 

   活動促進法第３２条の３の規定により、届出をします。 

   （添付書類） 

        当該届出に係る特定非営利活動法人の清算結了の登記をしたことを証する登記事項証明書 

   （備  考） 

        下線部には、法人名を記入すること。 
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様式第１３（第１４条第１項関係） 

特定非営利活動法人合併認証申請書

                                    年  月  日 

（あて先）東大阪市長 

 申請者  合併の認証を受けようとする  

                        特定非営利活動法人の名称

ふ   り    が    な               

                        代 表 者 の 氏 名 ◯印  
                        主 た る 事 務 所 の 所 在 地

                        合併の認証を受けようとする  

                        特定非営利活動法人の名称

 ふ    り     が     な               

                        代 表 者 の 氏 名 ◯印  
                        主 た る 事 務 所 の 所 在 地

特定非営利活動法人の合併の認証を受けたいので、特定非営利活動促進法第３４条第４項の規

定により、次のとおり申請します。

合併により存続 

し、又は合併に 

より設立する特 

定非営利活動法 

人に係る事項 

名            称

代 表 者 の 氏 名

主たる事務所の所在地

その他の事務所の所在地

定款に記載された目的

添付書類 

１  合併の議決をした社員総会の議事録の謄本（１部） 

(次の書類は、合併により存続し、又は合併により設立する特定非営利活動法人に係るも

のを添付すること。) 

２  定款（２部） 

３  役員名簿(役員の氏名及び住所又は居所並びに各役員についての報酬の有無を記載し

た名簿) （２部） 

４  各役員が法第２０条各号に該当しないこと及び法第２１条の規定に違反しない

ことを誓約し、並びに就任を承諾する書面の謄本（１部） 

５  各役員の住所又は居所を証する書面（１部） 

６  社員のうち１０人以上の者の氏名(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名)及び住

所又は居所を記載した書面（１部） 

７  法第２条第２項第２号及び法第１２条第１項第３号に該当することを確認したことを示

す書面（１部） 

８  合併趣旨書（２部） 

９  合併当初の事業年度及び翌事業年度の事業計画書（２部） 

10 合併当初の事業年度及び翌事業年度の活動予算書（２部） 
(備考) 法とは、特定非営利活動促進法をいう。

様-14 
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特定非営利活動促進法（平成10年３月25日法律第７号） 

第一章 総則  

（目的）  

第一条 この法律は、特定非営利活動を行う団体に法人格を付与すること並びに運営組織及び事業活動が適正であって公益の増進

に資する特定非営利活動法人の認定に係る制度を設けること等により、ボランティア活動をはじめとする市民が行う自由な社会

貢献活動としての特定非営利活動の健全な発展を促進し、もって公益の増進に寄与することを目的とする。  

（定義）  

第二条 この法律において「特定非営利活動」とは、別表に掲げる活動に該当する活動であって、不特定かつ多数のものの利益の

増進に寄与することを目的とするものをいう。  

２ この法律において「特定非営利活動法人」とは、特定非営利活動を行うことを主たる目的とし、次の各号のいずれにも該当す

る団体であって、この法律の定めるところにより設立された法人をいう。  

一 次のいずれにも該当する団体であって、営利を目的としないものであること。  

イ 社員の資格の得喪に関して、不当な条件を付さないこと。 

ロ 役員のうち報酬を受ける者の数が、役員総数の三分の一以下であること。 

二 その行う活動が次のいずれにも該当する団体であること。  

イ 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とするものでないこと。 

ロ 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的とするものでないこと。 

ハ 特定の公職（公職選挙法（昭和二十五年法律第百号）第三条に規定する公職をいう。以下同じ。）の候補者（当該候 

補者になろうとする者を含む。以下同じ。）若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対する 

ことを目的とするものでないこと。 

３ この法律において「認定特定非営利活動法人」とは、第四十四条第一項の認定を受けた特定非営利活動法人をいう。  

４ この法律において「特例認定特定非営利活動法人」とは、第五十八条第一項の特例認定を受けた特定非営利活動法人をいう。  

第二章 特定非営利活動法人  

第一節 通則  

（原則）  

第三条 特定非営利活動法人は、特定の個人又は法人その他の団体の利益を目的として、その事業を行ってはならない。  

２ 特定非営利活動法人は、これを特定の政党のために利用してはならない。  

（名称の使用制限）  

第四条 特定非営利活動法人以外の者は、その名称中に、「特定非営利活動法人」又はこれに紛らわしい文字を用いてはならない。  

（その他の事業）  

第五条 特定非営利活動法人は、その行う特定非営利活動に係る事業に支障がない限り、当該特定非営利活動に係る事業以外の事

業（以下「その他の事業」という。）を行うことができる。この場合において、利益を生じたときは、これを当該特定非営利活

動に係る事業のために使用しなければならない。  

２ その他の事業に関する会計は、当該特定非営利活動法人の行う特定非営利活動に係る事業に関する会計から区分し、特別の会

計として経理しなければならない。  

（住所）  

第六条 特定非営利活動法人の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。  

（登記）  

第七条 特定非営利活動法人は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。  

２ 前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもって第三者に対抗することができない。  

（一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用）  

第八条 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律（平成十八年法律第四十八号）第七十八条の規定は、特定非営利活動法人に

ついて準用する。  

（所轄庁）  

第九条 特定非営利活動法人の所轄庁は、その主たる事務所が所在する都道府県の知事（その事務所が一の指定都市（地方自治法
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（昭和二十二年法律第六十七号）第二百五十二条の十九第一項の指定都市をいう。以下同じ。）の区域内のみに所在する特定非

営利活動法人にあっては、当該指定都市の長）とする。  

第二節 設立  

（設立の認証）  

第十条 特定非営利活動法人を設立しようとする者は、都道府県又は指定都市の条例で定めるところにより、次に掲げる書類を添

付した申請書を所轄庁に提出して、設立の認証を受けなければならない。  

一 定款  

二 役員に係る次に掲げる書類  

イ 役員名簿（役員の氏名及び住所又は居所並びに各役員についての報酬の有無を記載した名簿をいう。以下同じ。） 

ロ 各役員が第二十条各号に該当しないこと及び第二十一条の規定に違反しないことを誓約し、並びに就任を承諾する書面の

謄本 

ハ 各役員の住所又は居所を証する書面として都道府県又は指定都市の条例で定めるもの 

三 社員のうち十人以上の者の氏名（法人にあっては、その名称及び代表者の氏名）及び住所又は居所を記載した書面  

四 第二条第二項第二号及び第十二条第一項第三号に該当することを確認したことを示す書面  

五 設立趣旨書  

六 設立についての意思の決定を証する議事録の謄本  

七 設立当初の事業年度及び翌事業年度の事業計画書  

八 設立当初の事業年度及び翌事業年度の活動予算書（その行う活動に係る事業の収益及び費用の見込みを記載した書類をいう。

以下同じ。）  

２ 所轄庁は、前項の認証の申請があった場合には、遅滞なく、その旨及び次に掲げる事項を公告し、又はインターネットの利用

により公表するとともに、同項第一号、第二号イ、第五号、第七号及び第八号に掲げる書類を、申請書を受理した日から一月間、

その指定した場所において公衆の縦覧に供しなければならない。  

一 申請のあった年月日  

二 申請に係る特定非営利活動法人の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地並びにその定款に記載された目的  

３ 第一項の規定により提出された申請書又は当該申請書に添付された同項各号に掲げる書類に不備があるときは、当該申請をし

た者は、当該不備が都道府県又は指定都市の条例で定める軽微なものである場合に限り、これを補正することができる。ただし、

所轄庁が当該申請書を受理した日から二週間を経過したときは、この限りでない。  

（定款）  

第十一条 特定非営利活動法人の定款には、次に掲げる事項を記載しなければならない。  

一 目的  

二 名称  

三 その行う特定非営利活動の種類及び当該特定非営利活動に係る事業の種類  

四 主たる事務所及びその他の事務所の所在地  

五 社員の資格の得喪に関する事項  

六 役員に関する事項  

七 会議に関する事項  

八 資産に関する事項  

九 会計に関する事項  

十 事業年度  

十一 その他の事業を行う場合には、その種類その他当該その他の事業に関する事項  

十二 解散に関する事項  

十三 定款の変更に関する事項  

十四 公告の方法  

２ 設立当初の役員は、定款で定めなければならない。  

３ 第一項第十二号に掲げる事項中に残余財産の帰属すべき者に関する規定を設ける場合には、その者は、特定非営利活動法人そ

の他次に掲げる者のうちから選定されるようにしなければならない。  

一 国又は地方公共団体  

二 公益社団法人又は公益財団法人  

三 私立学校法（昭和二十四年法律第二百七十号）第三条に規定する学校法人  

四 社会福祉法（昭和二十六年法律第四十五号）第二十二条に規定する社会福祉法人  

五 更生保護事業法（平成七年法律第八十六号）第二条第六項に規定する更生保護法人  

（認証の基準等）  

第十二条 所轄庁は、第十条第一項の認証の申請が次の各号に適合すると認めるときは、その設立を認証しなければならない。  

一 設立の手続並びに申請書及び定款の内容が法令の規定に適合していること。  

二 当該申請に係る特定非営利活動法人が第二条第二項に規定する団体に該当するものであること。  
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三 当該申請に係る特定非営利活動法人が次に掲げる団体に該当しないものであること。  

イ 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成三年法律第七十七号）第二条第二号に規定する暴力団を

いう。以下この号及び第四十七条第六号において同じ。） 

ロ 暴力団又はその構成員（暴力団の構成団体の構成員を含む。以下この号において同じ。）若しくは暴力団の構成員でなく

なった日から五年を経過しない者（以下「暴力団の構成員等」という。）の統制の下にある団体 

四 当該申請に係る特定非営利活動法人が十人以上の社員を有するものであること。  

２ 前項の規定による認証又は不認証の決定は、正当な理由がない限り、第十条第二項の期間を経過した日から二月（都道府県又

は指定都市の条例でこれより短い期間を定めたときは、当該期間）以内に行わなければならない。  

３ 所轄庁は、第一項の規定により認証の決定をしたときはその旨を、同項の規定により不認証の決定をしたときはその旨及びそ

の理由を、当該申請をした者に対し、速やかに、書面により通知しなければならない。  

（意見聴取等）  

第十二条の二 第四十三条の二及び第四十三条の三の規定は、第十条第一項の認証の申請があった場合について準用する。  

（成立の時期等）  

第十三条 特定非営利活動法人は、その主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによって成立する。  

２ 特定非営利活動法人は、前項の登記をしたときは、遅滞なく、当該登記をしたことを証する登記事項証明書及び次条の財産目

録を添えて、その旨を所轄庁に届け出なければならない。  

３ 設立の認証を受けた者が設立の認証があった日から六月を経過しても第一項の登記をしないときは、所轄庁は、設立の認証を

取り消すことができる。  

（財産目録の作成及び備置き）  

第十四条 特定非営利活動法人は、成立の時に財産目録を作成し、常にこれをその事務所に備え置かなければならない。  

第三節 管理  

（通常社員総会）  

第十四条の二 理事は、少なくとも毎年一回、通常社員総会を開かなければならない。  

（臨時社員総会）  

第十四条の三 理事は、必要があると認めるときは、いつでも臨時社員総会を招集することができる。  

２ 総社員の五分の一以上から社員総会の目的である事項を示して請求があったときは、理事は、臨時社員総会を招集しなければ

ならない。ただし、総社員の五分の一の割合については、定款でこれと異なる割合を定めることができる。  

（社員総会の招集）  

第十四条の四 社員総会の招集の通知は、その社員総会の日より少なくとも五日前に、その社員総会の目的である事項を示し、定

款で定めた方法に従ってしなければならない。  

（社員総会の権限）  

第十四条の五 特定非営利活動法人の業務は、定款で理事その他の役員に委任したものを除き、すべて社員総会の決議によって行

う。  

（社員総会の決議事項）  

第十四条の六 社員総会においては、第十四条の四の規定によりあらかじめ通知をした事項についてのみ、決議をすることができ

る。ただし、定款に別段の定めがあるときは、この限りでない。  

（社員の表決権）  

第十四条の七 各社員の表決権は、平等とする。  

２ 社員総会に出席しない社員は、書面で、又は代理人によって表決をすることができる。  

３ 社員は、定款で定めるところにより、前項の規定に基づく書面による表決に代えて、電磁的方法（電子情報処理組織を使用す

る方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって内閣府令で定めるものをいう。第二十八条の二第一項第三号において同

じ。）により表決をすることができる。  

４ 前三項の規定は、定款に別段の定めがある場合には、適用しない。  

（表決権のない場合）  

第十四条の八 特定非営利活動法人と特定の社員との関係について議決をする場合には、その社員は、表決権を有しない。  

（社員総会の決議の省略）  

第十四条の九 理事又は社員が社員総会の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき社員の全員が書面又
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は電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子

計算機による情報処理の用に供されるものとして内閣府令で定めるものをいう。）により同意の意思表示をしたときは、当該提

案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。  

２ 前項の規定により社員総会の目的である事項の全てについての提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなされた

場合には、その時に当該社員総会が終結したものとみなす。  

（役員の定数）  

第十五条 特定非営利活動法人には、役員として、理事三人以上及び監事一人以上を置かなければならない。  

（理事の代表権）  

第十六条 理事は、すべて特定非営利活動法人の業務について、特定非営利活動法人を代表する。ただし、定款をもって、その代

表権を制限することができる。 

（業務の執行）  

第十七条 特定非営利活動法人の業務は、定款に特別の定めのないときは、理事の過半数をもって決する。 

（理事の代理行為の委任）  

第十七条の二 理事は、定款又は社員総会の決議によって禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任すること

ができる。  

（仮理事）  

第十七条の三 理事が欠けた場合において、業務が遅滞することにより損害を生ずるおそれがあるときは、所轄庁は、利害関係人

の請求により又は職権で、仮理事を選任しなければならない。  

（利益相反行為）  

第十七条の四 特定非営利活動法人と理事との利益が相反する事項については、理事は、代表権を有しない。この場合においては、

所轄庁は、利害関係人の請求により又は職権で、特別代理人を選任しなければならない。  

（監事の職務）  

第十八条 監事は、次に掲げる職務を行う。  

一 理事の業務執行の状況を監査すること。  

二 特定非営利活動法人の財産の状況を監査すること。  

三 前二号の規定による監査の結果、特定非営利活動法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重

大な事実があることを発見した場合には、これを社員総会又は所轄庁に報告すること。  

四 前号の報告をするために必要がある場合には、社員総会を招集すること。  

五 理事の業務執行の状況又は特定非営利活動法人の財産の状況について、理事に意見を述べること。  

（監事の兼職禁止）  

第十九条 監事は、理事又は特定非営利活動法人の職員を兼ねてはならない。  

（役員の欠格事由）  

第二十条 次の各号のいずれかに該当する者は、特定非営利活動法人の役員になることができない。  

一 成年被後見人又は被保佐人  

二 破産者で復権を得ないもの  

三 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者  

四 この法律若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定（同法第三十二条の三第七項及び第三十二条の十

一第一項の規定を除く。第四十七条第一号ハにおいて同じ。）に違反したことにより、又は刑法（明治四十年法律第四十五号）

第二百四条 、第二百六条、第二百八条、第二百八条の二、第二百二十二条若しくは第二百四十七条の罪若しくは暴力行為等

処罰に関する法律（大正十五年法律第六十号）の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わった日又はそ

の執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者  

五 暴力団の構成員等  

六 第四十三条の規定により設立の認証を取り消された特定非営利活動法人の解散当時の役員で、設立の認証を取り消された日

から二年を経過しない者  

（役員の親族等の排除）  

第二十一条 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは三親等以内の親族が一人を超えて含まれ、又は当該

役員並びにその配偶者及び三親等以内の親族が役員の総数の三分の一を超えて含まれることになってはならない。  
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（役員の欠員補充）  

第二十二条 理事又は監事のうち、その定数の三分の一を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。  

（役員の変更等の届出）  

第二十三条 特定非営利活動法人は、その役員の氏名又は住所若しくは居所に変更があったときは、遅滞なく、変更後の役員名簿

を添えて、その旨を所轄庁に届け出なければならない。  

２ 特定非営利活動法人は、役員が新たに就任した場合（任期満了と同時に再任された場合を除く。）において前項の届出をする

ときは、当該役員に係る第十条第一項第二号ロ及びハに掲げる書類を所轄庁に提出しなければならない。  

（役員の任期）  

第二十四条 役員の任期は、二年以内において定款で定める期間とする。ただし、再任を妨げない。  

２ 前項の規定にかかわらず、定款で役員を社員総会で選任することとしている特定非営利活動法人にあっては、定款により、後

任の役員が選任されていない場合に限り、同項の規定により定款で定められた任期の末日後最初の社員総会が終結するまでその

任期を伸長することができる。  

（定款の変更）  

第二十五条 定款の変更は、定款で定めるところにより、社員総会の議決を経なければならない。  

２ 前項の議決は、社員総数の二分の一以上が出席し、その出席者の四分の三以上の多数をもってしなければならない。ただし、

定款に特別の定めがあるときは、この限りでない。  

３ 定款の変更（第十一条第一項第一号から第三号まで、第四号（所轄庁の変更を伴うものに限る。）、第五号、第六号（役員の

定数に係るものを除く。）、第七号、第十一号、第十二号（残余財産の帰属すべき者に係るものに限る。）又は第十三号に掲げ

る事項に係る変更を含むものに限る。）は、所轄庁の認証を受けなければ、その効力を生じない。  

４ 特定非営利活動法人は、前項の認証を受けようとするときは、都道府県又は指定都市の条例で定めるところにより、当該定款

の変更を議決した社員総会の議事録の謄本及び変更後の定款を添付した申請書を、所轄庁に提出しなければならない。この場合

において、当該定款の変更が第十一条第一項第三号又は第十一号に掲げる事項に係る変更を含むものであるときは、当該定款の

変更の日の属する事業年度及び翌事業年度の事業計画書及び活動予算書を併せて添付しなければならない。  

５ 第十条第二項及び第三項並びに第十二条の規定は、第三項の認証について準用する。  

６ 特定非営利活動法人は、定款の変更（第三項の規定により所轄庁の認証を受けなければならない事項に係るものを除く。）を

したときは、都道府県又は指定都市の条例で定めるところにより、遅滞なく、当該定款の変更を議決した社員総会の議事録の謄

本及び変更後の定款を添えて、その旨を所轄庁に届け出なければならない。  

７ 特定非営利活動法人は、定款の変更に係る登記をしたときは、遅滞なく、当該登記をしたことを証する登記事項証明書を所轄

庁に提出しなければならない。  

第二十六条 所轄庁の変更を伴う定款の変更に係る前条第四項の申請書は、変更前の所轄庁を経由して変更後の所轄庁に提出する

ものとする。  

２ 前項の場合においては、前条第四項の添付書類のほか、第十条第一項第二号イ及び第四号に掲げる書類並びに直近の第二十八

条第一項に規定する事業報告書等（設立後当該書類が作成されるまでの間は第十条第一項第七号の事業計画書、同項第八号の活

動予算書及び第十四条の財産目録、合併後当該書類が作成されるまでの間は第三十四条第五項において準用する第十条第一項第

七号の事業計画書、第三十四条第五項において準用する第十条第一項第八号の活動予算書及び第三十五条第一項の財産目録）を

申請書に添付しなければならない。  

３ 第一項の場合において、当該定款の変更を認証したときは、所轄庁は、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、変更前の

所轄庁から事務の引継ぎを受けなければならない。  

（会計の原則）  

第二十七条 特定非営利活動法人の会計は、この法律に定めるもののほか、次に掲げる原則に従って、行わなければならない。  

一 削除  

二 会計簿は、正規の簿記の原則に従って正しく記帳すること。  

三 計算書類（活動計算書及び貸借対照表をいう。次条第一項において同じ。）及び財産目録は、会計簿に基づいて活動に係る

事業の実績及び財政状態に関する真実な内容を明瞭に表示したものとすること。  

四 採用する会計処理の基準及び手続については、毎事業年度継続して適用し、みだりにこれを変更しないこと。  

（事業報告書等の備置き等及び閲覧）  

第二十八条 特定非営利活動法人は、毎事業年度初めの三月以内に、都道府県又は指定都市の条例で定めるところにより、前事業

年度の事業報告書、計算書類及び財産目録並びに年間役員名簿（前事業年度において役員であったことがある者全員の氏名及び

住所又は居所並びにこれらの者についての前事業年度における報酬の有無を記載した名簿をいう。）並びに前事業年度の末日に

おける社員のうち十人以上の者の氏名（法人にあっては、その名称及び代表者の氏名）及び住所又は居所を記載した書面（以下

「事業報告書等」という。）を作成し、これらを、その作成の日から起算して五年が経過した日を含む事業年度の末日までの間、

その事務所に備え置かなければならない。  

２ 特定非営利活動法人は、都道府県又は指定都市の条例で定めるところにより、役員名簿及び定款等（定款並びにその認証及び
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登記に関する書類の写しをいう。以下同じ。）を、その事務所に備え置かなければならない。  

３ 特定非営利活動法人は、その社員その他の利害関係人から次に掲げる書類の閲覧の請求があった場合には、正当な理由がある

場合を除いて、これを閲覧させなければならない。  

一 事業報告書等（設立後当該書類が作成されるまでの間は第十条第一項第七号の事業計画書、同項第八号の活動予算書及び第

十四条の財産目録、合併後当該書類が作成されるまでの間は第三十四条第五項において準用する第十条第一項第七号の事業計

画書、第三十四条第五項において準用する第十条第一項第八号の活動予算書及び第三十五条第一項の財産目録。第三十条及び

第四十五条第一項第五号イにおいて同じ。）  

二 役員名簿  

三 定款等  

（貸借対照表の公告）  

第二十八条の二 特定非営利活動法人は、内閣府令で定めるところにより、前条第一項の規定による前事業年度の貸借対照表の作

成後遅滞なく、次に掲げる方法のうち定款で定める方法によりこれを公告しなければならない。 

 一 官報に掲載する方法 

 二 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法 

 三 電子公告（電磁的方法により不特定多数の者が公告すべき内容である情報の提供を受けることができる状態に置く措置であ

って内閣府令で定めるものをとる公告の方法をいう。以下この条において同じ。） 

 四 前三号に掲げるもののほか、不特定多数の者が公告すべき内容である情報を認識することができる状態に置く措置として内

閣府令で定める方法 

２ 前項の規定にかかわらず、同項に規定する貸借対照表の公告の方法として同項第一号又は第二号に掲げる方法を定款で定める

特定非営利活動法人は、当該貸借対照表の要旨を公告することで足りる。 

３ 特定非営利活動法人が第一項第三号に掲げる方法を同項に規定する貸借対照表の公告の方法とする旨を定款で定める場合には、

事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合の当該公告の方法として、同項第一号又は

第二号に掲げる方法のいずれかを定めることができる。 

４ 特定非営利活動法人が第一項の規定により電子公告による公告をする場合には、前条第一項の規定による前事業年度の貸借対

照表の作成の日から起算して五年が経過した日を含む事業年度の末日までの間、継続して当該公告をしなければならない。 

５ 前項の規定にかかわらず、同項の規定により電子公告による公告をしなければならない期間（第二号において「公告期間」と

いう。）中公告の中断（不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置かれた情報がその状態に置かれないこととなった

こと又はその情報がその状態に置かれた後改変されたことをいう。以下この項において同じ。）が生じた場合において、次のい

ずれにも該当するときは、その公告の中断は、当該電子公告による公告の効力に影響を及ぼさない。 

 一 公告の中断が生ずることにつき特定非営利活動法人が善意でかつ重大な過失がないこと又は特定非営利活動法人に正当な事

由があること。 

 二 公告の中断が生じた時間の合計が公告期間の十分の一を超えないこと。 

 三 特定非営利活動法人が公告の中断が生じたことを知った後速やかにその旨、公告の中断が生じた時間及び公告の中断の内容

を当該電子公告による公告に付して公告したこと。 

（事業報告書等の提出）  

第二十九条 特定非営利活動法人は、都道府県又は指定都市の条例で定めるところにより、毎事業年度一回、事業報告書等を所轄

庁に提出しなければならない。  

（事業報告書等の公開）  

第三十条 所轄庁は、特定非営利活動法人から提出を受けた事業報告書等（過去五年間に提出を受けたものに限る。）、役員名簿

又は定款等について閲覧又は謄写の請求があったときは、都道府県又は指定都市の条例で定めるところにより、これを閲覧させ、

又は謄写させなければならない。  

第四節 解散及び合併  

（解散事由）  

第三十一条 特定非営利活動法人は、次に掲げる事由によって解散する。  

一 社員総会の決議  

二 定款で定めた解散事由の発生  

三 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能  

四 社員の欠亡  

五 合併  

六 破産手続開始の決定  

七 第四十三条の規定による設立の認証の取消し  

２ 前項第三号に掲げる事由による解散は、所轄庁の認定がなければ、その効力を生じない。  

３ 特定非営利活動法人は、前項の認定を受けようとするときは、第一項第三号に掲げる事由を証する書面を、所轄庁に提出しな

ければならない。 
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４ 清算人は、第一項第一号、第二号、第四号又は第六号に掲げる事由によって解散した場合には、遅滞なくその旨を所轄庁に届

け出なければならない。  

（解散の決議）  

第三十一条の二 特定非営利活動法人は、総社員の四分の三以上の賛成がなければ、解散の決議をすることができない。ただし、

定款に別段の定めがあるときは、この限りでない。  

（特定非営利活動法人についての破産手続の開始）  

第三十一条の三 特定非営利活動法人がその債務につきその財産をもって完済することができなくなった場合には、裁判所は、理

事若しくは債権者の申立てにより又は職権で、破産手続開始の決定をする。  

２ 前項に規定する場合には、理事は、直ちに破産手続開始の申立てをしなければならない。  

（清算中の特定非営利活動法人の能力）  

第三十一条の四 解散した特定非営利活動法人は、清算の目的の範囲内において、その清算の結了に至るまではなお存続するもの

とみなす。  

（清算人）  

第三十一条の五 特定非営利活動法人が解散したときは、破産手続開始の決定による解散の場合を除き、理事がその清算人となる。

ただし、定款に別段の定めがあるとき、又は社員総会において理事以外の者を選任したときは、この限りでない。  

（裁判所による清算人の選任）  

第三十一条の六 前条の規定により清算人となる者がないとき、又は清算人が欠けたため損害を生ずるおそれがあるときは、裁判

所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を選任することができる。  

（清算人の解任）  

第三十一条の七 重要な事由があるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を解任するこ

とができる。  

（清算人の届出）  

第三十一条の八 清算中に就任した清算人は、その氏名及び住所を所轄庁に届け出なければならない。  

（清算人の職務及び権限）  

第三十一条の九 清算人の職務は、次のとおりとする。  

一 現務の結了  

二 債権の取立て及び債務の弁済  

三 残余財産の引渡し  

２ 清算人は、前項各号に掲げる職務を行うために必要な一切の行為をすることができる。  

（債権の申出の催告等）  

第三十一条の十 清算人は、特定非営利活動法人が第三十一条第一項各号に掲げる事由によって解散した後、遅滞なく、公告をも

って、債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。この場合において、その期間は、

二月を下ることができない。  

２ 前項の公告には、債権者がその期間内に申出をしないときは清算から除斥されるべき旨を付記しなければならない。ただし、

清算人は、判明している債権者を除斥することができない。  

３ 清算人は、判明している債権者には、各別にその申出の催告をしなければならない。  

４ 第一項の公告は、官報に掲載してする。  

（期間経過後の債権の申出）  

第三十一条の十一 前条第一項の期間の経過後に申出をした債権者は、特定非営利活動法人の債務が完済された後まだ権利の帰属

すべき者に引き渡されていない財産に対してのみ、請求をすることができる。  

（清算中の特定非営利活動法人についての破産手続の開始）  

第三十一条の十二 清算中に特定非営利活動法人の財産がその債務を完済するのに足りないことが明らかになったときは、清算人

は、直ちに破産手続開始の申立てをし、その旨を公告しなければならない。  

２ 清算人は、清算中の特定非営利活動法人が破産手続開始の決定を受けた場合において、破産管財人にその事務を引き継いだと

きは、その任務を終了したものとする。  

３ 前項に規定する場合において、清算中の特定非営利活動法人が既に債権者に支払い、又は権利の帰属すべき者に引き渡したも

のがあるときは、破産管財人は、これを取り戻すことができる。  

４ 第一項の規定による公告は、官報に掲載してする。  
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（残余財産の帰属）  

第三十二条 解散した特定非営利活動法人の残余財産は、合併及び破産手続開始の決定による解散の場合を除き、所轄庁に対する

清算結了の届出の時において、定款で定めるところにより、その帰属すべき者に帰属する。  

２ 定款に残余財産の帰属すべき者に関する規定がないときは、清算人は、所轄庁の認証を得て、その財産を国又は地方公共団体

に譲渡することができる。  

３ 前二項の規定により処分されない財産は、国庫に帰属する。  

（裁判所による監督）  

第三十二条の二 特定非営利活動法人の解散及び清算は、裁判所の監督に属する。  

２ 裁判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。  

３ 特定非営利活動法人の解散及び清算を監督する裁判所は、所轄庁に対し、意見を求め、又は調査を嘱託することができる。  

４ 所轄庁は、前項に規定する裁判所に対し、意見を述べることができる。  

（清算結了の届出）  

第三十二条の三 清算が結了したときは、清算人は、その旨を所轄庁に届け出なければならない。  

（解散及び清算の監督等に関する事件の管轄）  

第三十二条の四 特定非営利活動法人の解散及び清算の監督並びに清算人に関する事件は、その主たる事務所の所在地を管轄する

地方裁判所の管轄に属する。  

（不服申立ての制限）  

第三十二条の五 清算人の選任の裁判に対しては、不服を申し立てることができない。  

（裁判所の選任する清算人の報酬）  

第三十二条の六 裁判所は、第三十一条の六の規定により清算人を選任した場合には、特定非営利活動法人が当該清算人に対して

支払う報酬の額を定めることができる。この場合においては、裁判所は、当該清算人及び監事の陳述を聴かなければならない。  

第三十二条の七 削除  

（検査役の選任）  

第三十二条の八 裁判所は、特定非営利活動法人の解散及び清算の監督に必要な調査をさせるため、検査役を選任することができ

る。  

２ 第三十二条の五及び第三十二条の六の規定は、前項の規定により裁判所が検査役を選任した場合について準用する。この場合

において、同条中「清算人及び監事」とあるのは、「特定非営利活動法人及び検査役」と読み替えるものとする。  

（合併）  

第三十三条 特定非営利活動法人は、他の特定非営利活動法人と合併することができる。  

（合併手続）  

第三十四条 特定非営利活動法人が合併するには、社員総会の議決を経なければならない。  

２ 前項の議決は、社員総数の四分の三以上の多数をもってしなければならない。ただし、定款に特別の定めがあるときは、この

限りでない。  

３ 合併は、所轄庁の認証を受けなければ、その効力を生じない。  

４ 特定非営利活動法人は、前項の認証を受けようとするときは、第一項の議決をした社員総会の議事録の謄本を添付した申請書

を、所轄庁に提出しなければならない。  

５ 第十条及び第十二条の規定は、第三項の認証について準用する。  

第三十五条 特定非営利活動法人は、前条第三項の認証があったときは、その認証の通知のあった日から二週間以内に、貸借対照

表及び財産目録を作成し、次項の規定により債権者が異議を述べることができる期間が満了するまでの間、これをその事務所に

備え置かなければならない。  

２ 特定非営利活動法人は、前条第三項の認証があったときは、その認証の通知のあった日から二週間以内に、その債権者に対し、

合併に異議があれば一定の期間内に述べるべきことを公告し、かつ、判明している債権者に対しては、各別にこれを催告しなけ

ればならない。この場合において、その期間は、二月を下回ってはならない。  

第三十六条 債権者が前条第二項の期間内に異議を述べなかったときは、合併を承認したものとみなす。  

２ 債権者が異議を述べたときは、特定非営利活動法人は、これに弁済し、若しくは相当の担保を供し、又はその債権者に弁済を

受けさせることを目的として信託会社若しくは信託業務を営む金融機関に相当の財産を信託しなければならない。ただし、合併

をしてもその債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。  
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第三十七条 合併により特定非営利活動法人を設立する場合においては、定款の作成その他特定非営利活動法人の設立に関する事

務は、それぞれの特定非営利活動法人において選任した者が共同して行わなければならない。  

（合併の効果）  

第三十八条 合併後存続する特定非営利活動法人又は合併によって設立した特定非営利活動法人は、合併によって消滅した特定非

営利活動法人の一切の権利義務（当該特定非営利活動法人がその行う事業に関し行政庁の認可その他の処分に基づいて有する権

利義務を含む。）を承継する。  

（合併の時期等）  

第三十九条 特定非営利活動法人の合併は、合併後存続する特定非営利活動法人又は合併によって設立する特定非営利活動法人の

主たる事務所の所在地において登記をすることによって、その効力を生ずる。  

２ 第十三条第二項及び第十四条の規定は前項の登記をした場合について、第十三条第三項の規定は前項の登記をしない場合につ

いて、それぞれ準用する。  

第四十条 削除  

第五節 監督  

（報告及び検査）  

第四十一条 所轄庁は、特定非営利活動法人（認定特定非営利活動法人及び特例認定特定非営利活動法人を除く。以下この項及び

次項において同じ。）が法令、法令に基づいてする行政庁の処分又は定款に違反する疑いがあると認められる相当な理由がある

ときは、当該特定非営利活動法人に対し、その業務若しくは財産の状況に関し報告をさせ、又はその職員に、当該特定非営利活

動法人の事務所その他の施設に立ち入り、その業務若しくは財産の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることがで

きる。  

２ 所轄庁は、前項の規定による検査をさせる場合においては、当該検査をする職員に、同項の相当の理由を記載した書面を、あ

らかじめ、当該特定非営利活動法人の役員その他の当該検査の対象となっている事務所その他の施設の管理について権限を有す

る者（以下この項において「特定非営利活動法人の役員等」という。）に提示させなければならない。この場合において、当該

特定非営利活動法人の役員等が当該書面の交付を要求したときは、これを交付させなければならない。  

３ 第一項の規定による検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。  

４ 第一項の規定による検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。  

（改善命令）  

第四十二条 所轄庁は、特定非営利活動法人が第十二条第一項第二号、第三号又は第四号に規定する要件を欠くに至ったと認める

ときその他法令、法令に基づいてする行政庁の処分若しくは定款に違反し、又はその運営が著しく適正を欠くと認めるときは、

当該特定非営利活動法人に対し、期限を定めて、その改善のために必要な措置を採るべきことを命ずることができる。  

（設立の認証の取消し）  

第四十三条 所轄庁は、特定非営利活動法人が、前条の規定による命令に違反した場合であって他の方法により監督の目的を達す

ることができないとき又は三年以上にわたって第二十九条の規定による事業報告書等の提出を行わないときは、当該特定非営利

活動法人の設立の認証を取り消すことができる。  

２ 所轄庁は、特定非営利活動法人が法令に違反した場合において、前条の規定による命令によってはその改善を期待することが

できないことが明らかであり、かつ、他の方法により監督の目的を達することができないときは、同条の規定による命令を経な

いでも、当該特定非営利活動法人の設立の認証を取り消すことができる。  

３ 前二項の規定による設立の認証の取消しに係る聴聞の期日における審理は、当該特定非営利活動法人から請求があったときは、

公開により行うよう努めなければならない。  

４ 所轄庁は、前項の規定による請求があった場合において、聴聞の期日における審理を公開により行わないときは、当該特定非

営利活動法人に対し、当該公開により行わない理由を記載した書面を交付しなければならない。  

（意見聴取）  

第四十三条の二 所轄庁は、特定非営利活動法人について第十二条第一項第三号に規定する要件を欠いている疑い又はその役員に

ついて第二十条第五号に該当する疑いがあると認めるときは、その理由を付して、警視総監又は道府県警察本部長の意見を聴く

ことができる。  

（所轄庁への意見）  

第四十三条の三 警視総監又は道府県警察本部長は、特定非営利活動法人について第十二条第一項第三号に規定する要件を欠いて

いると疑うに足りる相当な理由又はその役員について第二十条第五号に該当すると疑うに足りる相当な理由があるため、所轄庁

が当該特定非営利活動法人に対して適当な措置を採ることが必要であると認めるときは、所轄庁に対し、その旨の意見を述べる

ことができる。  
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第三章 認定特定非営利活動法人及び特例認定特定非営利活動法人  

第一節 認定特定非営利活動法人  

（認定）  

第四十四条 特定非営利活動法人のうち、その運営組織及び事業活動が適正であって公益の増進に資するものは、所轄庁の認定を

受けることができる。  

２ 前項の認定を受けようとする特定非営利活動法人は、都道府県又は指定都市の条例で定めるところにより、次に掲げる書類を

添付した申請書を所轄庁に提出しなければならない。ただし、次条第一項第一号ハに掲げる基準に適合する特定非営利活動法人

が申請をする場合には、第一号に掲げる書類を添付することを要しない。  

一 実績判定期間内の日を含む各事業年度（その期間が一年を超える場合は、当該期間をその初日以後一年ごとに区分した期間

（最後に一年未満の期間を生じたときは、その一年未満の期間）。以下同じ。）の寄附者名簿（各事業年度に当該申請に係る

特定非営利活動法人が受け入れた寄附金の支払者ごとに当該支払者の氏名（法人にあっては、その名称）及び住所並びにその

寄附金の額及び受け入れた年月日を記載した書類をいう。以下同じ。）  

二 次条第一項各号に掲げる基準に適合する旨を説明する書類（前号に掲げる書類を除く。）及び第四十七条各号のいずれにも

該当しない旨を説明する書類  

三 寄附金を充当する予定の具体的な事業の内容を記載した書類  

３ 前項第一号の「実績判定期間」とは、第一項の認定を受けようとする特定非営利活動法人の直前に終了した事業年度の末日以

前五年（同項の認定を受けたことのない特定非営利活動法人が同項の認定を受けようとする場合にあっては、二年）内に終了し

た各事業年度のうち最も早い事業年度の初日から当該末日までの期間をいう。  

（認定の基準）  

第四十五条 所轄庁は、前条第一項の認定の申請をした特定非営利活動法人が次の各号に掲げる基準に適合すると認めるときは、

同項の認定をするものとする。  

一 広く市民からの支援を受けているかどうかを判断するための基準として次に掲げる基準のいずれかに適合すること。  

イ 実績判定期間（前条第三項に規定する実績判定期間をいう。以下同じ。）における経常収入金額（（１）に掲げる金額を

いう。）のうちに寄附金等収入金額（（２）に掲げる金額（内閣府令で定める要件を満たす特定非営利活動法人にあっては、

（２）及び（３）に掲げる金額の合計額）をいう。）の占める割合が政令で定める割合以上であること。 

（１） 総収入金額から国等（国、地方公共団体、法人税法（昭和四十年法律第三十四号）別表第一に掲げる独立行政法

人、地方独立行政法人、国立大学法人、大学共同利用機関法人及び我が国が加盟している国際機関をいう。以下この（１）

において同じ。）からの補助金その他国等が反対給付を受けないで交付するもの（次項において「国の補助金等」とい

う。）、臨時的な収入その他の内閣府令で定めるものの額を控除した金額 

（２） 受け入れた寄附金の額の総額（第四号ニにおいて「受入寄附金総額」という。）から一者当たり基準限度超過額

（同一の者からの寄附金の額のうち内閣府令で定める金額を超える部分の金額をいう。）その他の内閣府令で定める寄

附金の額の合計額を控除した金額 

（３） 社員から受け入れた会費の額の合計額から当該合計額に次号に規定する内閣府令で定める割合を乗じて計算した

金額を控除した金額のうち（２）に掲げる金額に達するまでの金額 

ロ 実績判定期間内の日を含む各事業年度における判定基準寄附者（当該事業年度における同一の者からの寄附金（寄附者の

氏名（法人にあっては、その名称）その他の内閣府令で定める事項が明らかな寄附金に限る。以下このロにおいて同じ。）

の額の総額（当該同一の者が個人である場合には、当該事業年度におけるその者と生計を一にする者からの寄附金の額を加

算した金額）が政令で定める額以上である場合の当該同一の者をいい、当該申請に係る特定非営利活動法人の役員である者

及び当該役員と生計を一にする者を除く。以下同じ。）の数（当該事業年度において個人である判定基準寄附者と生計を一

にする他の判定基準寄附者がいる場合には、当該判定基準寄附者と当該他の判定基準寄附者を一人とみなした数）の合計数

に十二を乗じてこれを当該実績判定期間の月数で除して得た数が政令で定める数以上であること。 

ハ 前条第二項の申請書を提出した日の前日において、地方税法（昭和二十五年法律第二百二十六号）第三十七条の二第一項

第四号（同法第一条第二項の規定により都について準用する場合を含む。）に掲げる寄附金又は同法第三百十四条の七第一

項第四号（同法第一条第二項の規定により特別区について準用する場合を含む。）に掲げる寄附金を受け入れる特定非営利

活動法人としてこれらの寄附金を定める条例で定められているもの（その条例を制定した道府県（都を含む。）又は市町村

（特別区を含む。）の区域内に事務所を有するものに限る。）であること。 

二 実績判定期間における事業活動のうちに次に掲げる活動の占める割合として内閣府令で定める割合が百分の五十未満である

こと。  

イ 会員又はこれに類するものとして内閣府令で定める者（当該申請に係る特定非営利活動法人の運営又は業務の執行に関係

しない者で内閣府令で定めるものを除く。以下この号において「会員等」という。）に対する資産の譲渡若しくは貸付け又

は役務の提供（以下「資産の譲渡等」という。）、会員等相互の交流、連絡又は意見交換その他その対象が会員等である活

動（資産の譲渡等のうち対価を得ないで行われるものその他内閣府令で定めるものを除く。） 

ロ その便益の及ぶ者が次に掲げる者その他特定の範囲の者（前号ハに掲げる基準に適合する場合にあっては、（４）に掲げ

る者を除く。）である活動（会員等を対象とする活動で内閣府令で定めるもの及び会員等に対する資産の譲渡等を除く。） 

（１） 会員等 

（２） 特定の団体の構成員 
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（３） 特定の職域に属する者 

（４） 特定の地域として内閣府令で定める地域に居住し又は事務所その他これに準ずるものを有する者 

ハ 特定の著作物又は特定の者に関する普及啓発、広告宣伝、調査研究、情報提供その他の活動 

ニ 特定の者に対し、その者の意に反した作為又は不作為を求める活動 

三 その運営組織及び経理に関し、次に掲げる基準に適合していること。  

イ 各役員について、次に掲げる者の数の役員の総数のうちに占める割合が、それぞれ三分の一以下であること。 

（１） 当該役員並びに当該役員の配偶者及び三親等以内の親族並びに当該役員と内閣府令で定める特殊の関係のある者 

（２） 特定の法人（当該法人との間に発行済株式又は出資（その有する自己の株式又は出資を除く。）の総数又は総額の

百分の五十以上の株式又は出資の数又は金額を直接又は間接に保有する関係その他の内閣府令で定める関係のある法人

を含む。）の役員又は使用人である者並びにこれらの者の配偶者及び三親等以内の親族並びにこれらの者と内閣府令で

定める特殊の関係のある者 

ロ 各社員の表決権が平等であること。 

ハ その会計について公認会計士若しくは監査法人の監査を受けていること又は内閣府令で定めるところにより帳簿及び書類

を備え付けてこれらにその取引を記録し、かつ、当該帳簿及び書類を保存していること。 

ニ その支出した金銭でその費途が明らかでないものがあることその他の不適正な経理として内閣府令で定める経理が行われ

ていないこと。 

四 その事業活動に関し、次に掲げる基準に適合していること。  

イ 次に掲げる活動を行っていないこと。 

（１） 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成すること。 

（２） 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対すること。 

（３） 特定の公職の候補者若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対すること。 

ロ その役員、社員、職員若しくは寄附者若しくはこれらの者の配偶者若しくは三親等以内の親族又はこれらの者と内閣府令

で定める特殊の関係のある者に対し特別の利益を与えないことその他の特定の者と特別の関係がないものとして内閣府令で

定める基準に適合していること。 

ハ 実績判定期間における事業費の総額のうちに特定非営利活動に係る事業費の額の占める割合又はこれに準ずるものとして

内閣府令で定める割合が百分の八十以上であること。 

ニ 実績判定期間における受入寄附金総額の百分の七十以上を特定非営利活動に係る事業費に充てていること。 

五 次に掲げる書類について閲覧の請求があった場合には、正当な理由がある場合を除いて、これをその事務所において閲覧

させること。  

イ 事業報告書等、役員名簿及び定款等 

ロ 前条第二項第二号及び第三号に掲げる書類並びに第五十四条第二項第二号から第四号までに掲げる書類及び同条第三 

項の書類 

六 各事業年度において、事業報告書等を第二十九条の規定により所轄庁に提出していること。  

七 法令又は法令に基づいてする行政庁の処分に違反する事実、偽りその他不正の行為により利益を得、又は得ようとした事

実その他公益に反する事実がないこと。  

八 前条第二項の申請書を提出した日を含む事業年度の初日において、その設立の日以後一年を超える期間が経過しているこ

と。  

九 実績判定期間において、第三号、第四号イ及びロ並びに第五号から第七号までに掲げる基準（当該実績判定期間中に、前

条第一項の認定又は第五十八条第一項の特例認定を受けていない期間が含まれる場合には、当該期間については第五号ロに掲

げる基準を除く。）に適合していること。  

２ 前項の規定にかかわらず、前条第一項の認定の申請をした特定非営利活動法人の実績判定期間に国の補助金等がある場合及び

政令で定める小規模な特定非営利活動法人が同項の認定の申請をした場合における前項第一号イに規定する割合の計算について

は、政令で定める方法によることができる。 

（合併特定非営利活動法人に関する適用）  

第四十六条 前二条に定めるもののほか、第四十四条第一項の認定を受けようとする特定非営利活動法人が合併後存続した特定非

営利活動法人又は合併によって設立した特定非営利活動法人で同条第二項の申請書を提出しようとする事業年度の初日において

その合併又は設立の日以後一年を超える期間が経過していないものである場合における前二条の規定の適用に関し必要な事項は、

政令で定める。  

（欠格事由）  

第四十七条 第四十五条の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する特定非営利活動法人は、第四十四条第一項の認定を受ける

ことができない。  

一 その役員のうちに、次のいずれかに該当する者があるもの  

イ 認定特定非営利活動法人が第六十七条第一項若しくは第二項の規定により第四十四条第一項の認定を取り消された場合又

は特例認定特定非営利活動法人が第六十七条第三項において準用する同条第一項若しくは第二項の規定により第五十八条第

一項の特例認定を取り消された場合において、その取消しの原因となった事実があった日以前一年内に当該認定特定非営利

活動法人又は当該特例認定特定非営利活動法人のその業務を行う理事であった者でその取消しの日から五年を経過しないも

の 
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ロ 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者 

ハ この法律若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反したことにより、若しくは刑法第二百四

条 、第二百六条、第二百八条、第二百八条の二、第二百二十二条若しくは第二百四十七条の罪若しくは暴力行為等処罰に

関する法律の罪を犯したことにより、又は国税若しくは地方税に関する法律中偽りその他不正の行為により国税若しくは地

方税を免れ、納付せず、若しくはこれらの税の還付を受け、若しくはこれらの違反行為をしようとすることに関する罪を定

めた規定に違反したことにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日か

ら五年を経過しない者 

ニ 暴力団の構成員等 

二 第六十七条第一項若しくは第二項の規定により第四十四条第一項の認定を取り消され、又は第六十七条第三項において準用

する同条第一項若しくは第二項の規定により第五十八条第一項の特例認定を取り消され、その取消しの日から五年を経過しな

いもの  

三 その定款又は事業計画書の内容が法令又は法令に基づいてする行政庁の処分に違反しているもの  

四 国税又は地方税の滞納処分の執行がされているもの又は当該滞納処分の終了の日から三年を経過しないもの  

五 国税に係る重加算税又は地方税に係る重加算金を課された日から三年を経過しないもの  

六 次のいずれかに該当するもの  

イ 暴力団 

ロ 暴力団又は暴力団の構成員等の統制の下にあるもの 

（認定に関する意見聴取）  

第四十八条 所轄庁は、第四十四条第一項の認定をしようとするときは、次の各号に掲げる事由の区分に応じ、当該事由の有無に

ついて、当該各号に定める者の意見を聴くことができる。  

一 前条第一号ニ及び第六号に規定する事由 警視総監又は道府県警察本部長  

二 前条第四号及び第五号に規定する事由 国税庁長官、関係都道府県知事又は関係市町村長（以下「国税庁長官等」という。）  

（認定の通知等）  

第四十九条 所轄庁は、第四十四条第一項の認定をしたときはその旨を、同項の認定をしないことを決定したときはその旨及びそ

の理由を、当該申請をした特定非営利活動法人に対し、速やかに、書面により通知しなければならない。  

２ 所轄庁は、第四十四条第一項の認定をしたときは、インターネットの利用その他の適切な方法により、当該認定に係る認定特

定非営利活動法人に係る次に掲げる事項を公示しなければならない。  

一 名称  

二 代表者の氏名  

三 主たる事務所及びその他の事務所の所在地  

四 当該認定の有効期間  

五 前各号に掲げるもののほか、都道府県又は指定都市の条例で定める事項  

３ 所轄庁は、特定非営利活動法人で二以上の都道府県の区域内に事務所を設置するものについて第四十四条第一項の認定をした

ときは、当該認定に係る認定特定非営利活動法人の名称その他の内閣府令で定める事項を、その主たる事務所が所在する都道府

県以外の都道府県でその事務所が所在する都道府県の知事（以下「所轄庁以外の関係知事」という。）に対し通知しなければな

らない。  

４ 認定特定非営利活動法人で二以上の都道府県の区域内に事務所を設置するものは、第一項の規定による認定の通知を受けたと

きは、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、次に掲げる書類を所轄庁以外の関係知事に提出しなければならない。  

一 直近の事業報告書等（合併後当該書類が作成されるまでの間は、第三十四条第五項において準用する第十条第一項第七号の

事業計画書、第三十四条第五項において準用する第十条第一項第八号の活動予算書及び第三十五条第一項の財産目録。第五十

二条第四項において同じ。）、役員名簿及び定款等  

二 第四十四条第二項の規定により所轄庁に提出した同項各号に掲げる添付書類の写し  

三 認定に関する書類の写し  

（名称等の使用制限）  

第五十条 認定特定非営利活動法人でない者は、その名称又は商号中に、認定特定非営利活動法人であると誤認されるおそれのあ

る文字を用いてはならない。  

２ 何人も、不正の目的をもって、他の認定特定非営利活動法人であると誤認されるおそれのある名称又は商号を使用してはなら

ない。  

（認定の有効期間及びその更新）  

第五十一条 第四十四条第一項の認定の有効期間（次項の有効期間の更新がされた場合にあっては、当該更新された有効期間。以

下この条及び第五十七条第一項第一号において同じ。）は、当該認定の日（次項の有効期間の更新がされた場合にあっては、従

前の認定の有効期間の満了の日の翌日。第五十四条第一項において同じ。）から起算して五年とする。  

２ 前項の有効期間の満了後引き続き認定特定非営利活動法人として特定非営利活動を行おうとする認定特定非営利活動法人は、

その有効期間の更新を受けなければならない。  

３ 前項の有効期間の更新を受けようとする認定特定非営利活動法人は、第一項の有効期間の満了の日の六月前から三月前までの
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間（以下この項において「更新申請期間」という。）に、所轄庁に有効期間の更新の申請をしなければならない。ただし、災害

その他やむを得ない事由により更新申請期間にその申請をすることができないときは、この限りでない。  

４ 前項の申請があった場合において、第一項の有効期間の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の認定

は、同項の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なお効力を有する。  

５ 第四十四条第二項（第一号に係る部分を除く。）及び第三項、第四十五条第一項（第三号ロ、第六号、第八号及び第九号に係

る部分を除く。）及び第二項、第四十六条から第四十八条まで並びに第四十九条第一項、第二項及び第四項（第一号に係る部分

を除く。）の規定は、第二項の有効期間の更新について準用する。ただし、第四十四条第二項第二号及び第三号に掲げる書類に

ついては、既に所轄庁に提出されている当該書類の内容に変更がないときは、その添付を省略することができる。  

（役員の変更等の届出、定款の変更の届出等及び事業報告書等の提出に係る特例並びにこれらの書類の閲覧）  

第五十二条 認定特定非営利活動法人についての第二十三条、第二十五条第六項及び第七項並びに第二十九条の規定の適用につい

ては、これらの規定中「所轄庁に」とあるのは、「所轄庁（二以上の都道府県の区域内に事務所を設置する認定特定非営利活動

法人にあっては、所轄庁及び所轄庁以外の関係知事）に」とする。  

２ 二以上の都道府県の区域内に事務所を設置する認定特定非営利活動法人は、第二十五条第三項の定款の変更の認証を受けたと

きは、都道府県又は指定都市の条例で定めるところにより、遅滞なく、当該定款の変更を議決した社員総会の議事録の謄本及び

変更後の定款を所轄庁以外の関係知事に提出しなければならない。  

３ 第二十六条第一項の場合においては、認定特定非営利活動法人は、同条第二項に掲げる添付書類のほか、内閣府令で定めると

ころにより、寄附者名簿その他の内閣府令で定める書類を申請書に添付しなければならない。  

４ 認定特定非営利活動法人は、事業報告書等、役員名簿又は定款等の閲覧の請求があった場合には、正当な理由がある場合を除

いて、これをその事務所において閲覧させなければならない。  

（代表者の氏名の変更の届出等並びに事務所の新設及び廃止に関する通知等）  

第五十三条 認定特定非営利活動法人は、代表者の氏名に変更があったときは、遅滞なく、その旨を所轄庁に届け出なければなら

ない。  

２ 所轄庁は、認定特定非営利活動法人について、第四十九条第二項各号（第二号及び第四号を除く。）に掲げる事項に係る定款

の変更についての第二十五条第三項の認証をしたとき若しくは同条第六項の届出を受けたとき、前項の届出を受けたとき又は第

四十九条第二項第五号に掲げる事項に変更があったときは、インターネットの利用その他の適切な方法により、その旨を公示し

なければならない。  

３ 所轄庁は、認定特定非営利活動法人の事務所が所在する都道府県以外の都道府県の区域内に新たに事務所を設置する旨又はそ

の主たる事務所が所在する都道府県以外の都道府県の区域内の全ての事務所を廃止する旨の定款の変更についての第二十五条第

三項の認証をしたとき又は同条第六項の届出を受けたときは、その旨を当該都道府県の知事に通知しなければならない。  

４ 認定特定非営利活動法人は、その事務所が所在する都道府県以外の都道府県の区域内に新たに事務所を設置したときは、内閣

府令で定めるところにより、遅滞なく、第四十九条第四項各号に掲げる書類を、当該都道府県の知事に提出しなければならない。  

（認定申請の添付書類及び役員報酬規程等の備置き等及び閲覧）  

第五十四条 認定特定非営利活動法人は、第四十四条第一項の認定を受けたときは、同条第二項第二号及び第三号に掲げる書類を、

都道府県又は指定都市の条例で定めるところにより、同条第一項の認定の日から起算して五年間、その事務所に備え置かなけれ

ばならない。  

２ 認定特定非営利活動法人は、毎事業年度初めの三月以内に、都道府県又は指定都市の条例で定めるところにより、次に掲げる

書類を作成し、第一号に掲げる書類についてはその作成の日から起算して五年間、第二号から第四号までに掲げる書類について

はその作成の日から起算して五年が経過した日を含む事業年度の末日までの間、その事務所に備え置かなければならない。  

一 前事業年度の寄附者名簿  

二 前事業年度の役員報酬又は職員給与の支給に関する規程  

三 前事業年度の収益の明細その他の資金に関する事項、資産の譲渡等に関する事項、寄附金に関する事項その他の内閣府令で

定める事項を記載した書類  

四 前三号に掲げるもののほか、内閣府令で定める書類 

３ 認定特定非営利活動法人は、助成金の支給を行ったときは、都道府県又は指定都市の条例で定めるところにより、遅滞なく、

その助成の実績を記載した書類を作成し、その作成の日から起算して五年が経過した日を含む事業年度の末日までの間、これを

その事務所に備え置かなければならない。  

４ 認定特定非営利活動法人は、第四十四条第二項第二号若しくは第三号に掲げる書類又は第二項第二号から第四号までに掲げる

書類若しくは前項の書類の閲覧の請求があった場合には、正当な理由がある場合を除いて、これをその事務所において閲覧させ

なければならない。  

（役員報酬規程等の提出）  

第五十五条 認定特定非営利活動法人は、都道府県又は指定都市の条例で定めるところにより、毎事業年度一回、前条第二項第二

号から第四号までに掲げる書類を所轄庁（二以上の都道府県の区域内に事務所を設置する認定特定非営利活動法人にあっては、

所轄庁及び所轄庁以外の関係知事。次項において同じ。）に提出しなければならない。  

２ 認定特定非営利活動法人は、助成金の支給を行ったときは、都道府県又は指定都市の条例で定めるところにより、前条第三項

の書類を所轄庁に提出しなければならない。  
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（役員報酬規程等の公開）  

第五十六条 所轄庁は、認定特定非営利活動法人から提出を受けた第四十四条第二項第二号若しくは第三号に掲げる書類又は第五

十四条第二項第二号から第四号までに掲げる書類若しくは同条第三項の書類（過去五年間に提出を受けたものに限る。）につい

て閲覧又は謄写の請求があったときは、都道府県又は指定都市の条例で定めるところにより、これを閲覧させ、又は謄写させな

ければならない。  

（認定の失効）  

第五十七条 認定特定非営利活動法人について、次のいずれかに掲げる事由が生じたときは、第四十四条第一項の認定は、その効

力を失う。  

一 第四十四条第一項の認定の有効期間が経過したとき（第五十一条第四項に規定する場合にあっては、更新拒否処分がされた

とき。）。  

二 認定特定非営利活動法人が認定特定非営利活動法人でない特定非営利活動法人と合併をした場合において、その合併が第六

十三条第一項の認定を経ずにその効力を生じたとき（同条第四項に規定する場合にあっては、その合併の不認定処分がされた

とき。）。  

三 認定特定非営利活動法人が解散したとき。  

２ 所轄庁は、前項の規定により第四十四条第一項の認定がその効力を失ったときは、インターネットの利用その他の適切な方法

により、その旨を公示しなければならない。  

３ 所轄庁は、認定特定非営利活動法人で二以上の都道府県の区域内に事務所を設置するものについて第一項の規定により第四十

四条第一項の認定がその効力を失ったときは、その旨を所轄庁以外の関係知事に対し通知しなければならない。  

第二節 特例認定特定非営利活動法人  

（特例認定）  

第五十八条 特定非営利活動法人であって新たに設立されたもののうち、その運営組織及び事業活動が適正であって特定非営利活

動の健全な発展の基盤を有し公益の増進に資すると見込まれるものは、所轄庁の特例認定を受けることができる。  

２ 第四十四条第二項（第一号に係る部分を除く。）及び第三項の規定は、前項の特例認定を受けようとする特定非営利活動法人

について準用する。この場合において、同条第三項中「五年（同項の認定を受けたことのない特定非営利活動法人が同項の認定

を受けようとする場合にあっては、二年）」とあるのは、「二年」と読み替えるものとする。  

（特例認定の基準）  

第五十九条 所轄庁は、前条第一項の特例認定の申請をした特定非営利活動法人が次の各号に掲げる基準に適合すると認めるとき

は、同項の特例認定をするものとする。  

一 第四十五条第一項第二号から第九号までに掲げる基準に適合すること。  

二 前条第二項において準用する第四十四条第二項の申請書を提出した日の前日において、その設立の日（当該特定非営利活動

法人が合併後存続した特定非営利活動法人である場合にあっては当該特定非営利活動法人又はその合併によって消滅した各特

定非営利活動法人の設立の日のうち最も早い日、当該特定非営利活動法人が合併によって設立した特定非営利活動法人である

場合にあってはその合併によって消滅した各特定非営利活動法人の設立の日のうち最も早い日）から五年を経過しない特定非

営利活動法人であること。  

三 第四十四条第一項の認定又は前条第一項の特例認定を受けたことがないこと。  

（特例認定の有効期間）  

第六十条 第五十八条第一項の特例認定の有効期間は、当該特例認定の日から起算して三年とする。  

（特例認定の失効）  

第六十一条 特例認定特定非営利活動法人について、次のいずれかに掲げる事由が生じたときは、第五十八条第一項の特例認定は、

その効力を失う。  

一 第五十八条第一項の特例認定の有効期間が経過したとき。  

二 特例認定特定非営利活動法人が特例認定特定非営利活動法人でない特定非営利活動法人と合併をした場合において、その合

併が第六十三条第一項又は第二項の認定を経ずにその効力を生じたとき（同条第四項に規定する場合にあっては、その合併の

不認定処分がされたとき。）。  

三 特例認定特定非営利活動法人が解散したとき。  

四 特例認定特定非営利活動法人が第四十四条第一項の認定を受けたとき。  

（認定特定非営利活動法人に関する規定の準用）  

第六十二条 第四十六条から第五十条まで、第五十二条から第五十六条まで並びに第五十七条第二項及び第三項の規定は、特例認

定特定非営利活動法人について準用する。この場合において、第五十四条第一項中「五年間」とあるのは「三年間」と、同条第

二項中「五年間」とあるのは「三年間」と、「その作成の日から起算して五年が経過した日を含む事業年度」とあるのは「翌々

事業年度」と、同条第三項中「五年が経過した日を含む事業年度の末日」とあるのは「第六十条の有効期間の満了の日」と、第
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五十六条中「五年間」とあるのは「三年間」と読み替えるものとする。  

第三節 認定特定非営利活動法人等の合併  

第六十三条 認定特定非営利活動法人が認定特定非営利活動法人でない特定非営利活動法人と合併をした場合は、合併後存続する

特定非営利活動法人又は合併によって設立した特定非営利活動法人は、その合併について所轄庁の認定がされたときに限り、合

併によって消滅した特定非営利活動法人のこの法律の規定による認定特定非営利活動法人としての地位を承継する。  

２ 特例認定特定非営利活動法人が特例認定特定非営利活動法人でない特定非営利活動法人（認定特定非営利活動法人であるもの

を除く。）と合併をした場合は、合併後存続する特定非営利活動法人又は合併によって設立した特定非営利活動法人は、その合

併について所轄庁の認定がされたときに限り、合併によって消滅した特定非営利活動法人のこの法律の規定による特例認定特定

非営利活動法人としての地位を承継する。  

３ 第一項の認定を受けようとする認定特定非営利活動法人又は前項の認定を受けようとする特例認定特定非営利活動法人は、第

三十四条第三項の認証の申請に併せて、所轄庁に第一項の認定又は前項の認定の申請をしなければならない。  

４ 前項の申請があった場合において、その合併がその効力を生ずる日までにその申請に対する処分がされないときは、合併後存

続する特定非営利活動法人又は合併によって設立した特定非営利活動法人は、その処分がされるまでの間は、合併によって消滅

した特定非営利活動法人のこの法律の規定による認定特定非営利活動法人又は特例認定特定非営利活動法人としての地位を承継

しているものとみなす。  

５ 第四十四条第二項及び第三項、第四十五条、第四十七条から第四十九条まで並びに第五十四条第一項の規定は第一項の認定に

ついて、第五十八条第二項において準用する第四十四条第二項及び第三項、第五十九条並びに前条において準用する第四十七条

から第四十九条まで及び第五十四条第一項の規定は第二項の認定について、それぞれ準用する。この場合において、必要な技術

的読替えその他これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。  

第四節 認定特定非営利活動法人等の監督  

（報告及び検査）  

第六十四条 所轄庁は、認定特定非営利活動法人又は特例認定特定非営利活動法人（以下「認定特定非営利活動法人等」という。）

が法令、法令に基づいてする行政庁の処分若しくは定款に違反し、又はその運営が著しく適正を欠いている疑いがあると認める

ときは、当該認定特定非営利活動法人等に対し、その業務若しくは財産の状況に関し報告をさせ、又はその職員に、当該認定特

定非営利活動法人等の事務所その他の施設に立ち入り、その業務若しくは財産の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査さ

せることができる。  

２ 所轄庁以外の関係知事は、認定特定非営利活動法人等が法令、法令に基づいてする行政庁の処分若しくは定款に違反し、又は

その運営が著しく適正を欠いている疑いがあると認めるときは、当該認定特定非営利活動法人等に対し、当該都道府県の区域内

における業務若しくは財産の状況に関し報告をさせ、又はその職員に、当該都道府県の区域内に所在する当該認定特定非営利活

動法人等の事務所その他の施設に立ち入り、その業務若しくは財産の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることが

できる。  

３ 所轄庁又は所轄庁以外の関係知事は、前二項の規定による検査をさせる場合においては、当該検査をする職員に、これらの項

の疑いがあると認める理由を記載した書面を、あらかじめ、当該認定特定非営利活動法人等の役員その他の当該検査の対象とな

っている事務所その他の施設の管理について権限を有する者（第五項において「認定特定非営利活動法人等の役員等」という。）

に提示させなければならない。  

４ 前項の規定にかかわらず、所轄庁又は所轄庁以外の関係知事が第一項又は第二項の規定による検査の適正な遂行に支障を及ぼ

すおそれがあると認める場合には、前項の規定による書面の提示を要しない。  

５ 前項の場合において、所轄庁又は所轄庁以外の関係知事は、第一項又は第二項の規定による検査を終了するまでの間に、当該

検査をする職員に、これらの項の疑いがあると認める理由を記載した書面を、認定特定非営利活動法人等の役員等に提示させる

ものとする。  

６ 第三項又は前項の規定は、第一項又は第二項の規定による検査をする職員が、当該検査により第三項又は前項の規定により理

由として提示した事項以外の事項について第一項又は第二項の疑いがあると認められることとなった場合において、当該事項に

関し検査を行うことを妨げるものではない。この場合において、第三項又は前項の規定は、当該事項に関する検査については適

用しない。  

７ 第四十一条第三項及び第四項の規定は、第一項又は第二項の規定による検査について準用する。  

（勧告、命令等）  

第六十五条 所轄庁は、認定特定非営利活動法人等について、第六十七条第二項各号（同条第三項において準用する場合を含む。

次項において同じ。）のいずれかに該当すると疑うに足りる相当な理由がある場合には、当該認定特定非営利活動法人等に対し、

期限を定めて、その改善のために必要な措置を採るべき旨の勧告をすることができる。  

２ 所轄庁以外の関係知事は、認定特定非営利活動法人等について、第六十七条第二項各号（第一号にあっては、第四十五条第一

項第三号に係る部分を除く。）のいずれかに該当すると疑うに足りる相当な理由がある場合には、当該認定特定非営利活動法人

等に対し、期限を定めて、当該都道府県の区域内における事業活動について、その改善のために必要な措置を採るべき旨の勧告

をすることができる。  

３ 所轄庁又は所轄庁以外の関係知事は、前二項の規定による勧告をしたときは、インターネットの利用その他の適切な方法によ
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り、その勧告の内容を公表しなければならない。  

４ 所轄庁又は所轄庁以外の関係知事は、第一項又は第二項の規定による勧告を受けた認定特定非営利活動法人等が、正当な理由

がなく、その勧告に係る措置を採らなかったときは、当該認定特定非営利活動法人等に対し、その勧告に係る措置を採るべきこ

とを命ずることができる。  

５ 第一項及び第二項の規定による勧告並びに前項の規定による命令は、書面により行うよう努めなければならない。  

６ 所轄庁又は所轄庁以外の関係知事は、第四項の規定による命令をしたときは、インターネットの利用その他の適切な方法によ

り、その旨を公示しなければならない。  

７ 所轄庁又は所轄庁以外の関係知事は、第一項若しくは第二項の規定による勧告又は第四項の規定による命令をしようとすると

きは、次の各号に掲げる事由の区分に応じ、当該事由の有無について、当該各号に定める者の意見を聴くことができる。  

一 第四十七条第一号ニ又は第六号に規定する事由 警視総監又は道府県警察本部長  

二 第四十七条第四号又は第五号に規定する事由 国税庁長官等  

（その他の事業の停止）  

第六十六条 所轄庁は、その他の事業を行う認定特定非営利活動法人につき、第五条第一項の規定に違反してその他の事業から生

じた利益が当該認定特定非営利活動法人が行う特定非営利活動に係る事業以外の目的に使用されたと認めるときは、当該認定特

定非営利活動法人に対し、その他の事業の停止を命ずることができる。  

２ 前条第五項及び第六項の規定は、前項の規定による命令について準用する。  

（認定又は特例認定の取消し）  

第六十七条 所轄庁は、認定特定非営利活動法人が次のいずれかに該当するときは、第四十四条第一項の認定を取り消さなければ

ならない。  

一 第四十七条各号（第二号を除く。）のいずれかに該当するとき。  

二 偽りその他不正の手段により第四十四条第一項の認定、第五十一条第二項の有効期間の更新又は第六十三条第一項の認定を

受けたとき。  

三 正当な理由がなく、第六十五条第四項又は前条第一項の規定による命令に従わないとき。  

四 認定特定非営利活動法人から第四十四条第一項の認定の取消しの申請があったとき。  

２ 所轄庁は、認定特定非営利活動法人が次のいずれかに該当するときは、第四十四条第一項の認定を取り消すことができる。  

一 第四十五条第一項第三号、第四号イ若しくはロ又は第七号に掲げる基準に適合しなくなったとき。  

二 第二十九条、第五十二条第四項又は第五十四条第四項の規定を遵守していないとき。  

三 前二号に掲げるもののほか、法令又は法令に基づいてする行政庁の処分に違反したとき。  

３ 前二項の規定は、第五十八条第一項の特例認定について準用する。この場合において、第一項第二号中「、第五十一条第二項

の有効期間の更新又は第六十三条第一項の認定」とあるのは、「又は第六十三条第二項の認定」と読み替えるものとする。  

４ 第四十三条第三項及び第四項、第四十九条第一項から第三項まで並びに第六十五条第七項の規定は、第一項又は第二項の規定

による認定の取消し（第六十九条において「認定の取消し」という。）及び前項において準用する第一項又は第二項の規定によ

る特例認定の取消し（同条において「特例認定の取消し」という。）について準用する。  

（所轄庁への意見等）  

第六十八条 所轄庁以外の関係知事は、認定特定非営利活動法人等が第六十五条第四項の規定による命令に従わなかった場合その

他の場合であって、所轄庁が当該認定特定非営利活動法人等に対して適当な措置を採ることが必要であると認めるときは、所轄

庁に対し、その旨の意見を述べることができる。  

２ 次の各号に掲げる者は、認定特定非営利活動法人等についてそれぞれ当該各号に定める事由があると疑うに足りる相当な理由

があるため、所轄庁が当該認定特定非営利活動法人等に対して適当な措置を採ることが必要であると認める場合には、所轄庁に

対し、その旨の意見を述べることができる。  

一 警視総監又は道府県警察本部長 第四十七条第一号ニ又は第六号に該当する事由  

二 国税庁長官等 第四十七条第四号又は第五号に該当する事由  

３ 所轄庁は、この章に規定する認定特定非営利活動法人等に関する事務の実施に関して特に必要があると認めるときは、所轄庁

以外の関係知事に対し、当該所轄庁以外の関係知事が採るべき措置について、必要な要請をすることができる。  

（所轄庁への指示）  

第六十九条 内閣総理大臣は、この章に規定する認定特定非営利活動法人等に関する事務の実施に関して地域間の均衡を図るため

特に必要があると認めるときは、所轄庁に対し、第六十五条第一項の規定による勧告、同条第四項の規定による命令、第六十六

条第一項の規定による命令又は認定の取消し若しくは特例認定の取消しその他の措置を採るべきことを指示することができる。 

第四章 税法上の特例  

第七十条 特定非営利活動法人は、法人税法その他法人税に関する法令の規定の適用については、同法第二条第六号に規定する公

益法人等とみなす。この場合において、同法第三十七条の規定を適用する場合には同条第四項中「公益法人等（」とあるのは「公

益法人等（特定非営利活動促進法（平成十年法律第七号）第二条第二項に規定する法人（以下「特定非営利活動法人」という。）

並びに」と、同法第六十六条の規定を適用する場合には同条第一項及び第二項中「普通法人」とあるのは「普通法人（特定非営
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利活動法人を含む。）」と、同条第三項中「公益法人等（」とあるのは「公益法人等（特定非営利活動法人及び」と、租税特別

措置法（昭和三十二年法律第二十六号）第六十八条の六の規定を適用する場合には同条中「みなされているもの」とあるのは「み

なされているもの（特定非営利活動促進法第二条第二項に規定する法人については、小規模な法人として政令で定めるものに限

る。）」とする。  

２ 特定非営利活動法人は、消費税法（昭和六十三年法律第百八号）その他消費税に関する法令の規定の適用については、同法別

表第三に掲げる法人とみなす。  

３ 特定非営利活動法人は、地価税法（平成三年法律第六十九号）その他地価税に関する法令の規定（同法第三十三条の規定を除

く。）の適用については、同法第二条第六号に規定する公益法人等とみなす。ただし、同法第六条の規定による地価税の非課税

に関する法令の規定の適用については、同法第二条第七号に規定する人格のない社団等とみなす。  

第七十一条 個人又は法人が、認定特定非営利活動法人等に対し、その行う特定非営利活動に係る事業に関連する寄附又は贈与を

したときは、租税特別措置法で定めるところにより、当該個人又は法人に対する所得税、法人税又は相続税の課税について寄附

金控除等の特例の適用があるものとする。  

第五章 雑則  

（情報の提供等）  

第七十二条 内閣総理大臣及び所轄庁は、特定非営利活動法人に対する寄附その他の特定非営利活動への市民の参画を促進するた

め、認定特定非営利活動法人等その他の特定非営利活動法人の事業報告書その他の活動の状況に関するデータベースの整備を図

り、国民にインターネットその他の高度情報通信ネットワークの利用を通じて迅速に情報を提供できるよう必要な措置を講ずる

ものとする。  

２ 所轄庁及び特定非営利活動法人は、特定非営利活動法人の事業報告書その他の活動の状況に関する情報を前項の規定により内

閣総理大臣が整備するデータベースに記録することにより、当該情報の積極的な公表に努めるものとする。 

（協力依頼）  

第七十三条 所轄庁は、この法律の施行のため必要があると認めるときは、官庁、公共団体その他の者に照会し、又は協力を求め

ることができる。  

（行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の適用）  

第七十四条 第十条第一項の規定による申請及び同条第二項（第二十五条第五項及び第三十四条第五項において準用する場合を含

む。）の規定による縦覧、第十二条第三項（第二十五条第五項及び第三十四条第五項において準用する場合を含む。）の規定に

よる通知、第十三条第二項（第三十九条第二項において準用する場合を含む。）の規定による届出、第二十三条第一項の規定に

よる届出、第二十五条第三項の規定による申請、同条第六項の規定による届出及び同条第七項の規定による提出、第二十九条の

規定による提出、第三十条の規定による閲覧、第三十一条第二項の規定による申請、第三十四条第三項の規定による申請、第四

十三条第四項（第六十七条第四項において準用する場合を含む。）の規定による交付、第四十四条第一項の規定による申請、第

四十九条第一項（第五十一条第五項、第六十二条（第六十三条第五項において準用する場合を含む。）、第六十三条第五項及び

第六十七条第四項において準用する場合を含む。）の規定による通知及び第四十九条第四項（第五十一条第五項、第六十二条（第

六十三条第五項において準用する場合を含む。）及び第六十三条第五項において準用する場合を含む。）の規定による提出、第

五十一条第三項の規定による申請、第五十二条第二項（第六十二条において準用する場合を含む。）の規定による提出、第五十

三条第四項（第六十二条において準用する場合を含む。）の規定による提出、第五十五条第一項及び第二項（これらの規定を第

六十二条において準用する場合を含む。）の規定による提出、第五十六条（第六十二条において準用する場合を含む。）の規定

による閲覧、第五十八条第一項の規定による申請並びに第六十三条第三項の規定による申請について行政手続等における情報通

信の技術の利用に関する法律（平成十四年法律第百五十一号）の規定を適用する場合においては、同法中「主務省令」とあるの

は、「都道府県又は指定都市の条例」とし、同法第十二条の規定は、適用しない。  

（民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律の適用）  

第七十五条 第十四条（第三十九条第二項において準用する場合を含む。）の規定による作成及び備置き、第二十八条第一項の規

定による作成及び備置き、同条第二項の規定による備置き並びに同条第三項の規定による閲覧、第三十五条第一項の規定による

作成及び備置き、第四十五条第一項第五号（第五十一条第五項及び第六十三条第五項において準用する場合を含む。）の規定に

よる閲覧、第五十二条第四項（第六十二条において準用する場合を含む。）の規定による閲覧、第五十四条第一項（第六十二条

（第六十三条第五項において準用する場合を含む。）及び第六十三条第五項において準用する場合を含む。）の規定による備置

き、第五十四条第二項及び第三項（これらの規定を第六十二条において準用する場合を含む。）の規定による作成及び備置き並

びに第五十四条第四項（第六十二条において準用する場合を含む。）の規定による閲覧について民間事業者等が行う書面の保存

等における情報通信の技術の利用に関する法律（平成十六年法律第百四十九号）の規定を適用する場合においては、同法中「主

務省令」とあるのは、「都道府県又は指定都市の条例」とし、同法第九条の規定は、適用しない。  

（実施規定）  

第七十六条 この法律に定めるもののほか、この法律の規定の実施のための手続その他その執行に関し必要な細則は、内閣府令又

は都道府県若しくは指定都市の条例で定める。  
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第六章 罰則  

第七十七条 偽りその他不正の手段により第四十四条第一項の認定、第五十一条第二項の有効期間の更新、第五十八条第一項の特

例認定又は第六十三条第一項若しくは第二項の認定を受けた者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。  

第七十八条 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。  

一 正当な理由がないのに、第四十二条の規定による命令に違反して当該命令に係る措置を採らなかった者  

二 第五十条第一項の規定に違反して、認定特定非営利活動法人であると誤認されるおそれのある文字をその名称又は商号中に

用いた者  

三 第五十条第二項の規定に違反して、他の認定特定非営利活動法人であると誤認されるおそれのある名称又は商号を使用した

者  

四 第六十二条において準用する第五十条第一項の規定に違反して、特例認定特定非営利活動法人であると誤認されるおそれの

ある文字をその名称又は商号中に用いた者  

五 第六十二条において準用する第五十条第二項の規定に違反して、他の特例認定特定非営利活動法人であると誤認されるおそ

れのある名称又は商号を使用した者  

六 正当な理由がないのに、第六十五条第四項の規定による命令に違反して当該命令に係る措置を採らなかった者  

七 正当な理由がないのに、第六十六条第一項の規定による停止命令に違反して引き続きその他の事業を行った者  

第七十九条 法人（法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。）の代表者若しくは

管理人又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前二条の違反行為をしたときは、

行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。  

２ 法人でない団体について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人が、その訴訟行為につき法人でない団体を

代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。  

第八十条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、特定非営利活動法人の理事、監事又は清算人は、二十万円以下の過料

に処する。  

一 第七条第一項の規定による政令に違反して、登記することを怠ったとき。  

二 第十四条（第三十九条第二項において準用する場合を含む。）の規定に違反して、財産目録を備え置かず、又はこれに記載

すべき事項を記載せず、若しくは不実の記載をしたとき。  

三 第二十三条第一項若しくは第二十五条第六項（これらの規定を第五十二条第一項（第六十二条において準用する場合を含む。）

の規定により読み替えて適用する場合を含む。）又は第五十三条第一項（第六十二条において準用する場合を含む。）の規定

に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。  

四 第二十八条第一項若しくは第二項、第五十四条第一項（第六十二条（第六十三条第五項において準用する場合を含む。）及

び第六十三条第五項において準用する場合を含む。）又は第五十四条第二項及び第三項（これらの規定を第六十二条において

準用する場合を含む。）の規定に違反して、書類を備え置かず、又はこれに記載すべき事項を記載せず、若しくは不実の記載

をしたとき。  

五 第二十五条第七項若しくは第二十九条（これらの規定を第五十二条第一項（第六十二条において準用する場合を含む。）の

規定により読み替えて適用する場合を含む。）、第四十九条第四項（第五十一条第五項、第六十二条（第六十三条第五項にお

いて準用する場合を含む。）及び第六十三条第五項において準用する場合を含む。）又は第五十二条第二項、第五十三条第四

項若しくは第五十五条第一項若しくは第二項（これらの規定を第六十二条において準用する場合を含む。）の規定に違反して、

書類の提出を怠ったとき。  

六 第三十一条の三第二項又は第三十一条の十二第一項の規定に違反して、破産手続開始の申立てをしなかったとき。  

七 第二十八条の二第一項、第三十一条の十第一項又は第三十一条の十二第一項の規定に違反して、公告をせず、又は不正の公

告をしたとき。  

八 第三十五条第一項の規定に違反して、書類の作成をせず、又はこれに記載すべき事項を記載せず、若しくは不実の記載をし

たとき。  

九 第三十五条第二項又は第三十六条第二項の規定に違反したとき。  

十 第四十一条第一項又は第六十四条第一項若しくは第二項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの

項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。  

第八十一条  第四条の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。  

別表（第二条関係）  

一 保健、医療又は福祉の増進を図る活動 

二 社会教育の推進を図る活動 

三 まちづくりの推進を図る活動 

四 観光の振興を図る活動 

五 農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動 

六 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動 
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七 環境の保全を図る活動 

八 災害救援活動 

九 地域安全活動 

十 人権の擁護又は平和の推進を図る活動 

十一 国際協力の活動 

十二 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動 

十三 子どもの健全育成を図る活動 

十四 情報化社会の発展を図る活動 

十五 科学技術の振興を図る活動 

十六 経済活動の活性化を図る活動 

十七 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動 

十八 消費者の保護を図る活動 

十九 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動 

二十 前各号に掲げる活動に準ずる活動として都道府県又は指定都市の条例で定める活動 

附 則 （平成二三年六月二二日法律第七〇号） 抄 

（施行期日） 

第一条 この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、次条の規定は公布の日から、附則第十七条の規定は地域の自

主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律（平成二十三年法律第三十七号）の公布の

日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日から施行する。 

（旧特定非営利活動促進法の規定に基づいてされた申請等及びこれに係る事務の引継ぎに関する経過措置） 

第二条 この法律の施行の日（以下「施行日」という。）前に、この法律による改正前の特定非営利活動促進法（以下「旧特定非

営利活動促進法」という。）の規定に基づいて旧特定非営利活動促進法第九条の所轄庁（次項において「旧所轄庁」という。）

に対してされた申請等（申請、届出及び提出をいう。同項において同じ。）は、この法律による改正後の特定非営利活動促進法

（以下「新特定非営利活動促進法」という。）第九条の所轄庁（同項において「新所轄庁」という。）に対してされたものとす

る。 

２ 旧所轄庁は、この法律の施行の際、新所轄庁となる都道府県の知事又は指定都市（地方自治法（昭和二十二年法律第六十七号）

第二百五十二条の十九第一項の指定都市をいう。）の長に対し、その事務の遂行に支障が生じることのないよう、旧特定非営利

活動促進法の規定に基づいてされた申請等に係る書類その他の資料を、適時かつ適切な方法で引き継ぐものとする。 

（認証の申請に関する経過措置） 

第三条 新特定非営利活動促進法第十条第一項の規定は、施行日以後に同項の認証の申請をする者の当該申請に係る申請書に添付

すべき書類について適用し、施行日前に旧特定非営利活動促進法第十条第一項の認証の申請をした者の当該申請に係る申請書に

添付すべき書類については、なお従前の例による。 

２ 当分の間、特定非営利活動法人は、新特定非営利活動促進法第十条第一項第八号の規定にかかわらず、同号の活動予算書に代

えて、旧特定非営利活動促進法第十条第一項第八号の収支予算書を添付することができる。 

３ 前項の規定により添付することができることとされる収支予算書は、新特定非営利活動促進法第十条第一項第八号の活動予算

書とみなして、新特定非営利活動促進法の規定を適用する。 

（役員名簿に関する経過措置） 

第四条 特定非営利活動法人は、施行日以後最初に新特定非営利活動促進法第二十九条に掲げる書類を提出するとき（施行日以後

に新特定非営利活動促進法第二十三条第一項の規定により変更後の役員名簿を添えて届け出た場合を除く。）は、役員名簿（役

員の氏名及び住所又は居所並びに各役員についての報酬の有無を記載した名簿をいう。次項において同じ。）を併せて提出しな

ければならない。 

２ 前項の規定に違反して、役員名簿の提出を怠ったときは、特定非営利活動法人の理事、監事又は清算人は、二十万円以下の過

料に処する。 

（定款の変更に関する経過措置） 

第五条 新特定非営利活動促進法第二十五条第三項及び第四項の規定は施行日以後に同条第三項の認証の申請をする特定非営利活

動法人について、同条第六項の規定は施行日以後に同項の届出をする特定非営利活動法人について適用し、施行日前に旧特定非

営利活動促進法第二十五条第三項の認証の申請又は同条第六項の届出をした特定非営利活動法人については、なお従前の例によ

る。 

２ 新特定非営利活動促進法第二十五条第七項の規定は、施行日以後に同条第三項の認証の申請又は同条第六項の届出をする特定

非営利活動法人について適用し、施行日前に旧特定非営利活動促進法第二十五条第三項の認証の申請又は同条第六項の届出をし

た特定非営利活動法人については、なお従前の例による。 

（事業報告書等及び活動計算書に関する経過措置） 

第六条 新特定非営利活動促進法第二十八条第一項の規定は、施行日以後に開始する事業年度に係る同項に規定する事業報告書等
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について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る旧特定非営利活動促進法第二十八条第一項に規定する事業報告書等及び役

員名簿等については、なお従前の例による。 

２ 当分の間、特定非営利活動法人は、新特定非営利活動促進法第二十八条第一項の規定にかかわらず、新特定非営利活動促進法

第二十七条第三号の活動計算書に代えて、旧特定非営利活動促進法第二十七条第三号の収支計算書を作成し、備え置くことがで

きる。 

３ 前項の規定により作成し、備え置くことができることとされる収支計算書は、新特定非営利活動促進法第二十七条第三号の活

動計算書とみなして、新特定非営利活動促進法の規定を適用する。 

４ 新特定非営利活動促進法第二十九条の規定は、施行日以後に開始する事業年度に係る同条に規定する事業報告書等について適

用し、施行日前に開始した事業年度に係る旧特定非営利活動促進法第二十九条第一項に規定する事業報告書等、役員名簿等及び

定款等については、なお従前の例による。 

（仮認定に関する経過措置） 

第七条 施行日から起算して三年を経過する日までの間に新特定非営利活動促進法第五十八条第二項の規定により準用する新特定

非営利活動促進法第四十四条第二項の申請書を提出した特定非営利活動法人については、新特定非営利活動促進法第五十九条（第

二号に係る部分に限る。）の規定は、適用しない。 

（罰則に関する経過措置） 

第八条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後

にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

（政令への委任） 

第十八条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 

（検討） 

第十九条 特定非営利活動法人制度については、この法律の施行後三年を目途として、新特定非営利活動促進法の実施状況、特定

非営利活動を取り巻く社会経済情勢の変化等を勘案し、特定非営利活動法人の認定に係る制度、特定非営利活動法人に対する寄

附を促進させるための措置、「特定非営利活動法人」という名称その他の特定非営利活動に関する施策の在り方について検討が

加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。 

  附 則 （平成二八年六月七日法律第七〇号） 抄 

（施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲

げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 

一  第七十二条の見出しの改正規定及び同条に一項を加える改正規定公布の日 

二  第十四条の七第三項の改正規定、第二十八条の次に一条を加える改正規定及び第八十条第七号の改正規定並びに附則第四

条の規定公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日 

（認証の申請に関する経過措置） 

第二条 この法律による改正後の特定非営利活動促進法（以下「新法」という。）第十条第二項及び第三項（これらの規定を新法

第二十五条第五項及び第三十四条第五項において準用する場合を含む。）の規定は、この法律の施行の日（以下「施行日」とい

う。）以後に新法第十条第一項、第二十五条第三項又は第三十四条第三項の認証の申請があった場合について適用し、施行日前

にこの法律による改正前の特定非営利活動促進法（以下「旧法」という。）第十条第一項、第二十五条第三項又は第三十四条第

三項の認証の申請があった場合については、なお従前の例による。 

（事業報告書等に関する経過措置） 

第三条 新法第二十八条第一項及び第三十条の規定は、施行日以後に開始する事業年度に係る新法第二十八条第一項に規定する事

業報告書等について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る旧法第二十八条第一項に規定する事業報告書等については、な

お従前の例による。 

（貸借対照表の公告に関する経過措置） 

第四条 新法第二十八条の二第一項の規定は、特定非営利活動法人（新法第二条第二項に規定する特定非営利活動法人をいう。以

下同じ。）が附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日（以下この条において「第二号施行日」という。）以後に新法第二十八

条第一項の規定により作成する貸借対照表について適用する。 

２ 特定非営利活動法人が施行日前に旧法第二十八条第一項の規定により作成し、又は施行日から第二号施行日の前日までの間に

新法第二十八条第一項の規定により作成した貸借対照表のうち直近の事業年度に係るもの（以下この項及び次項において「特定

貸借対照表」という。）については、当該特定非営利活動法人が第二号施行日に同項の規定により作成したものとみなして新法

第二十八条の二第一項の規定を適用する。ただし、特定貸借対照表を作成した後に当該特定非営利活動法人について合併があっ

た場合は、この限りでない。 

３ 前項の規定は、第二号施行日までに定款で定める方法により特定貸借対照表を公告している特定非営利活動法人については、
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適用しない。 

（認定、有効期間の更新又は仮認定の基準に関する経過措置） 

第五条 施行日前に旧法第四十四条第一項の認定の申請、旧法第五十一条第三項の有効期間の更新の申請、旧法第五十八条第一項

の仮認定の申請又は旧法第六十三条第一項の認定若しくは同条第二項の認定の申請をした者のこれらの申請に係る認定、有効期

間の更新又は仮認定の基準については、なお従前の例による。 

（役員報酬規程等に関する経過措置） 

第六条 新法第五十四条第二項及び第五十六条（これらの規定を新法第六十二条において準用する場合を含む。）の規定は、施行

日以後に開始する事業年度に係る同項第二号から第四号まで（新法第六十二条において準用する場合を含む。）に掲げる書類に

ついて適用し、施行日前に開始した事業年度に係る旧法第五十四条第二項第二号から第四号まで（旧法第六十二条において準用

する場合を含む。）に掲げる書類については、なお従前の例による。 

（助成金の支給に係る書類に関する経過措置） 

第七条 新法第五十四条第三項及び第五十六条（これらの規定を新法第六十二条において準用する場合を含む。）の規定は、施行

日以後に行われる助成金の支給に係る同項（新法第六十二条において準用する場合を含む。）の書類について適用し、施行日前

に行われた助成金の支給に係る旧法第五十四条第三項（旧法第六十二条において準用する場合を含む。）の書類については、な

お従前の例による。 

（海外への送金又は金銭の持出しに係る書類に関する経過措置） 

第八条 この法律の施行の際現に旧法第四十四条第一項の認定又は旧法第五十八条第一項の仮認定を受けている特定非営利活動法

人（以下この条において「認定特定非営利活動法人等」という。）による施行日の属する事業年度以前における海外への送金又

は金銭の持出しに係る旧法第五十四条第四項（旧法第六十二条において準用する場合を含む。）の書類の作成、当該認定特定非

営利活動法人等の事務所における備置き及び閲覧並びに当該書類の所轄庁への提出並びに当該書類の所轄庁における閲覧又は謄

写については、なお従前の例による。 

２ 前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における認定特定非営利活動法人等の監督については、なお従前の例

による。 

（仮認定を受けている特定非営利活動法人に関する経過措置） 

第九条 この法律の施行の際現に旧法第五十八条第一項の仮認定を受けている特定非営利活動法人は、新法第五十八条第一項の特

例認定を受けた特定非営利活動法人とみなす。この場合において、当該特例認定を受けた特定非営利活動法人とみなされる特定

非営利活動法人に係る特例認定の有効期間は、旧法第五十八条第一項の仮認定の有効期間の残存期間とする。 

（仮認定の申請に関する経過措置） 

第十条 施行日前に旧法第五十八条第一項の規定により所轄庁に対しされた仮認定の申請は、新法第五十八条第一項の規定により

所轄庁に対してされた特例認定の申請とみなす。 

（処分等の効力） 

第十二条 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律（これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。）

の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるもの

は、この附則に別段の定めがあるものを除き、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。 

（罰則に関する経過措置） 

第十三条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行

後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

（政令への委任） 

第十五条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 

（検討） 

第十六条 特定非営利活動法人制度については、この法律の施行後三年を目途として、新法の実施状況、特定非営利活動（新法第

二条第一項に規定する特定非営利活動をいう。）を取り巻く社会経済情勢の変化等を勘案し、検討が加えられ、その結果に基づ

いて必要な措置が講ぜられるものとする 
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大阪府特定非営利活動促進法施行条例 

平成十年十月三十日 

大阪府条例第四十三号 

(趣旨) 

第一条  この条例は、特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号。以下「法」という。)第十条第一項及び第三項(法

第二十五条第五項及び第三十四条第五項において準用する場合を含む。)、第二十五条第四項及び第六項(法第五十

二条第一項(法第六十二条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第二

十八条第一項、第二十九条(法第五十二条第一項(法第六十二条において準用する場合を含む。)の規定により読み

替えて適用する場合を含む。)、第三十条、第四十四条第二項(法第五十八条第二項において準用する場合を含む。)、

第五十二条第二項、第五十五条並びに第五十六条(これらの規定を法第六十二条において準用する場合を含む。)の

規定に基づき、特定非営利活動法人の設立の認証の申請の手続、定款の変更の認証の申請及び届出の手続、事業報

告書の作成、事業報告書等の提出及び公開、合併の認証の申請の手続、認定特定非営利活動法人の認定又は特例認

定特定非営利活動法人の特例認定の申請の手続、社員総会の議事録の謄本の提出並びに役員報酬規程等の提出及び

公開に関し必要な事項を定め、併せて法の施行に関し必要なその他の事項を定めるものとする。 

(定義) 

第二条 この条例の用語の意義は、法及び民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する

法律(平成十六年法律第百四十九号。以下「電子文書法」という。)の定めるところによる。 

(設立の認証の申請) 

第三条 法第十条第一項の申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 

一 申請者の氏名及び住所又は居所(法人にあっては、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地) 

二 設立の認証を受けようとする特定非営利活動法人に係る次に掲げる事項 

イ 名称 

ロ 代表者の氏名 

ハ 主たる事務所の所在地 

ニ 定款に記載された目的 

三 前二号に掲げるもののほか、規則で定める事項 

2 法第十条第一項第二号ハに規定する住所又は居所を証する書面は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号

に定める書面とする。 

一 住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)の適用を受ける者である場合 同法第十二条第一項に規定する

住民票の写し又は住民票記載事項証明書 

二 前号に該当しない場合 当該役員の住所又は居所を証する権限のある官公署が発給する文書 

3 前項第二号に定める書面が外国語で作成されているときは、当該書面には、翻訳者を明らかにした日本語の訳文を

添付しなければならない。 

4 第二項各号に定める書面は、法第十条第一項の申請書の提出の日(法第二十三条第二項の規定により提出する場合

にあっては、同条第一項の規定による届出の日)前六月以内に作成されたものでなければならない。 

5 法第十条第三項(法第二十五条第五項及び第三十四条第五項において準用する場合を含む。)の軽微な不備は、誤記

その他これらに類する明白な誤りに係るものとする。 

(定款の変更の認証の申請及び届出) 

第四条 法第二十五条第四項の申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 

 一 定款の変更の認証を受けようとする特定非営利活動法人の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地 

 二 定款の変更の内容及びその理由 

 三 前二号に掲げるもののほか、規則で定める事項 

2 法第二十五条第六項(法第五十二条第一項(法第六十二条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて

適用する場合を含む。)の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を提出することにより行わなければ

ならない。 



資- 24 

一 定款の変更の届出をしようとする特定非営利活動法人の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地 

 二 定款の変更の内容及びその理由 

 三 定款の変更年月日 

四 前三号に掲げるもののほか、規則で定める事項 

(社員総会の議事録の記載事項) 

第五条 法第二十五条第四項及び第六項(法第五十二条第一項(法第六十二条において準用する場合を含む。)の規定に

より読み替えて適用する場合を含む。)、第三十四条第四項並びに第五十二条第二項に規定する社員総会の議事録に

は、次に掲げる事項を記載しなければならない。 

 一 社員総会が開催された日時及び場所 

 二 社員総会の議事の経過の要領及びその結果 

2 法第十四条の九第一項の規定により社員総会の決議があったものとみなされた場合における議事録には、前項の規

定にかかわらず、次に掲げる事項を記載しなければならない。 

 一 社員総会の決議があったものとみなされた事項の内容 

 二 前号の事項の提案をした者の氏名又は名称 

 三 社員総会の決議があったものとみなされた日 

 四 議事録の作成に係る職務を行った者の氏名 

(事業報告書の作成) 

第六条 法第二十八条第一項に規定する事業報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 

一 事業の実施状況 

二 社員総会及び理事会その他の役員会の開催状況 

三 前二号に掲げるもののほか、規則で定める事項 

(事業報告書等の提出) 

第七条 法第二十九条(法第五十二条第一項(法第六十二条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適

用する場合を含む。)の規定による事業報告書等の提出は、毎事業年度の開始後三月以内に行わなければならない。 

(事業報告書等の公開) 

第八条 法第三十条の規定による閲覧又は謄写の用に供するため、特定非営利活動法人は、次の各号のいずれかに該

当するときは、規則で定める書類を知事に提出しなければならない。 

一 法第十三条第二項(法第三十九条第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出をするとき。 

二 法第二十五条第七項の規定により登記事項証明書を提出するとき。 

2 法第三十条の閲覧又は謄写の請求をしようとするものは、次に掲げる事項を記載した請求書を知事に提出しなけれ

ばならない。 

一 請求者の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地) 

二 請求に係る書類の内容 

三 前二号に掲げるもののほか、規則で定める事項 

3 前項に規定するもののほか、同項の閲覧及び謄写の手続等については、規則で定める。 

(合併の認証の申請) 

第九条 法第三十四条第四項の申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 

一 合併の認証を受けようとする各特定非営利活動法人の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地 

二 合併後存続し、又は合併により設立する特定非営利活動法人に係る次に掲げる事項 

イ 名称 

ロ 代表者の氏名 

ハ 主たる事務所の所在地 

ニ 定款に記載された目的 

三 前二号に掲げるもののほか、規則で定める事項 

2 第三条第二項から第四項までの規定は、法第三十四条第五項において準用する法第十条第一項第二号ハに規定する

住所又は居所を証する書面について準用する。この場合において、第三条第四項中「法第十条第一項」とあるのは、

「法第三十四条第五項において準用する法第十条第一項」と読み替えるものとする。 
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3 法第三十五条第一項の貸借対照表及び財産目録は、合併する各特定非営利活動法人に係るものとする。 

(認定又は特例認定の申請) 

第十条 法第四十四条第二項(法第五十八条第二項において準用する場合を含む。)の申請書には、次に掲げる事項を

記載しなければならない。 

一 申請者の名称 

二 代表者の氏名 

三 主たる事務所の所在地 

四 設立の年月日 

五 申請者が現に行っている事業の概要 

 六 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項 

2 前項の申請書には、規則で定める書類を添付しなければならない。ただし、知事が必要がないと認めるときは、こ

の限りでない。 

(定款の変更等に係る書類の提出) 

第十一条 認定特定非営利活動法人又は特例認定特定非営利活動法人(以下「認定特定非営利活動法人等」という。)

は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく、規則で定める書類を知事に提出しなければならない。ただ

し、知事が必要がないと認めるときは、この限りでない。 

一 法第二十三条第一項の規定による届出をしたとき。 

二 法第二十五条第五項において準用する法第十二条第三項の規定による定款の変更の認証の通知を受けたとき。 

三 法第二十五条第六項の規定による届出をしたとき。 

四 法第二十五条第七項の規定により登記事項証明書を提出したとき。 

五 法第二十九条の規定により事業報告書等を提出したとき。 

六 法第三十四条第五項において準用する法第十二条第三項の規定による合併の認証の通知を受けたとき。 

七 法第三十九条第二項において準用する法第十三条第二項の規定による届出をしたとき。 

2 認定特定非営利活動法人等の法第三十一条の五に規定する清算人は、当該認定特定非営利活動法人等が法第三十一

条第一項第一号、第二号、第四号又は第六号に掲げる事由によって解散したときは、遅滞なく、規則で定める書類

を知事に提出しなければならない。ただし、知事が必要がないと認めるときは、この限りでない。 

(認定の有効期間の更新の申請) 

第十二条 法第五十一条第五項において準用する法第四十四条第二項の申請書には、次に掲げる事項を記載しなけれ

ばならない。 

一 申請者の名称 

二 代表者の氏名 

三 主たる事務所の所在地 

四 認定の有効期間 

五 申請者が現に行っている事業の概要 

 六 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項 

(役員報酬規程等の提出) 

第十三条 法第五十五条第一項(法第六十二条において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による書類

の提出は、毎事業年度の開始後三月以内に行わなければならない。 

2 法第五十五条第一項の規定により提出する書類のうち法第五十四条第二項第二号(法第六十二条において準用する

場合を含む。)に掲げる書類については、既に知事に提出されている当該書類の内容に変更がないときは、その旨を

記載した書類を提出することをもってその提出に代えることができる。 

3 法第五十五条第二項(法第六十二条において準用する場合を含む。)の規定による書類の提出は、法第五十四条第三

項(法第六十二条において準用する場合を含む。)に規定する助成金の支給後遅滞なく行うものとする。 

(役員報酬規程等の公開) 

第十四条 第八条第二項及び第三項の規定は、法第五十六条(法第六十二条において準用する場合を含む。)の規定に

よる閲覧及び謄写について準用する。 
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(認定特定非営利活動法人等の合併) 

第十五条 法第六十三条第三項の認定の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を提出することにより行わなけれ

ばならない。 

一 合併の認定を受けようとする認定特定非営利活動法人等の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地 

二 合併後存続し、又は合併により設立する特定非営利活動法人に係る次に掲げる事項 

イ 名称 

ロ 代表者の氏名 

ハ 主たる事務所の所在地 

ニ 現に行っている事業の概要 

三 前二号に掲げるもののほか、規則で定める事項 

(電子情報処理組織による申請等) 

第十六条 法第七十四条に規定する申請、届出及び提出について行政手続等における情報通信の技術の利用に関す

る法律(平成十四年法律第百五十一号。以下「情報通信技術利用法」という。)第三条第一項の規定により同項に

規定する電子情報処理組織を使用して行わせる場合における当該申請、届出及び提出は、規則で定めるところに

よらなければならない。 

2 法第七十四条に規定する通知及び交付について情報通信技術利用法第四条第一項の規定により同項に規定する

電子情報処理組織を使用して行う場合における当該通知及び交付は、規則で定めるところによらなければならな

い。 

3 法第七十四条に規定する縦覧及び閲覧について情報通信技術利用法第五条第一項の規定により情報通信技術利

用法第二条第三号に規定する書面等の同条第八号に規定する縦覧等に代えて当該書面等に係る電磁的記録に記録

されている事項又は当該事項を記載した書類の当該縦覧等を行う場合における当該縦覧及び閲覧は、規則で定め

るところによらなければならない。 

(電子文書法第三条第一項の主務省令で定める保存) 

第十七条 電子文書法第三条第一項の主務省令で定める保存は、法第十四条(法第三十九条第二項において準用する場

合を含む。第十九条において同じ。)、第二十八条第一項及び第二項、第三十五条第一項、第五十四条第一項(法第

六十二条及び第六十三条第五項において準用する場合を含む。)並びに第五十四条第二項及び第三項(これらの規定

を法第六十二条において準用する場合を含む。第十九条において同じ。)の規定による書面の備置きとする。 

(電磁的記録による保存) 

第十八条 特定非営利活動法人は、電子文書法第三条第一項の規定により、前条に規定する書面の備置きに代えて当

該書面に係る電磁的記録の備置きを行う場合は、規則で定める方法によらなければならない。 

(電子文書法第四条第一項の主務省令で定める作成) 

第十九条 電子文書法第四条第一項の主務省令で定める作成は、法第十四条、第二十八条第一項、第三十五条第一項

並びに第五十四条第二項及び第三項の規定による書面の作成とする。 

(電磁的記録による作成) 

第二十条 特定非営利活動法人は、電子文書法第四条第一項の規定により、前条に規定する書面の作成に代えて当該

書面に係る電磁的記録の作成を行う場合は、規則で定める方法によらなければならない。 

(電子文書法第五条第一項の主務省令で定める縦覧等) 

第二十一条 電子文書法第五条第一項の主務省令で定める縦覧等は、法第二十八条第三項、第四十五条第一項第五号

(法第五十一条第五項及び第六十三条第五項において準用する場合を含む。)並びに第五十二条第四項及び第五十四

条第四項(これらの規定を法第六十二条において準用する場合を含む。)の規定による書面の閲覧とする。 

(電磁的記録による縦覧等) 

第二十二条 特定非営利活動法人は、電子文書法第五条第一項の規定により、前条に規定する書面の閲覧に代えて当

該書面に係る電磁的記録に記録されている事項の閲覧を行う場合は、規則で定める方法によらなければならない。 
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（事務処理の特例） 

第二十三条 法及びこの条例に基づく事務のうち、次に掲げる事務であって、府の区域内に存する市（大阪市及び堺

市を除く。）、町（島本町を除く。）及び村の区域内のみに事務所を設置する特定非営利活動法人に係るものは、

それぞれ当該市、町又は村が処理することとする。 

一 法第十条第一項の認証に関する事務 

二 法第十条第二項(法第二十五条第五項及び第三十四条第五項において準用する場合を含む。以下この号において

同じ。)の規定による公告及びインターネットの利用による公表並びに法第十条第二項の縦覧に関する事務 

三 法第十二条第三項(法第二十五条第五項及び第三十四条第五項において準用する場合を含む。)の規定による通

知に関する事務 

四 法第十三条第二項(法第三十九条第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出の受理に関する事務 

五 法第十三条第三項(法第三十九条第二項において準用する場合を含む。)の規定による認証の取消しに関する事

務 

六 法第十七条の三の規定による仮理事の選任に関する事務 

七 法第十七条の四の規定による特別代理人の選任に関する事務 

八 法第十八条第三号の規定による報告の受理に関する事務 

九 法第二十三条第一項の規定による届出の受理に関する事務 

十 法第二十五条第三項の認証に関する事務 

十一 法第二十五条第六項の規定による届出の受理に関する事務 

十二 法第二十五条第七項の規定による登記事項証明書の提出の受理に関する事務 

十三 法第二十九条の規定による事業報告書等の提出の受理に関する事務 

十四 法第三十条の規定による閲覧及び謄写に関する事務 

十五 法第三十一条第二項の認定に関する事務 

十六 法第三十一条第四項の規定による届出の受理に関する事務 

十七 法第三十一条の八の規定による届出の受理に関する事務 

十八 法第三十二条第二項の認証に関する事務 

十九 法第三十二条の二第三項の意見の陳述及び同項の調査に関する事務 

二十 法第三十二条の二第四項の規定による意見の申述に関する事務 

二十一 法第三十二条の三の規定による届出の受理に関する事務 

二十二 法第三十四条第三項の認証に関する事務 

二十三 法第四十一条第一項の報告の徴収及び同項の規定による立入検査に関する事務 

二十四 法第四十二条の規定による命令に関する事務 

二十五 法第四十三条第一項の規定による認証の取消しに関する事務 

二十六 法第四十三条第二項の規定による認証の取消しに関する事務 

二十七 法第四十三条第四項の規定による書面の交付に関する事務 

二十八 法第四十三条の二(法第十二条の二において準用する場合を含む。)の規定による意見の聴取に関する事務 

二十九 法第四十三条の三(法第十二条の二において準用する場合を含む。)の規定による意見の申述の受理に関す

る事務 

（規則への委任） 

第二十四条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

附 則 

この条例は、平成十年十二月一日から施行する。 

附 則(平成一五年条例第一五号) 

(施行期日) 

1 この条例は、平成十五年五月一日から施行する。 

(経過措置) 

2 この条例の施行の際事業年度を設けていない特定非営利活動法人(特定非営利活動法人の設立の認証の申請に係る

団体を含む。)についての当初の事業年度の開始の日の前日までの期間に係る改正後の大阪府特定非営利活動促進

法施行条例第五条の規定の適用については、同条中「法第二十九条第一項」とあるのは「特定非営利活動促進法の

一部を改正する法律(平成十四年法律第百七十三号)附則第四条第二項の規定により読み替えて適用される法第二十

九条第一項」と、「毎事業年度の開始後三月以内に」とあるのは「毎年三月三十一日までに(事業年度を設けてい
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る場合は、毎事業年度の開始後三月以内に)」とする。 

附 則(平成一七年条例第二八号) 

(施行期日) 

1 この条例は、平成十七年四月一日から施行する。 

(経過措置) 

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

附 則(平成一九年条例第二五号) 

 この条例は、平成十九年四月一日から施行する。 

附 則(平成二〇年条例第六五号)抄 

(施行期日) 

1 この条例は、平成二十年十二月一日から施行する。 

   附 則(平成二〇年条例第六八号) 

この条例は、平成二十年十二月一日から施行する。ただし、第十七条の前に一条を加える改正規定は、平成二十一

年一月一日から施行する。 

附 則(平成二十二年条例第十三号) 

この条例中第一条の規定は平成二十二年九月一日から、第二条の規定は同年十月一日から施行する。 

附 則(平成二十二年条例第七十号) 

この条例中第一条の規定は公布の日から、第二条の規定は平成二十三年一月一日から施行する。 

附 則(平成二十三年条例第二十三号) 

この条例中第一条の規定は平成二十三年四月一日から、第二条の規定は同年九月一日から、第三条の規定は同年十

月一日から施行する。 

  附 則(平成二十三年条例第九十六号) 

この条例は、平成二十四年一月一日から施行する。 

  附 則(平成二十四年条例第十九号) 

この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施

行する。 

一 第二条の規定 平成二十四年七月九日 

二 第三条の規定 平成二十四年九月一日 

三 第四条の規定 平成二十四年十月一日 

附 則(平成二十四年条例第百三十二号) 

この条例は、平成二十五年一月一日から施行する。 

  附 則（平成二十五年条例第八十四号） 

この条例は、平成二十六年一月一日から施行する。 

  附 則（平成二十六年条例百四十四号） 

この条例は、平成二十七年一月一日から施行する。 

  附 則（平成二十七年条例第十六号） 

この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、同年十月一日から施行する。 

  附 則（平成二十八年条例第二十四号） 

この条例は、平成二十八年十月一日から施行する。 

附 則（平成二十九年条例第十八号） 

(施行期日) 

1 この条例は、平成二十九年四月一日から施行する。 

(経過措置) 

2 この条例の施行の日前にされた特定非営利活動促進法の一部を改正する法律（平成二十八年法律第七十号）による

改正前の特定非営利活動促進法（平成十年法律第七号）第五十四条第四項に規定する書類に係る改正前の大阪府特

定非営利活動促進法施行条例第十七条の書面の備置き及び同条例第十九条の書面の作成については、なお従前の例

による。 
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東大阪市特定非営利活動促進法施行細則 

（趣旨） 

第１条 大阪府特定非営利活動促進法施行条例（平成１０年大阪府条例第４３号。以下「府条例」という。）第２３

条の規定に基づき本市が処理することとされた事務については、特定非営利活動促進法（平成１０年法律第７号。

以下「法」という。）及び府条例に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。 

（設立の認証の申請） 

第２条 法第１０条第１項の申請書は、特定非営利活動法人設立認証申請書（様式第１）とする。 

２ 府条例第３条第１項第３号の規則で定める事項は、設立の認証を受けようとする特定非営利活動法人が法第１１

条第１項第４号のその他の事務所を設置する場合にあっては、その事務所の所在地とする。 

３ 法第１０条第３項（法第２５条第５項及び第３４条第５項において準用する場合を含む。）の規定による補正は、

補正書（様式第２）に補正後の申請書又は法第１０条第１項各号に掲げる書類を添えて提出することにより行わな

ければならない。 

（登記の完了の届出） 

第３条 法第１３条第２項（法第３９条第２項において準用する場合を含む。）の規定による届出は、特定非営利活

動法人設立・合併登記完了届出書（様式第３）を提出することにより行わなければならない。 

（役員の変更等の届出） 

第４条 法第２３条第１項の規定による届出は、特定非営利活動法人役員変更等届出書（様式第４）を提出すること

により行わなければならない。 

（定款の変更の認証の申請） 

第５条 法第２５条第４項の申請書は、特定非営利活動法人定款変更認証申請書（様式第５）とする。 

（定款の変更の届出） 

第６条 府条例第４条第２項の届出書は、特定非営利活動法人定款変更届出書（様式第６）とする。 

（事業報告書の作成） 

第７条 府条例第６条第３号の規則で定める事項は、法第５条第１項に規定するその他の事業を行う場合にあっては、

当該事業の実施状況とする。 

（事業報告書等の公開） 

第８条 府条例第８条第１項の規則で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類と

する。 

(1) 府条例第８条第１項第１号に該当する場合 法第１０条第１項第１号（法第３４条第５項において準用する場

合 を 含 む 。 ） に 掲 げ る 定 款 及 び 法 第 １ ３ 条 第 ２ 項 （ 法 第 

３９条第２項において準用する場合を含む。）の登記事項証明書の写し 

(2) 府条例第８条第１項第２号に該当する場合 法第２５条第７項の登記事項証明書の写し 

２ 府条例第８条第２項の請求書は、閲覧等請求書(様式第７)とする。 

３ 法第３０条の規定による閲覧又は謄写は、市長が指定する場所で、執務時間中に行わなければならない。 

４ 前項の閲覧又は謄写をするものは、当該閲覧又は謄写に係る書類を丁寧に取り扱うこととし、それを改ざんし、

汚損し、又は破損してはならない。 

５ 市長は、前項の規定に違反するものに対し、第３項の閲覧又は謄写を中止させ、又は禁止することがある。 

（解散の認定の申請） 

第９条 法第３１条第２項の認定を受けようとする特定非営利活動法人は、特定非営利活動法人解散認定申請書（様

式第８）を市長に提出しなければならない。 

（解散の届出） 

第１０条 法第３１条第４項の規定による届出は、特定非営利活動法人解散届出書（様式第９）に解散及び清算人の

登記をしたことを証する登記事項証明書を添えて行わなければならない。 

（清算人の就任の届出） 

第１１条 法第３１条の８の規定による届出は、特定非営利活動法人清算人就任届出書（様式第１０）に清算人の登

記をしたことを証する登記事項証明書を添えて行わなければならない。 

（残余財産の譲渡の認証の申請） 

第１２条 法第３２条第２項の認証を得ようとする清算人は、特定非営利活動法人残余財産譲渡認証申請書（様式第

１１）を市長に提出しなければならない。 

（清算結了の届出） 

第１３条 法第３２条の３の規定による届出は、特定非営利活動法人清算結了届出書（様式第１２）に特定非営利活

動法人の清算結了の登記をしたことを証する登記事項証明書を添えて行わなければならない。 

（合併の認証の申請） 

第 １ ４ 条  法 第 ３ ４ 条 第 ４ 項 の 申 請 書 は 、 特 定 非 営 利 活 動 法 人 合 併 認 証 申 請 書 （ 様 式 第 

１３）とする。 

２ 府条例第９条第１項第３号の規則で定める事項は、合併後存続する特定非営利活動法人又は合併により設立する

特定非営利活動法人が法第１１条第１項第４号のその他の事務所を設置する場合にあっては、その事務所の所在地

とする。 
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（身分証明書） 

第１５条 法第４１条第３項の証明書は、身分証明書（様式第１４）とする。 

（電磁的記録による備置きの方法） 

第１６条 府条例第１８条の規則で定める方法は、次の各号に掲げるいずれかの方法とする。 

(1) 作成された電磁的記録を特定非営利活動法人の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク、

シー・ディー・ロムその他これらに準じて一定の事項を確実に記録しておくことができる物（以下「磁気ディス

ク等」という。）をもって調製するファイルにより備え置く方法 

(2) 書面に記載されている事項をスキャナ（これに準ずる画像読取装置を含む。）により読み取って作成された電

磁的記録を特定非営利活動法人の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等をもって調製

するファイルにより備え置く方法 

２ 前項に規定する方法による府条例第１８条に規定する電磁的記録の備置きを行うに当たっては、必要に応じ当該

電磁的記録に記録された事項を、直ちに整然とした形式及び明瞭な状態で特定非営利活動法人の使用に係る電子計

算機その他の機器に表示し、又は書面に出力することができるようにしなければならない。 

（電磁的記録による作成の方法） 

第１７条 府条例第２０条の規則で定める方法は、特定非営利活動法人の使用に係る電子計算機に備えられたファイ

ルに記録する方法又は磁気ディスク等をもって調製する方法とする。 

（電磁的記録による閲覧の方法） 

第１８条 府条例第２２条の規則で定める方法は、同条に規定する事項を特定非営利活動法人の事務所に備え置く電

子計算機の映像面に表示する方法又は当該事項を記載した書類により表示する方法とする。 

（書類の提出部数等） 

第１９条 次の各号に掲げる書類の提出部数は、それぞれ当該各号に定める部数とする。 

(1) 法第１０条第１項（法第３４条第５項において準用する場合を含む。）の規定により添付する法第１０条第１

項第１号、第２号イ、第５号、第７号及び第８号に掲げる書類（第２条第３項の規定により添付する補正後のも

のを含む。） 正本１部及び副本１部 

(2) 法第２３条第１項の規定により添付する変更後の役員名簿 正本１部及び副本１部 

(3) 法第２５条第４項前段及び第６項の規定により添付する変更後の定款（第２条第３項の規定により添付する補

正後のものを含む。） 正本１部及び副本１部 

(4) 法第２５条第４項後段の規定により添付する事業計画書及び活動予算書（第２条第３項の規定により添付する

補正後のものを含む。） 正本１部及び副本１部 

(5) 法第２６条第２項の規定により添付する法第１０条第１項第２号イに掲げる書類（第２条第３項の規定により

添付する補正後のものを含む。） 正本１部及び副本１部 

(6) 法第２９条の規定により提出する事業報告書等 正本１部及び副本１部 

(7) 第８条第１項第１号の定款 正本１部及び副本１部 

附 則 

１ この規則は、平成２４年１０月１日から施行する。 

２ この規則の施行の日前に大阪府特定非営利活動促進法施行細則（平成１０年大阪府規則第９１号）の規定により

行われた手続その他の行為であって、同日以後において本市が処理することとなるものについては、この規則の相

当規定により行われたものとみなす。 

附 則（平成 28年３月 25日規則第 21号） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

２ この規則による改正前の東大阪市特定非営利活動促進法施行細則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要

の調整をしたうえ、この規則による改正後の東大阪特定非営利活動促進法施行細則の様式により作成した用紙として

使用することができる。 

附 則（平成 29年３月 29日規則第８号） 

 この規則は、平成２９年４月１日から施行する。 
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組合等登記令（昭和三十九年三月二十三日政令第二十九号）（抄） 

最終改正：平成三十年九月二十七日公布政令第二百七十号  

（適用範囲）  

第一条 別表の名称の欄に掲げる法人（以下「組合等」という。）の登記については、他の法令に別段の定めがある

場合を除くほか、この政令の定めるところによる。  

（設立の登記）  

第二条 組合等の設立の登記は、その主たる事務所の所在地において、設立の認可、出資の払込みその他設立に必要

な手続が終了した日から二週間以内にしなければならない。  

２ 前項の登記においては、次に掲げる事項を登記しなければならない。  

一 目的及び業務  

二 名称  

三 事務所の所在場所  

四 代表権を有する者の氏名、住所及び資格  

五 存続期間又は解散の事由を定めたときは、その期間又は事由  

六 別表の登記事項の欄に掲げる事項  

（変更の登記）  

第三条 組合等において前条第二項各号に掲げる事項に変更が生じたときは、二週間以内に、その主たる事務所の所

在地において、変更の登記をしなければならない。  

２ 前項の規定にかかわらず、出資若しくは払い込んだ出資の総額又は出資の総口数の変更の登記は、毎事業年度末

日現在により、当該末日から四週間以内にすれば足りる。  

３ 第一項の規定にかかわらず、資産の総額の変更の登記は、毎事業年度末日現在により、当該末日から三月以内に

すれば足りる。  

（他の登記所の管轄区域内への主たる事務所の移転の登記）  

第四条 組合等がその主たる事務所を他の登記所の管轄区域内に移転したときは、二週間以内に、旧所在地において

は移転の登記をし、新所在地においては第二条第二項各号に掲げる事項を登記しなければならない。  

（職務執行停止の仮処分等の登記）  

第五条 組合等を代表する者の職務の執行を停止し、若しくはその職務を代行する者を選任する仮処分命令又はその

仮処分命令を変更し、若しくは取り消す決定がされたときは、その主たる事務所の所在地において、その登記をし

なければならない。  

（代理人の登記）  

第六条 組合等のうち、別表の根拠法の欄に掲げる法律の規定により主たる事務所又は従たる事務所の業務に関し一

切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する参事その他の代理人を選任することができるものが、当該代理人

を選任したときは、二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、代理人の氏名及び住所並びに代理人を置

いた事務所を登記しなければならない。  

２ 組合等のうち、別表の根拠法の欄に掲げる法律の規定により業務の一部に関し一切の裁判上又は裁判外の行為を

する権限を有する代理人を選任することができるものが、当該代理人を選任したときは、二週間以内に、その主た

る事務所の所在地において、代理人の氏名及び住所、代理人を置いた事務所並びに代理権の範囲を登記しなければ

ならない。  

３ 前二項の規定により登記した事項に変更が生じ、又はこれらの項の代理人の代理権が消滅したときは、二週間以

内に、その登記をしなければならない。  

（解散の登記）  

第七条 組合等が解散したときは、合併、破産手続開始の決定及び第八条第二項に規定する承継があつたことによる

解散の場合を除き、二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、解散の登記をしなければならない。  
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（継続の登記）  

第七条の二 組合等のうち、別表の根拠法の欄に掲げる法律の規定により継続することができるものが、継続したと

きは、二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、継続の登記をしなければならない。 

（合併の登記）  

第八条 組合等が合併をするときは、合併の認可その他合併に必要な手続が終了した日から二週間以内に、その主た

る事務所の所在地において、合併により消滅する組合等については解散の登記をし、合併後存続する組合等につい

ては変更の登記をし、合併により設立する組合等については設立の登記をしなければならない。  

２ 前項の規定は、組合等が承継（組合等を会員とする他の組合等（以下この項において「連合会」という。）にお

いて、会員が一人になつた連合会の会員たる組合等が別表の根拠法の欄に掲げる法律の規定により当該連合会の権

利義務を承継することをいう。第十三条において同じ。）をする場合について準用する。 

（移行等の登記）  

第九条  組合等が種類を異にする組合等となるときは、定款又は寄附行為の変更の認可その他必要な手続が終了し

た日から二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、新たに登記すべきこととなつた事項を登記し、登記

を要しないこととなつた事項の登記を抹消しなければならない。  

（清算結了の登記）  

第十条 組合等の清算が結了したときは、清算結了の日から二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、清

算結了の登記をしなければならない。  

（従たる事務所の所在地における登記）  

第十一条 次の各号に掲げる場合（当該各号に規定する従たる事務所が主たる事務所の所在地を管轄する登記所の管

轄区域内にある場合を除く。）には、当該各号に定める期間内に、当該従たる事務所の所在地において、従たる事

務所の所在地における登記をしなければならない。  

一 組合等の設立に際して従たる事務所を設けた場合（次号及び第三号に掲げる場合を除く。） 主たる事務所の

所在地における設立の登記をした日から二週間以内   

二 合併により設立する組合等が合併に際して従たる事務所を設けた場合 合併の認可その他合併に必要な手続が

終了した日から三週間以内  

三 分割により設立する組合等が分割に際して従たる事務所を設けた場合 分割の認可その他分割に必要な手続が

終了した日から三週間以内 

四 組合等の成立後に従たる事務所を設けた場合 従たる事務所を設けた日から三週間以内  

２ 従たる事務所の所在地における登記においては、次に掲げる事項を登記しなければならない。ただし、従たる事

務所の所在地を管轄する登記所の管轄区域内に新たに従たる事務所を設けたときは、第三号に掲げる事項を登記す

れば足りる。  

一 名称  

二 主たる事務所の所在場所  

三 従たる事務所（その所在地を管轄する登記所の管轄区域内にあるものに限る。）の所在場所  

３ 前項各号に掲げる事項に変更が生じたときは、三週間以内に、当該従たる事務所の所在地において、変更の登記

をしなければならない。  

（他の登記所の管轄区域内への従たる事務所の移転の登記）  

第十二条 組合等がその従たる事務所を他の登記所の管轄区域内に移転したときは、旧所在地（主たる事務所の所在

地を管轄する登記所の管轄区域内にある場合を除く。）においては三週間以内に移転の登記をし、新所在地（主た

る事務所の所在地を管轄する登記所の管轄区域内にある場合を除く。以下この条において同じ。）においては四週

間以内に前条第二項各号に掲げる事項を登記しなければならない。ただし、従たる事務所の所在地を管轄する登記

所の管轄区域内に新たに従たる事務所を移転したときは、新所在地においては、同項第三号に掲げる事項を登記す

れば足りる。  

（従たる事務所における変更の登記等）  

第十三条 第八条、第八条の二及び第十条に規定する場合には、これらの規定に規定する日から三週間以内に、従た

る事務所の所在地においても、これらの規定に規定する登記をしなければならない。ただし、合併（承継を含む。
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次条第二項及び第三項並びに第二十条において同じ。）後存続する組合等、分割をする組合等又は吸収分割承継組

合等についての変更の登記は、第十一条第二項各号に掲げる事項に変更が生じた場合に限り、するものとする。  

（登記の嘱託）  

第十四条 次に掲げる訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合には、裁判所書記官は、職権で、遅滞なく、組

合等の主たる事務所（第三号に規定する場合であつて当該決議によつて第十一条第二項各号に掲げる事項について

の登記がされているときにあつては、主たる事務所及び当該登記に係る従たる事務所）の所在地を管轄する登記所

にその登記を嘱託しなければならない。  

一 組合等の設立の無効の訴え  

二 組合等の出資一口の金額の減少の無効の訴え  

三 組合等の創立総会、総会、総代会、会員総会、議員総会又は常議員会の決議した事項についての登記があつた

場合におけるこれらの決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴え  

２ 組合等の合併の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合には、裁判所書記官は、職権で、遅滞なく、

各組合等の主たる事務所の所在地を管轄する登記所に、合併後存続する組合等については変更の登記を嘱託し、合

併により消滅する組合等については回復の登記を嘱託し、合併により設立する組合等については解散の登記を嘱託

しなければならない。  

３ 前項に規定する場合において、同項の訴えに係る請求の目的に係る合併により第十一条第二項各号に掲げる事項

についての登記がされているときは、各組合等の従たる事務所の所在地を管轄する登記所にも前項に規定する登記

を嘱託しなければならない。  

４ 官庁は、組合等を代表する者の解任又は組合等の解散を命ずる処分をしたときは、遅滞なく、その主たる事務所

の所在地を管轄する登記所にその登記を嘱託しなければならない。  

（登記簿）  

第十五条 登記所に、組合等登記簿を備える。  

（設立の登記の申請）  

第十六条 設立の登記は、組合等を代表すべき者の申請によつてする。  

２ 設立の登記の申請書には、定款又は寄附行為及び組合等を代表すべき者の資格を証する書面を添付しなければな

らない。  

３ 第二条第二項第六号に掲げる事項を登記すべき組合等の設立の登記の申請書には、その事項を証する書面を添付

しなければならない。  

（変更の登記の申請）  

第十七条 第二条第二項各号に掲げる事項の変更の登記の申請書には、その事項の変更を証する書面を添付しなけれ

ばならない。ただし、代表権を有する者の氏、名又は住所の変更の登記については、この限りでない。  

２ 組合等のうち、別表の根拠法の欄に掲げる法律中に、出資一口の金額の減少をする場合には、債権者に対し異議

があれば異議を述べるべき旨の公告及び催告をすることを要する旨の規定があるものの出資一口の金額の減少によ

る変更の登記の申請書には、その公告及び催告をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に

対し弁済し、若しくは相当の担保を提供し、若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産

を信託したこと又は当該出資一口の金額の減少をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面を添付

しなければならない。  

３ 前項の規定にかかわらず、組合等のうち、別表の根拠法の欄に掲げる法律中に、出資一口の金額の減少をする場

合には、同項の公告を官報のほか定款に定めた時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告（公告の方法

のうち、電磁的方法（会社法（平成十七年法律第八十六号）第二条第三十四号に規定する電磁的方法をいう。）に

より不特定多数の者が公告すべき内容である情報の提供を受けることができる状態に置く措置であつて同号に規定

するものをとる方法をいう。以下同じ。）によつてすることができる旨の規定があるものがこれらの方法による公

告をしたときは、同項の登記の申請書には、同項の公告及び催告をしたことを証する書面に代えて、これらの方法

による公告をしたことを証する書面を添付しなければならない。  

（代理人の登記の申請）  

第十八条 第六条第一項の登記の申請書には、代理人の選任を証する書面を添付しなければならない。  

２ 第六条第二項の登記の申請書には、代理人の選任及び代理権の範囲を証する書面を添付しなければならない。  
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３ 第六条第三項の登記の申請書には、登記事項の変更又は代理権の消滅を証する書面を添付しなければならない。

ただし、代理人の氏、名又は住所の変更の登記については、この限りでない。  

（解散の登記の申請）  

第十九条 第七条の解散の登記の申請書には、解散の事由の発生を証する書面を添付しなければならない。  

（継続の登記の申請） 

第十九条の二 継続の登記の申請書には、組合等が継続したことを証する書面を添付しなければならない。 

（合併による変更の登記の申請）  

第二十条 合併による変更の登記の申請書には、合併により消滅する組合等（当該登記所の管轄区域内にその主たる

事務所があるものを除く。）の登記事項証明書を添付しなければならない。  

２ 組合等のうち、別表の根拠法の欄に掲げる法律の規定により合併をする場合には、債権者に対し異議があれば異

議を述べるべき旨の公告及び催告をすることを要するものの合併による変更の登記の申請書には、その公告及び催

告をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し、若しくは相当の担保を提供し、

若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該合併をしても当該債

権者を害するおそれがないことを証する書面を添付しなければならない。  

３ 前項の規定にかかわらず、組合等のうち、別表の根拠法の欄に掲げる法律の規定により合併をする場合には、同

項の公告を官報のほか定款に定めた時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告によつてすることができ

るものがこれらの方法による公告をしたときは、同項の登記の申請書には、同項の公告及び催告をしたことを証す

る書面に代えて、これらの方法による公告をしたことを証する書面を添付しなければならない。  

（合併による設立の登記の申請）  

第二十一条 合併による設立の登記の申請書には、第十六条第二項及び第三項並びに前条に規定する書面を添付しな

ければならない。  

（分割による変更の登記の申請） 

第二十一条の二 吸収分割承継組合等がする吸収分割による変更の登記の申請書には、次の書面を添付しなければな

らない。 

一 分割をする組合等（当該登記所の管轄区域内にその主たる事務所があるものを除く。）の登記事項証明書 

二 債権者に対し異議があれば異議を述べるべき旨の公告及び催告をしたこと並びに異議を述べた債権者があると

きは、当該債権者に対し弁済し、若しくは相当の担保を提供し、若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを

目的として相当の財産を信託したこと又は分割をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面 

（分割による設立の登記の申請） 

第二十一条の三 分割による設立の登記の申請書には、第十六条第二項及び第三項に規定する書面並びに前条各号に

掲げる書面を添付しなければならない。 

２ 前項の規定にかかわらず、組合等のうち、別表の根拠法の欄に掲げる法律の規定により分割をする場合には、前

条第二号の公告を官報のほか定款に定めた時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告によつてすることが

できるものがこれらの方法による公告をしたときは、同項の登記の申請書には、同号の公告及び催告をしたことを証

する書面に代えて、これらの方法による公告をしたことを証する書面を添付しなければならない。 

（移行等の登記の申請）  

第二十二条 第九条の登記の申請書には、同条に規定する手続がされたことを証する書面を添付しなければならない。  

（清算結了の登記の申請）  

第二十三条 清算結了の登記の申請書には、清算が結了したことを証する書面を添付しなければならない。  

（登記の期間の計算）  

第二十四条 登記すべき事項であつて官庁の認可を要するものについては、その認可書の到達した時から登記の期間

を起算する。  
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（商業登記法の準用）  

第二十五条 商業登記法（昭和三十八年法律第百二十五号）第一条の三から第五条まで、第七条から第十五条まで、

第十七条から第二十三条の二まで、第二十四条（第十六号を除く。）、第二十五条から第二十七条まで、第四十八

条から第五十三条まで、第七十一条第一項、第七十九条、第八十二条から第八十四条まで、第八十七条、第八十八

条及び第百三十二条から第百四十八条までの規定は、組合等の登記について準用する。この場合において、同法第

二十五条中「訴え」とあるのは「訴え又は官庁に対する請求」と、同条第三項中「その本店の所在地を管轄する地

方裁判所」とあるのは「その主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所又は官庁」と、同法第四十八条第二項中

「会社法第九百三十条第二項各号」とあるのは「組合等登記令第十一条第二項各号」と、同法第七十九条中「吸収

合併による」とあるのは「吸収合併若しくは組合等登記令第八条第二項に規定する承継（以下「承継」という。）

による」と、「合併を」とあるのは「合併又は承継を」と、「吸収合併により」とあるのは「吸収合併若しくは承

継により」と、同法第八十二条第一項中「合併による」とあるのは「合併又は承継による」と、「吸収合併後」と

あるのは「吸収合併若しくは承継後」と、同法第八十三条第二項中「吸収合併に」とあるのは「吸収合併若しくは

承継に」と読み替えるものとする。  

（特則）  

第二十六条 （略） 

   附 則 （平成三〇年九月二七日政令第二七〇号） 抄  

（施行期日） 

１ この政令は、特定非営利活動促進法の一部を改正する法律（平成二十八年法律第七十号）附則第一条第二号に掲

げる規定の施行の日（平成三十年十月一日）から施行する。  

（罰則に関する経過措置） 

２ この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

別表 （第一条、第二条、第六条、第七条の二、第八条、第十七条、第二十条、第二十一条の三関係）  

名称 根拠法 登記事項 

特定非営利活動法人 特定非営利活動促進法（平成十年法律

第七号） 

代表権の範囲又は制限に関する定めが

あるときは、その定め 

【参考】 商業登記法（組合等登記令第二十五条関係）（抄） 

第十九条 官庁の許可を要する事項の登記を申請するには、申請書に官庁の許可書又はその認証がある謄本を添附し

なければならない。
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◎ 都道府県の問い合わせ窓口 

都道府県 担当部署 電話番号 所在地 

北海道 環境生活部 くらし安全局道民生活課 011-２０４-５０９５ 札幌市中央区北３条西６丁目 

青森県 
環境生活部 県民生活文化課  
文化・ＮＰＯ活動支援グループ 

017-734-9207 青森市長島一丁目１－１ 

岩手県 環境生活部 若者女性協働推進室 019-629-5199 盛岡市内丸10番1号 

宮城県 環境生活部 共同参画社会推進課 022-211-2576 
仙台市青葉区本町三丁目８番１

号 

秋田県 あきた未来創造部 地域づくり推進課 018-860-1245 秋田市山王四丁目１番１号 

山形県 観光文化スポーツ部 県民文化スポーツ課 023-630-2122 山形市松波2丁目８番１号 

福島県 企画調整部 文化スポーツ局 文化振興課 024-521-7179 福島市杉妻町２番１６号 

茨城県 生活環境部 女性活躍・県民協働課 029-301-2175 水戸市笠原町978番 6 

栃木県 県民生活部 県民文化課 県民協働推進室 028-623-3422 宇都宮市塙田１丁目１番２０号 

群馬県 生活文化スポーツ部 県民生活課 027-226-2291 前橋市大手町一丁目1番1号 

埼玉県 県民生活部  共助社会づくり課 048-830-2823 
さいたま市浦和区高砂 3 丁目１

５番１号 

千葉県 環境生活部 県民生活・文化課 043-223-4137 千葉市中央区市場町１番1号 

東京都 生活文化局 都民生活部 管理法人課 03-5388-3095 
東京都新宿区西新宿2丁目8番

1号 

神奈川県 
政策局政策部NPO協働推進課  
（NPO法人担当）

045-312-1121㈹ 

2865(内線） 

横浜市神奈川区鶴屋町２－２４

－２ かながわ県民センター８階 

新潟県 県民生活・環境部 県民生活課 025-280-5134 新潟市中央区新光町４番地１ 

富山県 総合政策局 少子化対策・県民活躍課 076-444-9012 富山市新総曲輪1-7 

石川県 
県民文化スポーツ部県民交流課  
(石川県NPO活動支援センター) 

076-223-9558 
金沢市香林坊2丁目4番30号

香林坊ラモーダ 7階 

福井県 
地域戦略部 県民活躍課 
(ふくい県民活動・ボランティアセンター)

0776-29-2522 
福井市手寄一丁目４－１ＡＯＳＳ

Ａ７階  

山梨県 県民生活部 県民生活・男女参画課 055-223-1351 甲府市丸の内１丁目６－１ 

長野県 県民文化部 県民協働課 026-235-7189 
長野市大字南長野字幅下６９２

－２ 

岐阜県 環境生活部 県民生活課 058-272-8203 岐阜市薮田南２丁目１番地１ 

静岡県 くらし・環境部 県民生活局 県民生活課 054-221-3726 静岡市葵区追手町9番６号 

愛知県 県民文化部 社会活動推進課 052-961-8100 

名古屋市東区上竪杉町１ウィル

あいち２階（あいちＮＰＯ交流プ

ラザ） 

 問い合わせ先 
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三重県 環境生活部 ダイバーシティ社会推進課 059-222-5981 
津市羽所町７００番地 アスト津

３階 

滋賀県 

総合企画部 県民活動生活課  
県民活動・協働推進室

077-528-3419 大津市京町四丁目１番１号 
滋賀県協働ポータルサイト 
「協働ネットしが」 

京都府 
政策企画部 企画参事 
（中部担当・府民協働担当）付

075-414-4210 
京都市上京区下立売通新町西入

薮ノ内町 

大阪府 府民文化部男女参画・府民協働課 06-6210-9320 

大阪市中央区大手前1-3-49（大

阪府立男女共同参画・青少年セン

ター（ドーンセンター）3階）

兵庫県 企画県民部 県民生活課 078-362-9102 
神戸市中央区下山手通５丁目10

番１号 

奈良県 くらし創造部 青少年・社会活動推進課 0742-27-8715 
奈良市登大路町 30 番地 奈良

県庁主棟１F 

和歌山県 
環境生活部県民局県民生活課  
県民活動団体室

073-441-2053 和歌山市小松原通１丁目１番地 

鳥取県 地域づくり推進部 県民参画協働課 0857-26-7751 鳥取市東町一丁目２２０番地 

島根県 
環境生活部 環境生活総務課  
ＮＰＯ活動推進室 

0852-22-6099 松江市殿町１番地 

岡山県 県民生活部 県民生活交通課 県民協働推進班 086-226-7247 
岡山市北区内山下二丁目４番６

号 

広島県 環境県民局 県民活動課 082-513-2721 広島市中区基町10番52号 

山口県 環境生活部 県民生活課 083-933-2614 山口市滝町１番１号 

徳島県 
県民環境部 県民環境政策課  
共助社会推進担当

088-621-2023 徳島市万代町１丁目１番地 

香川県 政策部 男女参画・県民活動課 087-832-3174 高松市番町四丁目１番１０号 

愛媛県 
県民環境部 県民生活局  
男女参画・県民協働課

089-912-2305 松山市一番町四丁目４番地２号 

高知県 
文化生活スポーツ部  
県民生活・男女共同参画課

088-823-9769 高知市丸ノ内１丁目２番２０号 

福岡県 
人づくり・県民生活部 社会活動推進課 

 (NPO・ボランティアセンター)
092-631-4412 

福岡市博多区吉塚本町１３番５

０号 福岡県吉塚合同庁舎５階 

佐賀県 県民環境部 県民協働課 0952-25-7374 佐賀市城内一丁目１番５９号 

長崎県 県民生活部 県民協働課 095-895-2314 長崎県長崎市尾上町3-1 

熊本県 

環境生活部 県民生活局  
男女参画・協働推進課

096-333-2286 
熊本市中央区水前寺６丁目１

８番１号 

くまもと県民交流館 
NPO・ボランティア協働センター

096-355-1186 

熊本市手取本町８番９号  

テトリアくまもとビル  

9階・10階・1階（一部） 

大分県 生活環境部 県民生活・男女共同参画課 097-534-2052 
大分市東春日町１-１  

ＮＳ大分ビル１階 

宮崎県 総合政策部 生活・協働・男女参画課 0985-26-7048 宮崎市橘通東２丁目１０番１号 

鹿児島県 
かごしま県民交流センター  
協働活動促進課

099-221-6605 鹿児島市山下町14番 50号 

沖縄県 子ども生活福祉部 消費・くらし安全課 098-866-2187 那覇市泉崎１丁目２番２号 
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◎ 指定都市の問い合わせ窓口 

指定都市 担当部署 電話番号 所在地 

札幌市 
市民文化局 市民自治推進室  
市民活動促進担当課

011-211-2964  札幌市中央区北１条西２丁目 

仙台市 
市民局 協働まちづくり推進部  
市民協働推進課

022-214-1080 

仙台市青葉区二日町1番23号 

二日町第四仮庁舎２階（アーバン

ネット勾当台ビル） 

さいたま市 市民局 市民生活部 市民協働推進課 048-813-6404 
さいたま市浦和区東高砂町１１番

１号 コムナーレ９階 

千葉市 市民局 市民自治推進部 市民自治推進課 043-245-5664 千葉市千葉港１番１号 

横浜市 市民局 市民協働推進部 市民活動支援課 045-227-7966 
横浜市中区桜木町1-1-56みなとみ

らい２１クリーンセンタービル7階 

川崎市 
市民文化局コミュニティ推進部  
市民活動推進課 

044-200-2341 
川崎市川崎区駅前本町 11 番

地２ 川崎フロンティアビル７

階
相模原市 市民局 市民協働推進課 042-769-8226 

相 模 原 市 中 央 区 中 央 ２

-11-15 市役所第 2 別館 4 

階
新潟市 市民生活部 市民協働課 025-226-1102 

新潟市中央区学校町通１番町６

０２番地１ 

静岡市 市民局 市民自治推進課 054-221-1372 静岡市葵区追手町５番１号 

浜松市 市民部 市民協働・地域政策課 053-457-2094 浜松市中区元城町103番地の2 

名古屋市 
市民経済局 地域復興部  
市民活動推進センター 

052-228-8039 
名古屋市中区栄三丁目18番１号ナデ

ィアパークデザインセンタービル６階 

京都市 
文化市民局 地域自治推進室  
市民活動支援担当 

075-222-4072 
京都市中京区寺町通御池上る上

本能寺前町４８８番地 

大阪市 市民局 総務部 ＮＰＯ法人担当 06-6208-9864 
大阪市北区中之島１丁目３番

20号（大阪市役所地下１階） 

堺市 市民人権部 市民生活部 市民協働課 072-228-7405 堺市堺区南瓦町3番1号 

神戸市 市民参画推進局 市民協働課
（認証）078-322-6837 

（認定）078-322-6836 

神戸市中央区加納町６-５-１ 

神戸市役所1号館17階

岡山市 

市民協働局 市民協働企画総務課 086-803-1061 岡山市北区大供一丁目1番1号 

おかやまNPO・ボランティアサイト 
「つながる協働ひろば」 

広島市 市民局 市民活動推進課 082-504-2746 
広島市中区国泰寺町一丁目 6 番

34号 

北九州市 
市民文化スポーツ局  
地域・人づくり部市民活動推進課

093-645-3101 
北九州市八幡西区黒崎三丁目15

番3号 コムシティ3階 

福岡市 
市民局 コミュニティ推進部  
市民公益活動推進課 

092-711-4927 
福岡市中央区天神１丁目8番1

号 

熊本市 市民局 市民生活部 地域活動推進課 096-328-2036 
熊本市中央区手取本町１番１

号 

（注意事項） 

・ NPO法人の所轄庁は、その主たる事務所が所在する都道府県の知事（その事務所が一の指定都市の区域内のみに所在

する場合は当該指定都市の長）となります。 

・ 各都道府県から各市町村へ事務が移譲されている場合があります。詳しくは各所轄庁へお問い合わせださい。 


